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株式売出届出目論見書の訂正事項分

2025年６月

(第２回訂正分)

プリモグローバルホールディングス株式会社

ブックビルディング方式による売出しにおける売出価格等の決定に伴い、金融商品取引法第７条第１項により有価

証券届出書の訂正届出書を2025年６月16日に関東財務局長に提出し、2025年６月17日にその届出の効力が生じてお

ります。

○ 株式売出届出目論見書の訂正理由

2025年５月21日付をもって提出した有価証券届出書及び2025年６月９日付をもって提出した有価証券届出書の訂正

届出書の記載事項のうち、ブックビルディングの結果、ブックビルディング方式による売出し7,436,800株(引受人の

買取引受による売出し6,466,800株・オーバーアロットメントによる売出し970,000株)の売出しの条件並びにこの売出

しに関し必要な事項が、2025年６月16日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂

正届出書を提出いたしましたので、株式売出届出目論見書を訂正いたします。なお、上記引受人の買取引受による売

出しについては、2025年６月16日に、日本国内において販売される株数が4,697,800株、欧州及びアジアを中心とする

海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売される株数が1,769,000株と決定されてお

ります。

○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には 罫を付し、ゴシック体で表記しておりま

す。

第一部 【証券情報】

第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

2025年６月16日に決定された引受価額(2,013.54円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「２ 売出しの条件(引

受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」

において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格2,150円)

で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2025年６月24日

(火))に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人

の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券

上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係

る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で売出価格を決定する方法をいう。)により決

定された価格で行います。
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＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出数(株)」の欄：「6,466,800」を「4,697,800」に訂正。

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：

「13,612,614,000」を「10,100,270,000」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出数(株)」の欄：「6,466,800」を「4,697,800」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「13,612,614,000」を「10,100,270,000」に訂正。

＜欄外注記の訂正＞

(注) ２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式6,466,800株のうちの一部が、みずほ証券株式会社及びＳＭ

ＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカ

ナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販

売株数」という。)されます。

上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に

よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販

売株数」という。)であり、海外販売株数は1,769,000株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者

の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。

海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始

される売出しに係る事項について」をご参照ください。

３．引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、みずほ証券株式会社が当社株主で

あるプリモ・インテグラル２投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha Primo L.P．(以下「貸株人」と

総称する。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい

う。)を行います。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

４．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを要請して

おります。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又

は売出しに関する特別記載事項 ５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。な

お、当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先(親引け先) 株式数 目的

株式会社桑山 当社普通株式102,300株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社ロージィブルー 当社普通株式93,000株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社メディックス 当社普通株式46,500株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社バンビ 当社普通株式23,200株

取引先の親会社であり、良好な

取引関係を今後も維持・発展さ

せていくため

東京真珠株式会社 当社普通株式23,200株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

セント・ピュール株式会社 当社普通株式16,200株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社ムラオ 当社普通株式6,900株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

プリモグループ従業員持株会 当社普通株式39,500株
当社グループ従業員の福利厚生

のため

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規

則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)

であります。

７．売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであります。海外販売

株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域におい

て開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。



― 3 ―

２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

(2) 【ブックビルディング方式】

＜欄内の記載の訂正＞

「売出価格(円)」の欄：「未定(注)１」を「2,150」に訂正。

「引受価額(円)」の欄：「未定(注)１」を「2,013.54」に訂正。

「申込証拠金(円)」の欄：「未定(注)２」を「１株につき2,150」に訂正。

「元引受契約の内容」の欄：「未定(注)３」を「(注)３」に訂正。

＜欄外注記の訂正＞

(注) １．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されました。

売出価格の決定に当たりましては、仮条件(2,060円～2,150円)に基づいて機関投資家を中心にブックビルデ

ィングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

①申告された総需要株式数が、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。

②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、売出株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等

の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に

勘案して、2,150円と決定いたしました。

なお、引受価額は2,013.54円と決定いたしました。

２．申込証拠金には、利息をつけません。

３．元引受契約の内容

各金融商品取引業者の引受株数 みずほ証券株式会社 3,026,200株

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 3,025,500株

株式会社ＳＢＩ証券 77,500株

楽天証券株式会社 77,500株

マネックス証券株式会社 28,900株

松井証券株式会社 28,900株

岡三証券株式会社 28,900株

東海東京証券株式会社 28,900株

岩井コスモ証券株式会社 28,900株

水戸証券株式会社 28,900株

極東証券株式会社 28,900株

あかつき証券株式会社 28,900株

丸三証券株式会社 28,900株

引受人が全株買取引受を行います。上記金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含

まれます。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(１株

につき136.46円)の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と2025年６月16日に元引受契約を締結いたしました。

７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従

い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに

おける表示等をご確認ください。

８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業

者に販売を委託いたします。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：「2,041,850,000」を「2,085,500,000」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「2,041,850,000」を「2,085,500,000」に訂正。

＜欄外注記の訂正＞

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し

た結果行われる、みずほ証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

(注)５．の全文削除

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

(2) 【ブックビルディング方式】

＜欄内の数値の訂正＞

「売出価格(円)」の欄：「未定(注)１」を「2,150」に訂正。

「申込証拠金(円)」の欄：「未定(注)１」を「１株につき2,150」に訂正。

＜欄外注記の訂正＞

(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の売出価格及び申込

証拠金とそれぞれ同一の理由により、2025年６月16日に決定いたしました。なお、申込証拠金には、利息を

つけません。



― 5 ―

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について

引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、共同主幹事会社の関係会社等を通じて、欧州及び

アジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されます。以下は、係る

海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載した

ものであります。

(2) 海外販売の売出数(海外販売株数)

1,769,000株

(注) 上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、引受人の

買取引受による売出しの需要状況等を勘案した結果、2025年６月16日に決定されました。

(3) 海外販売の売出価格

１株につき2,150円

(注)１．２．の全文削除

(4) 海外販売の引受価額

１株につき2,013.54円

(注)の全文削除

(5) 海外販売の売出価額の総額

3,803,350,000円

３ オーバーアロットメントによる売出し等について

引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案した結果、みずほ証券株式会社が貸株人より借り入

れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)970,000株の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行いま

す。

これに関連して、みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、貸株

人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2025年７月18日を行使

期限として付与されております。

みずほ証券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日

から2025年７月18日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出

しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)

を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シン

ジケートカバー取引期間内においても、みずほ証券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、シンジケー

トカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケ

ートカバー取引を終了させる場合があります。

みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買

付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定

であります。
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５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について

(1) 親引け先の状況等

＜欄内の記載の訂正＞

「株式会社桑山」の「ｄ．親引けしようとする株式の数」の欄：

「未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、106,700株を

上限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)」を「当社普通株式102,300株」に訂正。

「株式会社ロージィブルー」の「ｄ．親引けしようとする株式の数」の欄：

「未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、97,000株を上

限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)」を「当社普通株式93,000株」に訂正。

「株式会社メディックス」の「ｄ．親引けしようとする株式の数」の欄：

「未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、48,500株を上

限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)」を「当社普通株式46,500株」に訂正。

「株式会社バンビ」の「ｄ．親引けしようとする株式の数」の欄：

「未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、24,200株を上

限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)」を「当社普通株式23,200株」に訂正。

「東京真珠株式会社」の「ｄ．親引けしようとする株式の数」の欄：

「未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、24,200株を上

限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)」を「当社普通株式23,200株」に訂正。

「セント・ピュール株式会社」の「ｄ．親引けしようとする株式の数」の欄：

「未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、16,900株を上

限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)」を「当社普通株式16,200株」に訂正。

「株式会社ムラオ」の「ｄ．親引けしようとする株式の数」の欄：

「未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、7,200株を上

限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)」を「当社普通株式6,900株」に訂正。

「プリモグループ従業員持株会」の「ｄ．親引けしようとする株式の数」の欄：

「未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出しに係る売出株式のうち、41,200株を上

限として、2025年６月16日(売出価格決定日)に決定される予定。)」を「当社普通株式39,500株」に訂正。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、2025年６月16日に決定された「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しにおける

売出株式の売出価格(2,150円)と同一であります。
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(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

引受人の
買取引受による
株式売出し後の
所有株式数

(株)

引受人の
買取引受による
株式売出し後の
株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

プリモ・インテグ
ラル２投資事業有
限責任組合

東京都千代田区丸の内
一丁目９番２号

7,235,348
(－)

75.27
(－)

1,653,848
(－)

17.21
(－)

澤野 直樹 東京都港区
262,413

(174,942)
2.73

(1.82)
262,413

(174,942)
2.73

(1.82)

Innovation Alpha
Primo L.P．

c/o Maples Corporate
Services Limited PO
Box 309 Ugland House
Grand Cayman，KY1 －
1104 Cayman Islands

1,147,565
(－)

11.94
(－)

262,265
(－)

2.73
(－)

プリモ・インテグ
ラル１投資事業有
限責任組合

東京都千代田区丸の内
一丁目９番２号

259,265
(－)

2.70
(－)

259,265
(－)

2.70
(－)

藤江 秀一 千葉県浦安市
104,965
(87,471)

1.09
(0.91)

104,965
(87,471)

1.09
(0.91)

株式会社桑山
東京都台東区東上野二
丁目23番21号

－
(－)

－
(－)

102,300
(－)

1.06
(－)

株式会社ロージィ
ブルー

東京都文京区湯島四丁
目６番12号

－
(－)

－
(－)

93,000
(－)

0.97
(－)

田邊 健一 －
52,482

(52,482)
0.55

(0.55)
52,482

(52,482)
0.55

(0.55)

株式会社メディッ
クス

東京都千代田区神田神
保町一丁目105番地

－
(－)

－
(－)

46,500
(－)

0.48
(－)

沖 康輔 －
43,735

(43,735)
0.45

(0.45)
43,735

(43,735)
0.45

(0.45)

計 －
9,105,773
(358,630)

94.73
(3.73)

2,880,773
(358,630)

29.97
(3.73)

＜欄外注記の訂正＞

(注) ２．引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による株式売出し後の株式(自

己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年５月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式

を除く。)の総数に、引受人の買取引受による株式売出し及び親引けを勘案した株式数及び割合になりま

す。
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株式売出届出目論見書の訂正事項分

2025年６月

(第１回訂正分)

プリモグローバルホールディングス株式会社

ブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い、金融商品取引法第７条第１項により有価証券届出書

の訂正届出書を2025年６月９日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

○ 株式売出届出目論見書の訂正理由

2025年５月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による売出し

7,436,800株(引受人の買取引受による売出し6,466,800株・オーバーアロットメントによる売出し970,000株)の売出し

の条件及び売出しに関し必要な事項を、2025年６月９日開催の当社取締役会において決定いたしましたので、これら

に関連する事項並びに「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)

役員の状況 ① 役員一覧」の記載内容の一部を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関す

る特別記載事項」に「５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂

正届出書を提出いたしましたので、株式売出届出目論見書を訂正いたします。

○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には 罫を付し、ゴシック体で表記しておりま

す。

第一部 【証券情報】

第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：

「14,453,298,000」を「13,612,614,000」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「14,453,298,000」を「13,612,614,000」に訂正。
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＜欄外注記の訂正＞

(注) ４．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを要請して

おります。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又

は売出しに関する特別記載事項 ５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について」をご参照ください。な

お、当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先(親引け先) 株式数 目的

株式会社桑山 上限106,700株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社ロージィブルー 上限97,000株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社メディックス 上限48,500株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社バンビ 上限24,200株

取引先の親会社であり、良好な

取引関係を今後も維持・発展さ

せていくため

東京真珠株式会社 上限24,200株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

セント・ピュール株式会社 上限16,900株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社ムラオ 上限7,200株
良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

プリモグループ従業員持株会 上限41,200株
当社グループ従業員の福利厚生

のため

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規

則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)

であります。

７．売出価額の総額は、仮条件(2,060円～2,150円)の平均価格(2,105円)で算出した見込額であり、引受人の買

取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきま

しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係

る事項について」をご参照ください。
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

(2) 【ブックビルディング方式】

＜欄外注記の修正＞

(注) １．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。

仮条件は、2,060円以上2,150円以下の価格といたします。

当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価

格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上

場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い

たしました。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2025年６月16日に売

出価格及び引受価額が決定される予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額(円)」の欄：

「2,167,950,000」を「2,041,850,000」に訂正。

「計(総売出株式)」の「売出価額の総額(円)」の欄：「2,167,950,000」を「2,041,850,000」に訂正。

＜欄外注記の訂正＞

(注) ５．売出価額の総額は、仮条件(2,060円～2,150円)の平均価格(2,105円)で算出した見込額であります。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

４ ロックアップについて

(省略)

なお、上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又は

その制限期間を短縮する権限を有しております。

また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、株式受渡期日

(当日を含む)後180日目の日(2025年12月20日)までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れております。
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５ 当社指定販売先への売付け(親引け)について

当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け先)の状況等については以下のとおりであり

ます。

(1) 親引け先の状況等

ａ．親引け先の概要

名称 株式会社桑山

本店の所在地 東京都台東区東上野二丁目23番21号

代表者の役職及び氏
名

代表取締役社長 桑山 貴洋

資本金 100,000千円

事業の内容
ゴールド、プラチナの貴金属製品およびダイヤモンド・パール等の
ジュエリー製品全般の製造、および素材供給を行う総合ジュエリー
メーカー

主たる出資者及び出
資比率

有限会社山洋(100％)

ｂ．当社と親引け先
との関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資本関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 親引け先と取引関係を有しております。

ｃ．親引け先の選定理由 良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出
しに係る売出株式のうち、106,700株を上限として、2025年６月16日
(売出価格決定日)に決定される予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行
っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこ
と、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等
に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢
力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係
を有していないものと判断しております。
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ａ．親引け先の概要

名称 株式会社ロージィブルー

本店の所在地 東京都文京区湯島四丁目６番12号

代表者の役職及び氏
名

代表取締役 ジョベリ. アツウル. プラヴィンチャンド

資本金 33,000千円

事業の内容 研磨済ダイヤモンドの輸入卸販売

主たる出資者及び出
資比率

ジョベリ. アツウル. プラヴィンチャンド(44％)

ｂ．当社と親引け先
との関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資本関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 親引け先と取引関係を有しております。

ｃ．親引け先の選定理由 良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出
しに係る売出株式のうち、97,000株を上限として、2025年６月16日
(売出価格決定日)に決定される予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行
っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこ
と、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等
に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢
力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係
を有していないものと判断しております。
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ａ．親引け先の概要

名称 株式会社メディックス

本店の所在地 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地

代表者の役職及び氏
名

代表取締役社長 田中 正則

資本金 259,800千円

事業の内容
デジタルマーケティング支援事業としてインターネット広告販売、
クリエイティブ設計・制作、各種データの解析・分析、および顧客
企業のマーケティングを支援する各種サービス

主たる出資者及び出
資比率

小谷中 茂樹(24.91％)、水野 昌弘(13.57％)、メディックス従業
員持株会(10.58％)

ｂ．当社と親引け先
との関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資本関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 親引け先と取引関係を有しております。

ｃ．親引け先の選定理由 良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出
しに係る売出株式のうち、48,500株を上限として、2025年６月16日
(売出価格決定日)に決定される予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行
っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこ
と、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等
に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢
力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係
を有していないものと判断しております。
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ａ．親引け先の概要

名称 株式会社バンビ

本店の所在地 東京都台東区台東四丁目32番１号

代表者の役職及び氏
名

代表取締役社長 舘林 秀朗

資本金 99,500千円

事業の内容 時計バンドの製造販売

主たる出資者及び出
資比率

株式会社バンビ社員持株会(44.3％)、舘林 繫(14.2％)、舘林 精
二郎(12.5％)

ｂ．当社と親引け先
との関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資本関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 親引け先の子会社と取引関係を有しております。

ｃ．親引け先の選定理由
取引先の親会社であり、良好な取引関係を今後も維持・発展させて
いくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出
しに係る売出株式のうち、24,200株を上限として、2025年６月16日
(売出価格決定日)に決定される予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行
っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこ
と、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等
に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢
力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係
を有していないものと判断しております。
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ａ．親引け先の概要

名称 東京真珠株式会社

本店の所在地 東京都中央区銀座六丁目16番３号

代表者の役職及び氏
名

代表取締役 小山 藤太

資本金 100,000千円

事業の内容 宝飾品卸売業

主たる出資者及び出
資比率

小山 藤太(75％)

ｂ．当社と親引け先
との関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資本関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 親引け先と取引関係を有しております。

ｃ．親引け先の選定理由 良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出
しに係る売出株式のうち、24,200株を上限として、2025年６月16日
(売出価格決定日)に決定される予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行
っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこ
と、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等
に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢
力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係
を有していないものと判断しております。
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ａ．親引け先の概要

名称 セント・ピュール株式会社

本店の所在地 東京都千代田区神田淡路町一丁目23番地

代表者の役職及び氏
名

代表取締役社長 村尾 嘉章

資本金 10,000千円

事業の内容 宝石・貴金属製品の製造販売

主たる出資者及び出
資比率

株式会社ムラオ(100％)

ｂ．当社と親引け先
との関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資本関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 親引け先と取引関係を有しております。

ｃ．親引け先の選定理由 良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出
しに係る売出株式のうち、16,900株を上限として、2025年６月16日
(売出価格決定日)に決定される予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行
っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこ
と、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等
に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢
力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係
を有していないものと判断しております。
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ａ．親引け先の概要

名称 株式会社ムラオ

本店の所在地 東京都千代田区神田淡路町一丁目23番地

代表者の役職及び氏
名

代表取締役社長 村尾 嘉章

資本金 100,000千円

事業の内容 宝石・貴金属製品の製造販売

主たる出資者及び出
資比率

株式会社ショウビ(45.44％)

ｂ．当社と親引け先
との関係

出資関係 該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資本関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 親引け先と取引関係を有しております。

ｃ．親引け先の選定理由 良好な取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出
しに係る売出株式のうち、7,200株を上限として、2025年６月16日
(売出価格決定日)に決定される予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資
金力を十分に有している旨の説明を受けております。

ｇ．親引け先の実態

当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行
っていないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこ
と、反社会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等
に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢
力が経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係
を有していないものと判断しております。

ａ．親引け先の概要
プリモグループ従業員持株会(理事長 佐田 大輔)
東京都中央区銀座五丁目12番５号

ｂ．当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。

ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数
未定(「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による株式売出
しに係る売出株式のうち、41,200株を上限として、2025年６月16日
(売出価格決定日)に決定される予定。)

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在
を確認しております。

ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。

(2) 株券等の譲渡制限

親引け先のロックアップについては、前記「４ ロックアップについて」をご参照ください。

(3) 販売条件に関する事項

販売価格は、売出価格決定日(2025年６月16日)に決定される予定の「第２ 売出要項」における引受人の買取引

受による売出しにおける売出株式の売出価格と同一となります。
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(4) 親引け後の大株主の状況

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

引受人の
買取引受による
株式売出し後の
所有株式数

(株)

引受人の
買取引受による
株式売出し後の
株式(自己株式を
除く。)の総数に
対する所有株式
数の割合(％)

プリモ・インテグ
ラル２投資事業有
限責任組合

東京都千代田区丸の内
一丁目９番２号

7,235,348
(－)

75.27
(－)

1,653,848
(－)

17.21
(－)

澤野 直樹 東京都港区
262,413

(174,942)
2.73

(1.82)
262,413

(174,942)
2.73

(1.82)

Innovation Alpha
Primo L.P．

c/o Maples Corporate
Services Limited PO
Box 309 Ugland House
Grand Cayman，KY1 －
1104 Cayman Islands

1,147,565
(－)

11.94
(－)

262,265
(－)

2.73
(－)

プリモ・インテグ
ラル１投資事業有
限責任組合

東京都千代田区丸の内
一丁目９番２号

259,265
(－)

2.70
(－)

259,265
(－)

2.70
(－)

株式会社桑山
東京都台東区東上野二
丁目23番21号

－
(－)

－
(－)

106,700
(－)

1.11
(－)

藤江 秀一 千葉県浦安市
104,965
(87,471)

1.09
(0.91)

104,965
(87,471)

1.09
(0.91)

株式会社ロージィ
ブルー

東京都文京区湯島四丁
目６番12号

－
(－)

－
(－)

97,000
(－)

1.01
(－)

田邊 健一 －
52,482

(52,482)
0.55

(0.55)
52,482

(52,482)
0.55

(0.55)

株式会社メディッ
クス

東京都千代田区神田神
保町一丁目105番地

－
(－)

－
(－)

48,500
(－)

0.50
(－)

沖 康輔 －
43,735

(43,735)
0.45

(0.45)
43,735

(43,735)
0.45

(0.45)

計 －
9,105,773
(358,630)

94.73
(3.73)

2,891,173
(358,630)

30.08
(3.73)

(注) １．所有株式数及び株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年５月21日現在のもので

あります。

２．引受人の買取引受による株式売出し後の所有株式数並びに引受人の買取引受による株式売出し後の株式(自

己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、2025年５月21日現在の所有株式数及び株式(自己株式

を除く。)の総数に、引受人の買取引受による株式売出し及び親引け(株式会社桑山106,700株、株式会社ロ

ージィブルー97,000株、株式会社メディックス48,500株、株式会社バンビ24,200株、東京真珠株式会社

24,200株、セント・ピュール株式会社16,900株、株式会社ムラオ7,200株、プリモグループ従業員持株会

41,200株として算出)を勘案した場合の株式数及び割合になります。

３．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。

(5) 株式併合等の予定の有無及び内容

該当事項はありません。

(6) その他参考になる事項

該当事項はありません。
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第二部 【企業情報】

第４ 【提出会社の状況】

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

(省略)

役名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式

数(株)

(省略)

社外取締役 山崎 壯 1978年８月17日

2001年４月 デロイトトーマツコンサルティン

グ㈱（現 アビームコンサルティ

ング㈱） 入社

2004年７月 ㈱産業再生機構 入社

2009年７月 インテグラル㈱ 参画

2010年11月 ㈱ヨウジヤマモト 監査役

2011年９月 ファイベスト㈱（現MACOM Japan

㈱）執行役員

2013年12月 同社 取締役

2017年１月 ㈱アデランス 取締役(現任)

2017年１月 ㈱アデランスメディカルリサーチ

取締役

2017年11月 ㈱イーダーム 取締役

2019年４月 東洋エンジニアリング㈱ 経営企

画本部(現任)

2019年10月 サンデン・リテールシステム㈱

社外取締役

2019年11月 SDRSホールディングス㈱（現サン

デン・リテールシステム㈱）取締

役(現任)

2020年１月 インテグラル㈱ パートナー(現

任)

2021年１月 当社 取締役(現任)

2022年４月 ㈱テクセンドフォトマスク 取締

役(現任)

2025年４月 旭化成メディカル㈱ 取締役(現

任)

(注)４ ―

(省略)

(省略)
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１ この届出目論見書により行うブックビルディング方式による株式

14,453,298千円(見込額)の売出し(引受人の買取引受による売出し)

及び2,167,950千円(見込額)の売出し(オーバーアロットメントによ

る売出し)については、当社は金融商品取引法第５条により有価証

券届出書を2025年５月21日に関東財務局に提出しておりますが、そ

の届出の効力は生じておりません。 

したがって、売出しの売出価格等については今後訂正が行われま

す。 

なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

２ この届出目論見書は、上記の有価証券届出書に記載されている内

容のうち「第三部 特別情報」を除いた内容と同一のものでありま

す。 

 



株式売出届出目論見書

東京都中央区銀座五丁目12番５号

プリモグローバルホールディングス株式会社



本ページ及びこれに続く写真・図表等は、当社グループの概況等を要約・作成したものであります。
詳細は、本文の該当ページをご参照ください。

1 企業理念

展開ブランド
　当社グループは4つの取扱いブランドがあり、ブランドイメージや商品コンセプト、販売方法、
提供価格や各種サービスをそれぞれ差別化することにより、結婚を控えたお客様のさまざまなご要
望に対して幅広くアプローチを行っております。

▪ I-PRIMO（アイプリモ）
　  当社グループを代表するオリジナルブランド。神話や星座をモチーフにしたデザインや、和のテ

イストを取り込んだデザイン、ユニセックスなデザインなど、お客様がお求めの機能や特徴に応
じた商品を展開し、一生の記念品にふさわしい品質と丁寧な接客により、幅広いお客様にご成約
いただいております。

▪ LAZARE DIAMOND（ラザールダイヤモンド）
　  “世界三大カッターズブランド” のひとつに数えられる米国ニューヨーク発祥のダイヤモンドブラ

ンド。ダイヤモンドが理想的に輝くプロポーションである「アイディアルメイク」のダイヤモン
ドを使用した商品を展開し、外資系ブランドを比較検討されているお客様やダイヤモンドにこだ
わりのあるお客様にご成約いただいております。

【提携ブランド】
▪ K.UNO（ケイ・ウノ）
　  オーダーメイドを主軸にジュエリーや時計でお客様の想いをカタチにするブランド。当社の連結

子会社であるPrimo Diamond Taiwan Inc.と株式会社ケイ・ウノとの共同出資会社Kuno Primo 
Co.,Ltd.が2025年4月末現在、台湾で3店舗を運営しております。

▪ STAR JEWELRY（スタージュエリー）
　  ブランドコンセプトは、「お客様の人生そのものを “輝かせ” “幸せな気持ち” をお届けする」。

株式会社スタージュエリーブティックスと海外展開に関する業務提携契約を締結し、2025年4
月末現在、中国本土で2店舗、台湾で2店舗を運営しております。

Share The Moment
喜びの瞬間を、永遠の記憶に

人生に訪れる特別なできごとの数々。
その喜びを、ともに分かちあうことから私たちは始めたいと思います。

響きあう気持ちは、最高の幸せとなって。
やがて、永遠の思い出に変わっていく。

それをいつも信じているから。
私たちは、プリモグローバルホールディングスです。

最
プ リ モ

高 の 夢
おもい

を 最
プ リ モ

高 の 幸
かたち

に

2



3 当社グループの特徴
　当社グループの主要な商材であるブライダルジュエリーは、お客様に生涯にわたって身に付けて
いただくものであり、お客様にとっては、一生に一度の大切なお買い物であることから、情緒的価
値を求める傾向にあると当社グループは考えております。このお客様の特徴を踏まえ、当社グルー
プは以下3点をValue Propositionとして事業を展開しております。

▪ ブライダルジュエリー専門店
　  当社グループは、ブライダルジュエリーに特化したブランドを展開し、専門店ならではの豊富な

デザインと幅広い価格帯の商品をご用意しています。高価で貴いブライダルジュエリーは、多く
のお客様が「どのように選んだらよいか」を悩むもの。商品はもちろん、お客様一人一人に合っ
たブライダルジュエリー専門店ならではのサービスに、多くのお客様からご支持をいただいてお
ります。

▪ パーソナルサポート
　  当社グループでは、一生身につけていただく商品の提案や、お客様のご要望に沿ったパーソナル

な対応ができるよう、従業員の育成に注力しております。当社グループ独自の人財育成プログラ
ムである「プリモカレッジ」では、入社後10年以上にわたって継続的な指導を行い、「マインド

（心・気持ち）」「ナレッジ（知識）」「スキル（技術）」の3つの柱に沿って能力の向上を図ることで、
従業員が質の高い接客サービスを等しく提供し、効率的な店舗運営を行うことができるよう努め
ております。

▪ セレクトオーダースタイル
　  お客様のご要望を丁寧にお伺いした上で、様々なリングデザインの中から適切なご提案を行い、

ダイヤモンドのグレードや刻印の有無等のご希望を反映させる「セレクトオーダー」形式でブラ
イダルジュエリーを販売しております。

ブライダルジュエリー専門店

ブライダルジュエリー顧客の特徴

パーソナルサポート セレクトオーダースタイル

一生に一度の買い物 情緒的価値を求める

当社グループのValue Proposition



I-PRIMO（アイプリモ）のこだわり
　当社グループを代表するオリジナルブランドである「I-PRIMO」は、お客様一人一人が理想の指輪
に出会うためのセレクトオーダーシステムを採用し、品質にもこだわっております。さらに生涯メン
テナンスサービスを提供し、安心してご購入いただけるほか、全国47都道府県・72店舗展開でブライ
ダルジュエリーを提供*しており、お気軽にご来店していただける体制も備えております。
* 2025年４月30日現在、「I-PRIMO」店舗は島根県に出店していないため、委託販売方式で展開しております。

Triple Excellent
プロポーション・シンメ
トリー・ポリッシュすべ
てにおいて最高評価であ
る「トリプルエクセレン
ト」のものだけを使用し
ています。

Heart&Cupid
センターダイヤモンドだ
けでなく、直径1mm以下
の極小のダイヤモンドに
至るまで「ハート&キュー
ピッド」を内包するダイ
ヤモンドを使用しており
ます。

黄金バランス
「虹色の輝き」、「明るさ」、
「瞬き」の3種類の輝き
の黄金バランスを満たす
希少なダイヤモンドを

「I-PRIMO」では取り扱っ
ています。

4C
カラット、カラー、クラリ
ティ、カット、この「4C」
に基づき、ブライダルリ
ング専門店としての審美
眼でダイヤモンドを選び
抜いています。

Quality ～品質へのこだわり～

　「I-PRIMO」は、ダイヤモンドの品質に厳しい基準を設けており、エンゲージリングのセンターダイ
ヤモンドだけでなく、直径1mm以下のメレダイヤモンドまで、徹底して品質にこだわっております。
ダイヤモンドだけでなく、日常使いしやすいように、品質工学の専門家とリングを共同開発し、着け
心地や、強度にもこだわっております。

03.ダイヤモンドを選ぶ
ご希望のサイズ、グレー
ド、予算に応じて豊富な
選択肢の中からお選びい
ただけます。

02.素材を選ぶ
プラチナ、イエローゴー
ルド、ピンクゴールドの
ほか、肌を美しく見せる
オリジナルカラー「ペー
ルブラウンゴールド」か
らお選びいただけます。

04.オプションを選ぶ
リングの内側にイニシャ
ルや思い出の日付、メッ
セージなどを刻印しま
す。

01.デザインを選ぶ
あらゆるテイストを網
羅した200種類以上の中
からお選びいただけま
す。

Personalize ～理想の指輪に出会う～

　「I-PRIMO」は、独自のメソッドである「パーソナルハンド診断®」*により、お客様の大切なブラ
イダルリング選びをサポートしております。また、200種類以上のデザインからお好きなデザイン
を選んでいただき、リングの素材やダイヤモンド等を選択できるセレクトオーダーシステムを採用
しております。
*「パーソナルハンド診断®」は、当社グループのご成約実績データに基づいた「I-PRIMO」独自のメソッドです。
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店舗展開
　当社グループは1999年に創業し、同年にI-PRIMO銀座本店をオープンしてから出店展開し、その
後、2007年に初の海外進出先として台湾に出店してからは、香港、中国本土、シンガポールと順調
に海外での事業を拡大しております。
　また、ブランド展開も「I-PRIMO」から「LAZARE DIAMOND」、提携ブランドとして、「K.UNO」

「STAR JEWELRY」と着実に増やしてきております。

ラザール
ダイヤモンド ブティック 

銀座本店 台湾で㈱ケイ・ウノとの
共同出資会社設立

㈱スタージュエリー
ブティックスとの

海外展開に関する業務提携契約締結

日本における
「LAZARE DIAMOND」の

商標権を取得

I-PRIMO
銀座本店

1999
2003

2011
2015

2019

2023
2022

2007

シンガポール進出中国本土進出香港進出台湾進出

マルチブランド展開を進め、
海外でも店舗を展開

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024（年）

海外店舗 48

「I-PRIMO」は、
47都道府県に展開店舗情報

国内

72 店舗

都道府県
展開47

※2023.11月現在

注１：2025年４月30日時点
注２： 2025年４月30日現在、「I-PRIMO」店舗は島根県に出

店していないため、委託販売方式で展開しております。

注： 店舗数は各年の12月末時点で記載しており、その時点で
退店が見込まれていた店舗を控除しております。

5



成長戦略

　国内市場においては、「I-PRIMO」「LAZARE DIAMOND」の両ブランドを展開しており、それぞ
れのブランド価値と顧客体験のさらなる向上に努めてまいります。
　具体的には、人財教育や店舗への投資、新商品・サービスの開発を継続して行います。また、お
客様に人生の重要な節目で選ばれるブランドとして長く愛されるよう、アニバーサリージュエリー
商品の充実やお客様とのコミュニケーション強化を進めてまいります。
　また、当社グループでご購入いただいたお客様の情報を有効に活用し、結婚を起点としたお客様
との関係性を生涯にわたって構築すべく、国内ではメンバーシッププログラム「I-PRIMO 
Membership」「My LAZARE」を用意し、アフターサービスの充実や、人生の節目の記念日に手に
とっていただけるアニバーサリージュエリーの開発・販売を進めております。

国内市場

　当社グループは、「I-PRIMO」を日本で培ったブランド・商品・パーソナルサポートを活かしてア
ジアにおいても展開し、各市場のお客様から高い評価をいただいております。加えて、当社グルー
プは独自の海外展開ノウハウを活用して「K.UNO」「STAR JEWELRY」の海外市場進出において、
ライセンスを受けて店舗展開しております。
　海外市場においては、①各市場におけるブランド認知・価値の向上、②各市場のお客様のニーズ
に応じた商品ラインナップ・サービスの開発、販売・価格・マーケティング戦略の実行、③中国本
土や東南アジアといった出店余地のある市場における出店の推進、④各市場ローカル人財のグロー
バル登用、といった取組を進めてまいります。
　今後も当社グループが持続的な成長を成し遂げるためには、「共感型」「モノからコトへ」の成熟し
た消費傾向が見込まれる当地において、マーケットシェアを拡大させていくことが重要であります。
地域特性や消費者行動を反映させた各種マーケティング活動のローカリゼーションを進めることによ
り、ブライダルジュエリー専門店としての認知度を高め、ブランド価値を向上させてまいります。

海外市場

出店
状況*1

成長
戦略

● 高収益基盤の強化
● マルチブランド戦略（台湾）

● 出店の推進
● 店舗あたり収益の向上

成功モデルの拡大展開
香港

5店舗

中国本土

22店舗
2店舗

東南アジア

（シンガポール）
2店舗

台湾

11店舗
2店舗
3店舗*2

*1：店舗数は、2025年4月30日時点
*2： 当社の連結子会社であるPrimo Diamond Taiwan Inc.と株式会社ケイ・ウノとが50％ずつ出資する共同出資会社Kuno Primo 

Co.,Ltd.の3店舗
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　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付けて、安定的かつ継続的に業績の成長
に見合った成果の配分を行っていくことを基本方針としております。また、利益配分につきまして
は、株主に対する利益還元、安定的な成長を持続させるための積極的な投資及び財務体質の安定化
に向けた内部留保との適正なバランスの確保にも留意して実施することを目指しております。

継続的かつ安定的な配当を実現するために、
中長期目標として、連結配当性向を40%以上に設定しております。

なお、2025年8月期の連結配当性向は
50%程度を予定しております。

※2025年8月期の剰余金の配当については、期末配当のみを行う予定

配当政策

株主優待制度8

7

　年1回、毎年8月31日時点の300株（3単元）以上を保有する株主の皆様に、当社店舗で使用可能な
商品券の進呈をいたします。

商品券の進呈

日本国内の直営店舗（「I-PRIMO」「LAZARE DIAMOND」）で使用可能な商品券

年間5,000円分

毎年8月31日時点の300株（3単元）以上を保有する株主

年1回

1年間

内 容

金 額

対 象 者

回 数

有 効 期 限



売上収益
（単位：百万円）

（単位：円）

税引前当期（中間）利益
（単位：百万円） （単位：円）

（単位：百万円）

第３期
2023年８月期

1,500

1,000

500

0

30,000

20,000

10,000

0

第４期
2024年８月期

第５期中間期
2025年２月期

第３期
2023年８月期

第４期
2024年８月期

第５期中間期
2025年２月期

第３期
2023年８月期

第４期
2024年８月期

第５期中間期
2025年２月期

第３期
2023年８月期

第４期
2024年８月期

第５期中間期
2025年２月期

（単位：百万円）
60,000

40,000

20,000

0
第３期

2023年８月期
第４期

2024年８月期
第５期中間期末
2025年２月期

2,000

1,500

1,000

500

0

第３期
2023年８月期

第４期
2024年８月期

200

150

100

50

0

3,000

2,000

1,000

0

１株当たり親会社所有者帰属持分

親会社の所有者に帰属する当期（中間）利益 基本的１株当たり当期（中間）利益

総資産額

24,900

13,404

23,471 45,392 44,70044,236

838

1,714

1,348
1,794.94

1,645.22

1,1501,150
1,0481,048

878878
100.41

131.55
119.91

連結業績等の推移9
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【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年５月21日

【会社名】 プリモグローバルホールディングス株式会社

【英訳名】 Primo Global Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤野 直樹

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座五丁目12番５号

【電話番号】 03-6226-6261

【事務連絡者氏名】 管理管掌執行役員 佐田 大輔

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座五丁目12番５号

【電話番号】 03-6226-6261

【事務連絡者氏名】 管理管掌執行役員 佐田 大輔

【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした売出金額】 売出金額

(引受人の買取引受による売出し)

ブックビルディング方式による売出し 14,453,298,000円

(オーバーアロットメントによる売出し)

ブックビルディング方式による売出し 2,167,950,000円

(注) 売出金額は、有価証券届出書提出時における見込額であり

ます。

なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式には、

日本国内において販売される株式と、みずほ証券株式会社

及びＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧

州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナ

ダを除く。)の海外投資家に対して販売される株式が含まれ

ております。

詳細は、「第一部 証券情報 第２ 売出要項 １ 売出

株式(引受人の買取引受による売出し)」をご参照くださ

い。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

該当事項はありません。
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第２ 【売出要項】

１ 【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

2025年６月16日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引

受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」

において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格)で売出し

(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日(2025年６月24日(火))に引受

価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と

いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

なお、引受人の買取引受による売出しは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券

上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において売出価格に係

る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で売出価格を決定する方法をいう。)により決

定される価格で行います。

種類 売出数(株)
売出価額の総額

(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

－
入札方式のうち入札
による売出し

－ － －

－
入札方式のうち入札
によらない売出し

－ － －

普通株式
ブックビルディング
方式

6,466,800 14,453,298,000

東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
プリモ・インテグラル２投資事業有限
責任組合

5,581,500株

c/o Maples Corporate Services
Limited PO Box 309 Ugland House
Grand Cayman，KY1 － 1104 Cayman
Islands
Innovation Alpha Primo L.P．

885,300株

計(総売出株式) － 6,466,800 14,453,298,000 －

(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお

ります。

２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式6,466,800株のうちの一部が、みずほ証券株式会社及びＳＭ

ＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカ

ナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外販

売株数」という。)されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数について

は、今後変更される可能性があります。

上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売(以下「引受人の買取引受に

よる売出しにおける国内販売」という。)される株数(以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販

売株数」という。)の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び海外販売

株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、引受人の買取引受による

売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2025年６月16日)に決定されます。

海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始

される売出しに係る事項について」をご参照ください。

３．引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、970,000株を上限として、みずほ証券株

式会社が当社株主であるプリモ・インテグラル２投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha Primo L.P．

(以下「貸株人」と総称する。)より借り入れる当社普通株式の売出し(以下「オーバーアロットメントによ

る売出し」という。)を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。



― 4 ―

４．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)に売付けることを要請する

予定であります。当社が指定する販売先(親引け先)・株式数・目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先(親引け先) 株式数 目的

株式会社桑山

(取得金額220百万円に相当する

株式数を上限として要請を行う

予定であります。)

良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社ロージィブルー

(取得金額200百万円に相当する

株式数を上限として要請を行う

予定であります。)

良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社メディックス

(取得金額100百万円に相当する

株式数を上限として要請を行う

予定であります。)

良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社バンビ

(取得金額50百万円に相当する株

式数を上限として要請を行う予

定であります。)

取引先の親会社であり、良好な

取引関係を今後も維持・発展さ

せていくため

東京真珠株式会社

(取得金額50百万円に相当する株

式数を上限として要請を行う予

定であります。)

良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

セント・ピュール株式会社

(取得金額35百万円に相当する株

式数を上限として要請を行う予

定であります。)

良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

株式会社ムラオ

(取得金額15百万円に相当する株

式数を上限として要請を行う予

定であります。)

良好な取引関係を今後も維持・

発展させていくため

プリモグループ従業員持株会

(取得金額85百万円に相当する株

式数を上限として要請を行う予

定であります。)

当社グループ従業員の福利厚生

のため

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規

則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)

であります。

５．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容に

関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参照くださ

い。

６．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号

７．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定仮条件(2,150円～2,320円)の平均価格(2,235円)で

算出した見込額であり、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものでありま

す。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外

の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
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２ 【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

(2) 【ブックビルディング方式】

売出価格
(円)

引受価額
(円)

申込期間
申込株
数単位
(株)

申込
証拠金
(円)

申込受付場所
引受人の住所及び氏名

又は名称
元引受契
約の内容

未定
(注)１

未定
(注)１

自 2025年
６月17日(火)
至 2025年
６月20日(金)

100
未定

(注)２

引受人及びそ
の委託販売先
金融商品取引
業者の全国の
本支店及び営
業所

東京都千代田区大手町
一丁目５番１号
みずほ証券株式会社

東京都千代田区丸の内
三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式
会社

東京都港区六本木一丁
目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券

東京都港区南青山二丁
目６番21号
楽天証券株式会社

東京都港区赤坂一丁目
12番32号
マネックス証券株式会
社

東京都千代田区麹町一
丁目４番地
松井証券株式会社

東京都中央区日本橋室
町二丁目２番１号
岡三証券株式会社

愛知県名古屋市中村区
名駅四丁目７番１号
東海東京証券株式会社

大阪府大阪市中央区今
橋一丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会
社

東京都文京区小石川一
丁目１番１号
水戸証券株式会社

東京都中央区日本橋茅
場町一丁目４番７号
極東証券株式会社

東京都中央区日本橋小
網町17番10号
あかつき証券株式会社

東京都千代田区麹町三
丁目３番６

丸三証券株式会社

未定
(注)３
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(注) １．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。

売出価格の決定に当たり、2025年６月９日に仮条件を提示する予定であります。

当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2025年６月16日に売

出価格及び引受価額が決定される予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．申込証拠金は、売出価格と同一といたします。なお、申込証拠金には、利息をつけません。

３．引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売

出価格決定日(2025年６月16日)に決定する予定であります。なお、元引受契約においては、引受手数料は支

払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。

４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。

５．株式受渡期日は、2025年６月24日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買

取引受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に

関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、2025年６月９日から2025年６月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として

需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従

い販売を行う方針であります。配分に係る基本方針については各社の店頭における表示又はホームページに

おける表示等をご確認ください。

８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

引業者に販売を委託する方針であります。
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３ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

種類 売出数(株)
売出価額の総額

(円)
売出しに係る株式の所有者の

住所及び氏名又は名称

－
入札方式のうち入札
による売出し

－ － －

－
入札方式のうち入札
によらない売出し

－ － －

普通株式
ブックビルディング
方式

970,000 2,167,950,000
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
みずほ証券株式会社

計(総売出株式) － 970,000 2,167,950,000 －

(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し

た上で行われる、みずほ証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。なお、上

記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメン

トによる売出しが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３

オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。

２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ

れております。

３．引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたしま

す。

４．振替機関の名称及び住所は、「１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」の(注)６に記載した振替機

関と同一であります。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定仮条件(2,150円～2,320円)の平均価格(2,235円)で

算出した見込額であります。

４ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

(1) 【入札方式】

① 【入札による売出し】

該当事項はありません。

② 【入札によらない売出し】

該当事項はありません。

(2) 【ブックビルディング方式】

売出価格
(円)

申込期間
申込株数単位

(株)
申込証拠金

(円)
申込受付場所

引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契
約の内容

未定
(注)１

自 2025年
６月17日(火)
至 2025年
６月20日(金)

100
未定

(注)１

みずほ証券株式会
社の本店及び全国
各支店

－ －

(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の売出価格及び申込

証拠金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日(2025年６月16日)に決定する予定であります。なお、申込証拠

金には、利息をつけません。

２．株式受渡期日は、上場(売買開始)日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式

は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売

買を行うことができます。

３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

４．みずほ証券株式会社の販売方針は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出の条件(引受人の買取引受による売出

し) (2) ブックビルディング方式」の(注)７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１ 東京証券取引所スタンダード市場への上場について

当社は前記「第２ 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、みずほ証券株式会社及びＳＭＢＣ

日興証券株式会社を共同主幹事会社(以下「共同主幹事会社」と総称する。)として、東京証券取引所スタンダード市

場への上場を予定しております。

２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について

引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、共同主幹事会社の関係会社等を通じて、欧州及び

アジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売されることがあります。

以下は、係る海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括

して掲載したものであります。

(1) 株式の種類

当社普通株式

(2) 海外販売の売出数(海外販売株数)

未定

(注) 上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、引受人の

買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2025年６月16日)に決定されます。

(3) 海外販売の売出価格

未定

(注) １．海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受によ

る売出し) (2) ブックビルディング方式」の(注)１と同様であります。

２．海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)

(2) ブックビルディング方式」に記載の引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と

同一といたします。

(4) 海外販売の引受価額

未定

(注) 海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の引受価額と同一といたしま

す。

(5) 海外販売の売出価額の総額

未定

(6) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。また、単元株式

数は100株であります。

(7) 売出方法

下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受による売出しの売出株式を買取引受けした上で、引受人の買取引受に

よる売出しに係る売出株式のうちの一部を共同主幹事会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海

外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売します。

(8) 引受人の名称

前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に

記載の引受人
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(9) 売出しを行う者の氏名又は名称

前記「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出人

(10) 売出しを行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)

(11) 海外販売の受渡年月日

2025年６月24日(火)

(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

３ オーバーアロットメントによる売出し等について

引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、970,000株を上限として、みずほ証券株式会社

が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

を行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場

合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。

これに関連して、みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限として、貸株

人より追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を、2025年７月18日を行使

期限として付与される予定であります。

みずほ証券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的として、上場(売買開始)日

から2025年７月18日までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出

しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付(以下「シンジケートカバー取引」という。)

を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。なお、シン

ジケートカバー取引期間内においても、みずほ証券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、シンジケー

トカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数でシンジケ

ートカバー取引を終了させる場合があります。

みずほ証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引により買

付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使する予定

であります。

オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合

の売出数については、2025年６月16日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、

みずほ証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からみずほ証券株式会社へのグリーンシ

ューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

４ ロックアップについて

引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人であるプリモ・インテグラル２投資事業有限責任組合及

びInnovation Alpha Primo L.P．並びに当社株主である澤野直樹、プリモ・インテグラル１投資事業有限責任組合及

び藤江秀一は、共同主幹事会社に対して、引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場

(売買開始)日から起算して180日目の2025年12月20日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、共同主

幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当

社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わないことに合意しております。

また、当社は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受ける

ことなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却等(株式分

割による新株式発行等、ストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の

発行等を除く。)を行わないことに合意しております。

なお、上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又は

その制限期間を短縮する権限を有しております。
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第二部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

(はじめに)

当社は、ブライダルジュエリー事業を展開するプリモ・ジャパンをはじめとする、グループ会社の経営管理全般を行

う持株会社であります。

当社グループは、1999年４月に設立された株式会社スピードクリエイションを前身としております。株式会社スピー

ドクリエイションは、ブライダルジュエリーの販売と、通信技術の発展及びインターネット需要の急拡大を受けての当

該分野における事業拡大、並びにベンチャー企業への投資を目的として設立されました。同年12月には商号を株式会社

スピードグループに変更し、その後2004年に事業の選択と集中を行い、ブライダルジュエリーの販売を専業として、商

号をプリモ・ジャパン株式会社(以下、「旧プリモ・ジャパン①」という。)に変更致しました。

以来、「最高(プリモ)の夢(おもい)を最高(プリモ)の幸(かたち)に」を企業理念として事業を拡大してまいりました

が、事業の拡大に伴い組織管理体制の強化を目的とした投資ファンドからの出資受入れ等の複数回にわたる企業再編を

行い、現在の当社グループを形成しておりますので、以下でその内容を説明致します。

(1) ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアの関連会社であるルビーホールディングス株式会社による旧プリ

モ・ジャパン①の子会社化及び同社の吸収合併

ルビーホールディングス株式会社は、旧プリモ・ジャパン①の株式取得等を目的として、ベアリング・プライベー

ト・エクイティ・アジアの関連会社として2010年12月に設立されました。ルビーホールディングス株式会社は、2011

年１月に旧プリモ・ジャパン①の株主であった、ゴールドマン・サックス証券の関連会社である合同会社ジュピター

インベストメント、並びにリサ・コーポレート・ソリューション・ファンド投資事業有限責任組合より、旧プリモ・

ジャパン①の普通株式(議決権比率73.0％)を取得し、その後の株式取得により、2011年７月に旧プリモ・ジャパン①

を完全子会社化致しました。

その後、ルビーホールディングス株式会社は2011年９月に旧プリモ・ジャパン①を消滅会社とする吸収合併を行

い、ルビーホールディングス株式会社の商号をプリモ・ジャパン株式会社(以下、「旧プリモ・ジャパン②」とい

う。)に変更しております。

(2) 株式会社PMホールディングスによる旧プリモ・ジャパン②の子会社化及び同社の吸収合併

株式会社PMホールディングスは、旧プリモ・ジャパン②の株式取得等を目的として、株式会社ロングリーチグルー

プの関連会社として2014年12月に設立されました。株式会社PMホールディングスは、2015年１月に旧プリモ・ジャパ

ン②の株主であった、ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアの関連会社であるPRIMO DIA HOLDINGS

LIMITEDより、旧プリモ・ジャパン②の普通株式(議決権比率100.0％)を取得し、完全子会社化致しました。

その後、株式会社PMホールディングスは2015年７月に旧プリモ・ジャパン②を消滅会社とする吸収合併を行い、株

式会社PMホールディングスの商号をプリモ・ジャパン株式会社(以下、「プリモ・ジャパン③」という。)に変更して

おります。

(3) PJホールディングス株式会社によるプリモ・ジャパン③の子会社化

PJホールディングス株式会社（現 当社）は、プリモ・ジャパン③の株式取得等を目的として、インテグラル株式

会社が組成したリミテッド・パートナーのプリモ・インテグラル１投資事業有限責任組合、プリモ・インテグラル２

投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha Primo L．P．を株主として2020年12月に設立されました。2021年１月、

プリモ③の普通株式（議決権比率100％）を取得し、完全子会社化致しました。

2021年４月、PJホールディングス株式会社は商号をプリモグローバルホールディングス株式会社に変更しておりま

す。
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以上の当社の事業運営主体の変遷を図示致しますと次のとおりであります。

① 2011年９月時点

② 2015年７月時点
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③ 2021年４月～現在に至る
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１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次

国際会計基準

第３期 第４期

決算年月 2023年８月 2024年８月

売上収益 (百万円) 23,471 24,900

営業利益 (百万円) 1,360 2,246

税引前当期利益 (百万円) 838 1,714

親会社の所有者に

帰属する当期利益
(百万円) 878 1,150

親会社の所有者に

帰属する当期包括利益
(百万円) 1,123 1,301

親会社の所有者に

帰属する持分
(百万円) 14,390 15,700

総資産額 (百万円) 44,236 45,392

１株当たり

親会社所有者帰属持分
(円) 1,645.22 1,794.94

基本的１株当たり

当期利益
(円) 100.41 131.55

希薄化後１株当たり

当期利益
(円) ― ―

親会社所有者帰属持分

比率
(％) 32.5 34.6

親会社所有者帰属持分

当期利益率
(％) 6.1 7.3

株価収益率 (倍) ― ―

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 3,767 4,242

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △549 △262

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △5,406 △3,421

現金及び現金同等物

の期末残高
(百万円) 2,609 3,199

従業員数 (名) 1,116 1,090

(注)１．当社は第４期より国際会計基準(以下、「IFRS」という。)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

２．売上収益には、消費税等は含まれておりません。

３．株価収益率については、当社株式が非上場であるため記載しておりません。

４．第３期及び第４期の連結財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、EY新日本有

限責任監査法人により監査を受けております。

５．希薄化後１株当たり当期利益については、新株予約権は存在するものの、権利確定が上場条件付きとなってい

るため希薄化効果の計算対象外ですので、記載しておりません。

６．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次
日本基準

第１期 第２期 第３期 第４期

決算年月 2021年８月 2022年８月 2023年８月 2024年８月

売上高 (百万円) ― ― 566 718

経常利益又は

経常損失(△)
(百万円) △730 △510 △360 △312

当期純利益又は

当期純損失(△)
(百万円) △731 △452 △354 △247

資本金 (百万円) 100 100 100 100

発行済株式総数 (株) 8,747,143 8,747,143 8,747,143 8,747,143

純資産額 (百万円) 8,019 7,568 7,213 6,968

総資産額 (百万円) 28,378 27,221 26,356 24,929

１株当たり純資産額 (円) 916.87 865.20 824.67 796.65

１株当たり配当額

(円)

― ― ― ―

(１株当たり中間配当

額)
(―) (―) (―) (―)

１株当たり

当期純利益金額又は

当期純損失金額(△)

(円) △83.6 △51.8 △40.5 △28.2

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額
(円) ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 28.3 27.8 27.4 28.0

自己資本利益率 (％) ― ― ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ―

従業員数 (名) ― ― 3 3

(注)１．当社は、2020年12月14日設立のため、第１期以前に係る記載はしておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの当社株式は非上場であり期

中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

３．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。

４．自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため、記載しておりません。

５．株価収益率については、当社株式が非上場であるため記載しておりません。

６．主要な経営指標等のうち、第１期及び第２期については、会社計算規則（2006年法務省令第13号）の規定に基

づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づくEY新日本有限責任監査

法人の監査を受けておりません。

７．第３期と第４期は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（1963年大蔵省令第59号）」に基づき

作成しており、金融商品取引法 第193条の２第１項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受け

ております。

８．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

９．第１期及び第２期については経常的な収益がなく、また、第３期及び第４期は子会社からの経営指導料が販売

費及び一般管理費等を上回る水準までいたっていないため、経常損失及び当期純損失を計上しております。
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２ 【沿革】

年 月 事 業 の 変 遷

1999年４月
東京都中央区において、ブライダルジュエリーの販売、ITサービスの運営並びにベンチャー

企業への投資を目的として株式会社スピードクリエイションを設立

1999年７月 I-PRIMO 銀座本店を同ブランド１号店として開設

1999年12月 商号を株式会社スピードグループに変更

2003年６月

ラザール・キャプラン・インターナショナル・インクの日本支社である、ラザール・キャプ

ラン・ジャパン・インクとの販売店契約に基づきラザール ダイヤモンド ブティック銀座本

店を同ブランド１号店として開設

2004年５月 商号をプリモ・ジャパン株式会社に変更

2007年５月 台湾での事業展開を目的とし、Primo Diamond Taiwan Inc.を設立

2007年10月 I-PRIMO 忠孝旗艦店を台湾１号店として開設

2011年９月 香港での事業展開を目的とし、Primo Diamond Hong Kong Ltd.を設立

2012年10月 I-PRIMO Causeway Bay Flagship Storeを香港１号店として開設

2015年11月 中国本土での事業展開を目的とし、Primo Diamond Shanghai Trading Co.,LTD.を設立

2016年７月 I-PRIMO 香港広場店を中国本土１号店として開設

2017年７月 グローバル通算100店舗に到達

2019年４月 ㈱ケイ・ウノとの共同出資によりKuno Primo Co.,Ltd.を設立

2019年８月 Kuno Primo Co.,Ltd.よりK.UNO 台北忠孝旗艦店を台湾１号店として開設

2020年12月 プリモ・ジャパン株式会社の持株会社であるPJホールディングス株式会社を設立

2021年４月 PJホールディングス株式会社の商号をプリモグローバルホールディングス株式会社に変更

2021年５月 I-PRIMO 米子しんまち天満屋店を開設し、販売エリアを全国47都道府県に拡大

2022年１月 シンガポールでの事業展開を目的とし、Primo Diamond Singapore Pte.Ltd.設立

2022年11月 I-PRIMO ION Orchard Storeをシンガポール１号店として開設

2022年11月 ㈱スタージュエリーブティックスと海外展開に関する業務提携契約を締結

2023年５月
STAR JEWELRY Shanghai Grand Gateway 66 Store を「STAR JEWELRY」の中国本土1号店とし

て開設

2023年９月
STAR JEWELRY Shin Kong Mitsukoshi Xinyi Place A8 Storeを「STAR JEWELRY」の台湾１号

店として開設

2023年10月

ラザール・キャプラン・インターナショナル・インクとラザール・キャプラン・ジャパン・

インクより、日本における「LAZARE DIAMOND」の商標権及び独占販売権等の権利を取得し、

全国の百貨店や小売店への商品供給を開始
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３ 【事業の内容】

当社グループは当社、連結子会社６社（プリモ・ジャパン株式会社、Primo Diamond Shanghai Trading Co.,Ltd.、

Primo Diamond Taiwan Inc.、Primo Diamond Hong Kong Ltd.、Primo Diamond Singapore Pte.Ltd.、Primo Israel

Diamonds Ltd.）、持分法適用会社１社(Kuno Primo Co.,Ltd.)の計８社で構成されております。持分法適用会社を除

く当社グループの事業は「国内事業」と「海外事業」の２つのセグメントに区分しており、各々ブライダルジュエリ

ーの販売と仕入を行っております。当社グループは、「最高（プリモ）の夢（おもい）を最高（プリモ）の幸（かた

ち）に」という企業理念のもと、ブライダルジュエリーという「商品」を販売することにとどまらず、お客様の「お

もい」に寄り添い、一生の記念として「かたち」にすることを事業の柱としております。ブライダルジュエリーは主

に婚約指輪と結婚指輪で構成されますが、いずれも人生において重要な節目となる結婚の記念品であることに加え

て、高額な商品であるため、多くのお客様は店舗に足を運び、デザインや着け心地、予算等を十分に検討した上で購

入されます。そのため当社グループでは、2025年４月末現在、日本国内において87店舗（I-PRIMO 72店舗、LAZARE

DIAMOND 15店舗）、海外においては台湾16店舗（I-PRIMO 11店舗、STAR JEWELRY ２店舗、K.UNO ３店舗）、香港５

店舗（すべてI-PRIMO）、中国本土24店舗（I-PRIMO 22店舗、STAR JEWELRY ２店舗）、シンガポール２店舗（すべて

I-PRIMO）の合計134店舗を運営しております。

(1) 展開ブランドについて

当社グループには、自社ブランドの「I-PRIMO（アイプリモ）」と「LAZARE DIAMOND（ラザールダイヤモン

ド）」、提携ブランドの「K.UNO（ケイ・ウノ）」と「STAR JEWELRY（スタージュエリー）」の４つの取り扱い

ブランドがありますが、ブランドイメージや商品コンセプト、販売方法、提供価格や各種サービスをそれぞれ

差別化することにより、結婚を控えたお客様のさまざまなご要望に対して幅広くアプローチを行っておりま

す。

「I-PRIMO」は当社グループを代表するブライダルリングのオリジナルブランドとして、2025年４月末現在、

国内外で112店舗を展開しております。神話や星座をモチーフにしたデザインや、和のテイストを取り込んだデ

ザイン、ユニセックスなデザインなど、お客様がお求めの機能や特徴に応じた商品を展開し、一生の記念品に

ふさわしい品質と丁寧な接客により、幅広いお客様にご成約いただいております。

「LAZARE DIAMOND」は“世界三大カッターズブランド”のひとつに数えられる米国ニューヨーク発祥のダイヤ

モンドブランドであり、当社グループが日本国内における商標権を取得し、ブライダルジュエリー専門のブテ

ィックとして、2025年４月末現在、15店舗を展開しているほか、全国の百貨店や小売店にも商品を供給してお

ります。「LAZARE DIAMOND」はダイヤモンドが理想的に輝くプロポーションである「アイディアルメイク」の

ダイヤモンドを使用した商品を展開し、外資系ブランドを比較検討されているお客様やダイヤモンドにこだわ

りのあるお客様にご成約いただいております。集客方法については、オンライン・オフライン双方での各種広

告施策や、結婚やプロポーズの素晴らしさを発信する自社運営ウェブサイト、PRイベント等を通じてブランド

力を強化し、認知度を高めて集客力の向上に努めております。また、日本全国のブライダル企業（婚礼施設や

ブライダル関連企業等）との提携により、お客様を相互に紹介する集客基盤を全国規模で確立しております。

提携ブランドである「K.UNO」は、オーダーメイドを主軸にジュエリーや時計でお客様の想いをカタチにする

ブランドであり、2019年4月に当社の連結子会社であるPrimo Diamond Taiwan Inc.と株式会社ケイ・ウノとが

50％ずつ出資する共同出資会社Kuno Primo Co.,Ltd.を設立し、2025年４月末現在、台湾で３店舗を運営してお

ります。

もう１つの提携ブランドである「STAR JEWELRY」は、「お客様の人生そのものを“輝かせ”“幸せな気持ち”

をお届けする」をブランドコンセプトとし、2022年11月に株式会社スタージュエリーブティックスと海外展開

に関する業務提携契約を締結し、2025年４月末現在、中国本土で２店舗、台湾で２店舗を運営しております。

(2) 当社グループの特徴

当社グループの主要な商材であるブライダルジュエリーは、お客様に生涯にわたって身に付けていただくもの

であり、お客様にとっては、一生に一度の大切なお買い物であることから、情緒的価値を求める傾向にあると

当社グループは考えております。このお客様の特徴を踏まえ、当社グループは以下３点をValue Propositionと

して事業を展開しております。

■ブライダルジュエリー専門店

当社グループは、ブライダルジュエリーに特化したブランドを展開し、専門店ならではの豊富なデザインと

幅広い価格帯の商品をご用意しています。高価で貴いブライダルジュエリーは、多くのお客様が「どのように

選んだらよいか」悩むもの。商品はもちろん、お客様一人一人にあったブライダルジュエリー専門店ならでは

のサービスに、多くのお客様からご支持をいただいております。
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■パーソナルサポート

当社グループでは、一生身につけていただく商品の提案や、お客様のご要望に沿ったパーソナルな対応がで

きるよう、従業員の育成に注力しております。当社グループ独自の人財育成プログラムである「プリモカレッ

ジ」では、入社後10年以上にわたって継続的な指導を行い、「マインド（心・気持ち）」「ナレッジ（知

識）」「スキル（技術）」の３つの柱に沿って能力の向上を図ることで、従業員が質の高い接客サービスを等

しく提供し、効率的な店舗運営を行うことができるよう努めております。また、当社グループのビジネスモデ

ルにおいては、接客経験が豊富でお客様の対応に長けた従業員が果たす役割が大きいため、従業員の９割以上

を占める女性が長期的に活躍できる社内環境を整備し、勤続年数の伸長を目指しております。

■セレクトオーダースタイル

当社グループの「I-PRIMO」と「LAZARE DIAMOND」においては、お客様のご要望を丁寧にお伺いした上で、

様々なリングデザインの中から適切なご提案を行い、ダイヤモンドのグレードや刻印の有無等のご希望を反映

させる「セレクトオーダー」形式でブライダルジュエリーを販売しております。お客様のご希望を反映した

「世界にひとつのリング」として、ご注文いただいてから生産・加工を始めるため、完成品在庫を極力持たな

いビジネスモデルとして事業を展開しており、在庫回転率の維持・向上を図っております。リング本体の製造

に関しては外注生産する一方、一部のリング加工やアフターメンテナンスを内製化することで、高い品質を保

ちながら、多品種を効率的に取り扱う体制を構築しております。また、ダイヤモンドに関しては、複数の仕入

れ先から安定的に調達するルートを確立しております。

当社グループの海外事業においては、2007年の台湾進出を皮切りに順調に業績を拡大しております。お客様一

人一人のご要望をお伺いする高い接客力が必要とされる「セレクトオーダー」形式のビジネスモデルでは、事

業の根幹を担う人財育成に多くの時間と先行投資が必要とされますが、2007年当初より海外の店舗網の拡大と

人財育成を行い、海外市場において着実に収益を上げていることは、当社グループの成長戦略において最も強

力な差異化要因であります。商品の品質や日本流のきめ細やかな接客サービスを強みとし、中国本土・東南ア

ジアを中心に着実に出店を進め、これまでに育成した人財を各事業所間でグローバルに登用する取り組みを通

じて、各事業所の収益力、ひいてはグループ全体の経営力を高めております。

(3) 「I-PRIMO」の特徴

当社グループを代表するオリジナルブランドである「I-PRIMO」は、お客様一人一人が理想の指輪に出会うた

めのセレクトオーダーシステムを採用し、品質にもこだわっております。さらに、生涯メンテナンスサービス

を提供し、安心してご購入いただけるサービスや、全国47都道府県・72店舗展開でブライダルジュエリーを提

供*しており、お気軽に来店していただける体制も備えております。

*2025年４月末現在、「I-PRIMO」店舗は島根県に出店していないため、委託販売方式で展開しております。
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■Personalize～理想の指輪に出会う～

「I-PRIMO」は、独自のメソッドである 「パーソナルハンド診断®」*により、お客様の大切なブライダルリ

ング選びをサポートしております。また、200種類以上のデザインからお好きなデザインを選んでいただき、

リングの素材やダイヤモンド、刻印等をセレクトできるシステム（セレクトオーダーシステム）を採用してお

ります。
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*「パーソナルハンド診断®」は、当社グループのご成約実績データに基づいた「I-PRIMO」独自のメソッド

です。

■Quality～品質へのこだわり～

「I-PRIMO」は、ダイヤモンドの品質に厳しい基準を設けており、エンゲージリングのセンターダイヤモン

ドだけでなく、直径１mm以下のメレダイヤモンドまで、徹底して品質にこだわっております。ダイヤモンドだ

けでなく、日常使いしやすいように、品質工学の専門家とリングを共同開発し、着け心地や、強度にもこだわ

っております。
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当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。

(注)１．Primo Israel Diamonds Ltd.は現在清算申請中であります。

２．Kuno Primo Co.,Ltd.は当社の持分法適用会社であります。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所 資本金
主要な事業

の内容

議決権の所有

割合
関係内容

(連結子会社)

東京都中央区 100百万円
ブライダルジュ

エリー販売事業
100％

資金の貸付

役員の兼任３名
プリモ・ジャパン㈱

（注２）

Primo Diamond Shanghai

Trading Co.,Ltd.

中華人民共和国

上海市

5,100千

米ドル

ブライダルジュ

エリー販売事業

100％

(100％)

当社グループ商

品の販売

役員の兼任２名

Primo Diamond Taiwan

Inc.

中華民国

台北市

70,000千

台湾ドル

ブライダルジュ

エリー販売事業

100％

(100％)

当社グループ商

品の販売

役員の兼任１名

Primo Diamond Hong Kong

Ltd.

中華人民共和国

香港特別行政区

5,000千

香港ドル

ブライダルジュ

エリー販売事業

100％

(100％)

当社グループ商

品の販売

役員の兼任２名

Primo Diamond Singapore

Pte.Ltd.

シンガポール共和国

アンソンロード

500千

シンガポール

ドル

ブライダルジュ

エリー販売事業
100％ 役員の兼任１名

Primo Israel Diamonds

Ltd.

イスラエル

ラマト・ガン
42米ドル ―（注５）

100％

(100％)
―

(持分法適用関連会社) 中華民国

台北市

100,000千

台湾ドル

ブライダルジュ

エリー販売事業

50％

(50％)

当社グループ商

品の販売Kuno Primo Co.,Ltd.

(注)１．当社の主要株主であるプリモ・インテグラル２投資事業有限責任組合は、企業会計基準適用指針第22号「連結

財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」16項(4)の規定により、連結財務諸表

規則に基づくその他の関係会社には該当致しません。なお、当社が採用するIFRSにおけるプリモ・インテグラ

ル２投資事業有限責任組合の最終的な支配当事者はインテグラル株式会社です。

２．特定子会社であります。

３．有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。

４．議決権の所有割合の（）内は、間接所有割合で内数であります。

５．Primo Israel Diamonds Ltd.は現在清算申請中であります。

６．下記子会社については、売上収益(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上収益に占める割合が10％を

超えております。

主要な損益情報等（IFRS、個別）

(単位：百万円)

決算期 2024年８月期

連結子会社 プリモ・ジャパン㈱
Primo Diamond Shanghai

Trading Co.,Ltd.

Primo Diamond Taiwan

Inc.

売上収益 15,300 3,132 4,425

営業利益(損失) 1,280 △511 736

当期利益(損失) 1,732 △438 565

資本合計 15,640 1,281 1,653

資産合計 24,995 3,246 2,653
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2025年４月30日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

国内事業 651

海外事業 381

合計 1,032

(注)１．従業員数は就業人員であり、出向社員を除き、受入出向社員を含んでおります。

２．臨時雇用者数は従業員数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

(2) 提出会社の状況

2025年４月30日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

3 47.0 21年6ヶ月 7,215

(注)１．従業員数は就業人員であり、出向社員を除き、受入出向社員を含んでおります。

２．臨時雇用者数は存在しないため、記載しておりません。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４．当社は純粋持株会社であるため、セグメント別の従業員数は記載しておりません。

(3) 労働組合の状況

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありませ

ん。

(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

① 提出会社

当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（2015年法律第64号）及び「育児休業、介護休業

等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（1991年法律第76号）の規定による公表義務の対象では

ないため、記載を省略しております。

② 連結子会社

名称

管理職に占める女性

従業員の割合（％）

(注)１

男性労働者の育児

休業取得率（％）

(注)２

労働者の男女の賃金の差異（％）(注)１

全労働者 うち正規労働者
うち非正規

労働者

プリモ・ジャパン㈱ 50.0 ― 65.0 65.6 53.1

(注)１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」 (2015年法律第64号)の規程に基づき算出したものであり

ます。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規程に基

づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(1991年労働省令

第25号)第71条の４第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。なお、育児休業取得対

象者が不在の場合、「―」を記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 企業理念

当社グループは「最高（プリモ）の夢（おもい）を最高（プリモ）の幸（かたち）に」という企業理念のもと、一

組でも多くのお客様の幸せのお手伝いをすべく、2025年４月末現在において、ブライダルジュエリー専門店としては

有数の規模である134店舗をグローバル展開（国内87店舗、海外47店舗）しております。

〈企業理念〉

「最高（プリモ）の夢（おもい）を最高（プリモ）の幸（かたち）に」

Share The Moment

喜びの瞬間を、永遠の記憶に

人生に訪れる特別なできごとの数々。

その喜びを、ともに分かちあうことから私たちは始めたいと思います。

響きあう気持ちは、最高の幸せとなって。

やがて、永遠の思い出に変わっていく。

それをいつも信じているから。

私たちは、プリモグローバルホールディングスです。

(2) 経営環境・経営戦略

＜経営環境＞

ブライダルジュエリー市場は「ジュエリー市場」と「ブライダル市場」が重なり合う形で存在しております。嗜好

品としての要素が強いファッションジュエリーに比べて、ブライダルジュエリーは結婚というライフイベントと連動

する必需品としての側面が強く、矢野経済研究所が発行する『宝石・貴金属市場年鑑 2024年版』によると、婚約指

輪、結婚指輪の取得率は双方ともに近年は安定維持しております。

◆取得率推移 婚約指輪取得率 結婚指輪取得率

2020年 58.8％ 94.8％

2021年 59.3％ 96.9％

2022年 58.2％ 97.3％

（2023年速報） 58.1％ 98.6％

（2024年予測） 58.9％ 98.3％

※出所：矢野経済研究所『宝石・貴金属市場年鑑 2024年版』

しかしながら、国内市場においては、少子化に起因する婚姻組数の継続的減少や、同業他社との競争の激化や新規

参入企業の影響も受けていることから、なお一層の経営努力が必要であります。一方、若年人口が多く、経済発展が

著しいアジアを中心とした海外市場においては、日本の商品・サービスに対する関心や信頼が高く、日本ブランドが

受け入れられ易い市場であるため、積極的に進出・出店を進めており、国内競合企業に先行してグローバルブランド

としての地位を確立し、先行者利益を獲得することで、当社グループのさらなる成長の実現を目指しております。

＜経営戦略＞

当社グループの主要な商材である婚約指輪及び結婚指輪は、お客様に生涯にわたって身に付けていただくものであ

るため、記念の品にふさわしい品質やお客様一人一人の気持ちに寄り添うきめ細やかな接客サービスを通じて、オン

リーワンの商品を提供することが重要であります。そのため、当社グループでは、2025年８月期から2027年８月期の

３か年にわたる新中期経営計画を策定し、国内、海外の市場別に以下の成長戦略を掲げております。
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■国内市場

国内市場においては、「I-PRIMO」「LAZARE DIAMOND」の両ブランドを展開しており、それぞれのブランド価値

と顧客体験のさらなる向上に努めてまいります。具体的には、人財教育や店舗への投資、新商品・サービスの開発

を継続して行います。また、お客様に人生の重要な節目で選ばれるブランドとして長く愛されるよう、アニバーサ

リージュエリー商品の充実やお客様とのコミュニケーション強化を進めてまいります。

■海外市場

当社グループは、「I-PRIMO」日本で培ったブランド・商品・パーソナルサポートをアジアにおいても活かし、

各市場のお客様から高い評価をいただいております。加えて、当社グループは独自の海外展開ノウハウを活用して

「K.UNO」「STAR JEWELRY」の海外市場進出において、ライセンスを受けて店舗展開しております。

海外市場においては、①各市場における「I-PRIMO」のブランド認知・価値の向上、②各市場のお客様のニーズ

に応じた商品ラインナップ・サービスの開発、販売・価格・マーケティング戦略の実行、③中国本土や東南アジア

といった出店余地のある市場における出店の推進、④各市場ローカル人財のグローバル登用、といった取組を進め

てまいります。

*１ 店舗数は、2025年４月30日時点

*２ 当社の連結子会社であるPrimo Diamond Taiwan Inc.と株式会社ケイ・ウノとが50％ずつ出資する共同出資会

社Kuno Primo Co.,Ltd.の３店舗

(3) 目標とする経営指標

当社グループは、中長期的な企業価値の向上を達成するために、売上収益及び事業利益を重要な指標としており、

収益性を意識しながら当社グループの拡大、成長を目指しております。

(4) 優先的に対処すべき課題

① 国内事業の安定成長

当社グループ全体における日本国内事業の重要性は依然として高く、安定的な事業運営と継続的な成長が重要で

あります。既存店売上が前年を超える水準を目指し、これを維持するため、以下の取り組みを進めてまいります。

ａ．マーケティング活動のさらなる進化

当社グループはこれまで、ウェブ広告、ブライダル専門雑誌、テレビCMなどの広告宣伝活動や、イベントやキ

ャンペーン等のPR活動、さらに全国各地の婚礼施設や専門店等との顧客紹介制度等、さまざまな手段で結婚を控

えたお客様にアプローチしてまいりました。

一般的にブライダルジュエリーは「一生の記念として購入する必需品」であり「購入期間が明確に定まってい

る」という特徴があります。またお客様にとっては「一生身につけるので慎重に選びたい」「人と同じものは嫌

だ」「特別な購入体験をしたい」などの気持ちが働くため、自ら能動的に情報を調べ、複数ブランドをじっくり

比較検討することが一般的であります。このため、マーケティング活動においてはこうしたブライダルジュエリ

ー市場におけるお客様特有のニーズをしっかり汲み取り、実来店につながる広告宣伝や販売促進を実行すること

が肝要であります。しかしながら昨今、特にデジタルマーケティングにおいては新技術開発のスピードが非常に

速く、効果的な施策を実行するにあたっては高い専門性と先見性が求められます。
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今後は自社内においてお客様の多様なニーズに応えられる専門的知見を有するバランスの取れた社員を組織化

するとともに、精度と質の両面で成果創出を図り、ブランド価値を向上することで集客力をさらに強化してまい

ります。

また当社グループでは、ご購入いただいたお客様のクチコミにも高い集客効果が認められるという考えのも

と、接客サービスのさらなる向上を図りつつ、お客様満足度について数値管理をしており、今後もこれを継続的

に行ってまいります。

ｂ．店舗開発への積極的な投資

当社グループは、全国の政令指定都市ならびに主要都市において、有数のシェアを獲得しております。国内事

業の安定的な成長は、当社グループ全体にとって引き続き重要な経営課題であるため、今後は人口動態の変化に

きめ細やかに対応すべく、未出店地域での委託事業展開など、新たな収益モデルの確立に力を入れてまいりま

す。同時に、各エリア・各都市における市場環境の変化にも絶えず目を配り、戦略的に店舗を移転改装すること

により既存店の魅力を高め、集客力の向上を目指します。なお、これらの新店及び移転改装の店舗開発に際して

は、投資基準を明確にし、取締役会での承認を要する手順を構築しており、これを忠実に実行してまいります。

ｃ．商品施策

当社グループは、ブライダルジュエリーの専門店として、お客様の多様なニーズにお応えできるよう、店頭に

て200種類以上のデザインを展開し、「セレクトオーダー」形式で商品を提供しております。

今後もトレンドの変化やお客様の新たなニーズなどに柔軟に対応しながら、絶えず商品ラインナップの刷新を

図ってまいります。また、当社グループの国内・海外における成長に伴い商品調達力もより一層高まっているた

め、適正な価格設定を行いつつ、収益性の向上にも努めてまいります。

さらに、店頭においては、ブランドの世界観を表現する店内レイアウトや商品を魅力的に見せるための専用什

器を開発し、タブレット端末を使っての商品デモンストレーション等、ご来店されたお客様が目にするすべての

項目についても品質にこだわり、さらに強化してまいります。

② グローバルビジネスの加速と進化

当社グループでは、2007年５月に初の海外進出先として台湾事業を開始して以来、順調に海外事業を拡大してお

ります。

当社グループの高品質なブライダルジュエリーと、日本流のきめ細やかな接客サービスは、海外のお客様に支持

されるポイントであり、これにより海外においても日本と同水準の品質と接客サービスで商品を販売し、現地競合

他社との差別化が出来ております。結果として台湾及び2011年９月に進出した香港、2015年11月に進出した中国本

土においては、いずれも１号店の開業から３年目には事業の黒字化を達成致しました。また、2022年11月には今後

の東南アジア進出を見据え、シンガポールに１号店を新規出店し、現在２店舗を運営しております。

さらに、マルチブランド展開を進めるため、2019年４月に台湾市場においてPrimo Diamond Taiwan Inc.と株式会

社ケイ・ウノとが50％ずつ出資する共同出資会社「Kuno Primo Co.,Ltd.」を設立し、同年８月に１号店を新規出店

し、現在３店舗を運営しております。また、2022年11月には株式会社スタージュエリーブティックスと海外市場に

おける業務提携契約を締結し、2023年５月に中国本土１号店、同年９月に台湾１号店を新規出店し、現在中国本土

２店舗、台湾２店舗を運営しております。

今後も当社グループが持続的な成長を成し遂げるためには、「共感型」「モノからコトへ」の成熟した消費傾向

が見込まれる当地において、マーケットシェアを拡大させていくことが重要であります。地域特性や消費者行動を

反映させた各種マーケティング活動のローカリゼーションを進めることにより、ブライダルジュエリー専門店とし

ての認知度を高め、ブランド価値を向上させてまいります。また、海外事業の発展とともにそれを支える組織力の

強化が不可欠であるため、有能な人財を全体最適の視点で採用・育成し、グローバルで配置してまいります。
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■当社グループが運営する海外店舗数の推移

注： 店舗数は各年の12月末時点で記載しており、その時点で退店が見込まれていた店舗を控除しております。

③ 人財育成、組織力の強化

当社グループでは、お客様に「一生の記念となるお買い物」を提供し満足していただく上で、最も重要な差異化

要素は「接客力＝人財」であるという考え方に基づき、「採用」「教育」「評価」及び「配置」の４つの軸で人財

育成、ひいては組織力強化の取り組みを行ってまいりました。

特に日本の新卒採用では例年は一人当たり３回の面接を実施し、WEBを活用したオンライン面接を取り入れなが

ら、人物重視かつ多様な角度から厳選するなど、優秀な人財の確保に努めております。

「教育」について、日本では入社後10年間にわたる独自の教育プログラム「プリモカレッジ」のもと、職位ごと

に設定されたコンピテンシーを明示しており、社員が自発的に能力開発を目指せるような体制を構築しておりま

す。また、販売力強化のため、国内外各エリアに配備しているセールストレーナーがOJTとしてロールプレイング研

修を実施しているほか、一般社団法人日本ジュエリー協会が主催する「ジュエリーコーディネーター検定」の３級

取得を推奨しております。

「評価」については、すべての社員が生き生きとした将来像を描けるよう、職位に応じたコンピテンシーに基づ

く評価制度を取り入れており、社会情勢、労働環境、勤労者意識の変化に合わせて制度を定期的に見直しておりま

す。また、モチベーションの向上につながるインセンティブを取り入れるほか、個人だけではなくチーム（店舗）

単位の仕組みを展開するなど、協調性を育み、互いに磨き合える、働きやすい環境づくりを目指しております。

「配置」については、社員一人一人のライフスタイルや多様な価値観に対応できるよう、時短勤務制度や、販売

専門職としてのキャリアパスを用意するなど、職種の選択機会を設けております。また、各国事業所間で人財を積

極的に交流させることにより、さまざまな知見やノウハウをグループ内で共有するだけでなく、それらを昇華させ

て互いに高め合い、結果として新規エリアや新規市場への事業展開を担うバランスの取れたグローバル人財を継続

的に育成・輩出し、当社グループ全体の組織力強化を図ることにも注力しております。

こうした各種取り組みは、人件費のコスト上昇の要因ともなる可能性がありますが、当社グループのビジネスモ

デルにおいては、経験を積み、接客に長けたベテラン社員が果たす役割は大きく、店長及び管理職のマネジメント

力の向上等に継続して取り組むことで、社員一人一人の業務生産性を向上させ、激化する市場環境に対応できる強

固な組織体制の実現を目指しております。

④ 生涯顧客化への挑戦

当社グループでご購入いただいたお客様の情報を有効に活用し、結婚を起点としたお客様との関係性を生涯にわ

たって構築すべく、国内ではメンバーシッププログラム「I-PRIMO Membership」「My LAZARE」を用意し、アフター

サービスの充実や、人生の節目の記念日に手にとっていただけるアニバーサリージュエリーの開発・販売を進めて

おります。また、2018年からはお客様とのコミュニケーションツールとしてLINE公式アカウントと連携するサービ

スを導入し、双方向型のコミュニケーションを通じてお客様とのリレーション強化に努めております。

情報技術の発展とともに購買スタイルが変化する中、日本国内においては、すでに「I-PRIMO」「LAZARE

DIAMOND」専用のオンラインショップでの販売を通じて、オムニチャネル化の基盤を構築しております。

当社グループにおいても取扱商材を拡大し、オンライン・オフライン双方においてお客様との接点を増やし、結

果として「生涯にわたって愛されるブランド」として、お客様と継続的な関係性を構築することを目指しておりま

す。
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⑤ 財務基盤の安定化

当社グループは、金融機関を貸付人とする借入契約を締結しており、2024年８月期末時点での連結総資産額に占

める借入金額割合は33.8％と高く、金利動向に大きな影響を受ける財務体質となっております。

今後の継続的な成長のためにも強固な財政基盤の構築が必要と考えており、十分な手元流動性の確保に努めるこ

とや、中長期的には収益構造の改善を行うことで、財政基盤の安定化を図っております。
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２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次の通りであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

当社グループは、「最高（プリモ）の夢（おもい）を最高（プリモ）の幸（かたち）に」を企業理念の下、お客

様、従業員、取引先、株主・投資家、地域社会などすべてのステークホルダーとともに成長し、持続可能な社会の実

現に向けて、社会課題の解決と価値の創造に取り組んでまいります。また、当社グループは、上記企業理念の下で行

動していくことで、社会にとっての価値をも追求することを目指しております。

こうした考えの下、当社グループは、サステナビリティ経営の推進と企業理念の具現化のため、当社グループの社

会的責任を以下の「サステナビリティ基本方針」として取りまとめ、2025年３月の取締役会で決議しております。

＜＜＜＜＜サステナビリティ方サステナビリティ方サステナビリティ方サステナビリティ方サステナビリティ方針針針針針＞＞＞＞＞

プリモグループは、企業理念である「最高（プリモ）の夢（おもい）を最高（プリモ）の幸（かたち）に」に基

づいて、「持続可能な社会の実現」と「企業価値の向上」を両立させることを重要な使命と考えています。環境・

社会・ガバナンス（ESG）を経営の中心に据え、長期的な視点で事業活動を推進し、ステークホルダーの皆さまと

ともに持続可能な未来を築いてまいります。

①環境への配慮

地球環境の保全は、企業の重要な責任の一つです。私たちは、気候変動対策、資源の有効活用、生態系の保護に

取り組み、事業活動を通じて環境負荷の低減を図ります。

②社会との共生

私たちは、多様性と公平性、包括性を尊重し、すべての人々にとって公平で安全な社会の実現を目指します。従

業員の働きがい向上、地域社会への貢献、人権の尊重を軸に、より良い社会づくりに貢献します。

③ガバナンスの強化

健全で透明性の高い経営を実現するため、コーポレート・ガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底、リスク

マネジメントの推進に努めます。法令と社会規範を遵守し、公正な企業活動を維持することで、持続的な成長を目

指します。

私たちは、これらの方針のもと、持続可能な未来の実現に向けて、企業活動を通じた責任を果たしてまいりま

す。

(1) ガバナンス

当社グループは、サステナビリティの重要性を認識した上で、事業活動の推進を行っております。今後、取締役会

での営業報告や行動規範を通じて監督を行い、自社のサステナビリティを巡る課題への取組み推進のための環境整備

を行ってまいります。

また、サステナビリティに関するリスク及び機会への対応方針や実行計画等といった協議内容及び報告事項につい

ては、重要性に応じてリスク・コンプライアンス委員会にて協議を行い、その内容を踏まえ、経営会議による審議を

経て、適宜取締役会へ報告しております。

当社グループがステークホルダーから継続的に信頼や評価をいただける経営を実現するためには、コーポレート・

ガバナンス体制を構築し、有効に機能させることが不可欠であり、継続的に整備・強化を行う他、当社グループの成

長ステージや経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できるよう随時見直しを図っていく所存であります。

当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する詳細は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナン

スの状況等」をご参照ください。

(2) 戦略

当社グループは、役員・従業員・内定者・取引先へサステナビリティにおけるマテリアリティについてのアンケー

トを行い、経営層でのワークショップにおいてディスカッションを経て、５つのマテリアリティを決定致しました。

また、当社グループのCSR活動“PRIMO RING PROJECT”を社内横断型のプロジェクトとして発足しており、当該プ

ロジェクトを通じてサステナビリティを巡る取組みについて対応を進めております。

各マテリアリティとそれに紐づく主な取組み内容は以下のとおりです。
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・商品とサービスの価値創造

当社グループが取り扱うブライダルジュエリーは、アドバイザーによるきめ細やかなサポートのもと、ルースダイ

ヤモンド（裸石）やリングデザイン、プロミスダイヤモンドと言われるリング内側の記念石や刻印等を組み合わせる

セレクトオーダースタイルで、熟練のクラフトマンが丁寧に作成しております。

また、ブライダルジュエリーは一生の記念となるものであり、指輪に込められる想いは、一人一人異なります。一

生身につけていただく「運命のリング」をご提案するために、常にお客様の気持ちに寄り添い、きめ細やかなサポー

トを心がけております。

・顧客との約束

当社グループでは、大切なリングを安心して末永く愛用していただくために、アフターサービスに力を入れており

ます。全国のどの店舗でも利用でき、クリーニング、サイズ直しといった無料のメンバーシップサービスを充実させ

ております。

また、当社グループでは、熟練のクラフトマンによる技術とともに、品質や産地に精通したダイヤモンドバイヤー

による強固なネットワークを有しております。「一生の記念品」にふさわしく、婚約指輪のセンターダイヤモンドは

すべて鑑定機関が発行する鑑定書とともにご提供しております。

・働き手の幸福

当社グループでは、一生身につけていただく商品の提案や、お客様のご要望に沿ったパーソナルな対応ができるよ

う、従業員の育成に注力しております。当社グループ独自の人財育成プログラムである「プリモカレッジ」では、中

長期にわたって継続的な指導を行い、「マインド（心・気持ち）」「ナレッジ（知識）」「スキル（技術）」の３つ

の柱に沿って能力の向上を図ることで、従業員が質の高い接客サービスを等しく提供し、効率的な店舗運営を行うこ

とができるよう努めております。また、当社グループのビジネスモデルにおいては、接客経験が豊富でお客様の対応

に長けた従業員が果たす役割が大きいため、従業員の９割以上を占める女性が長期的に活躍できる社内環境を整備

し、勤続年数の伸長を目指しております。

また、当社グループは、女性活躍推進法に基づく優良企業認定「えるぼし」や、次世代育成支援対策推進法に基づ

く一般事業主行動計画の目標達成等認定基準を満たした「子育てサポート企業」として認定される「くるみん」をブ

ライダル業界で初めてとなる「ダブル認定」で達成しております。各企業認定の詳細は後述の「(4) リスク管理」を

ご参照ください。

・環境への配慮

当社グループでは、笑顔の輪を地域全体に広げ、幸せが広がる街づくりに貢献するため、不用品の寄付活動や中高

生を対象とした職場体験等を実施し、地域や社会との繋がりを大切にしております。また、環境対策の重要性が高ま

るなか、豊かで美しい環境を未来世代へ繋げていくための環境保全活動として、全国での清掃活動や富士山での森づ

くり活動にも取り組んでおります。

・誠実な経営

当社グループは、社会に貢献し、企業価値を継続的に向上させることを経営上の最重要課題として考え、お客様だ

けでなく、株主の皆様や取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーからも信頼される企業グループを目指して

おります。その実現のため、経営の健全性、効率性及び透明性を確保するためのさまざまな取り組みを実施し、コー

ポレート・ガバナンスの充実を図っております。当社グループのコーポレート・ガバナンスや法令遵守に関する取組

みの詳細は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等」をご参照ください。

(3) 人材の育成及び社内環境整備に関する方針、戦略

(人材育成方針)

当社グループでは人財の長期育成を前提に社員の多くを正社員として採用し、新卒・中途採用を問わず、入社後10

年にわたって独自の教育プログラム「プリモカレッジ」を開講し、「マインド」「ナレッジ」「スキル」の３つの柱

に沿って、ホスピタリティの基礎となる人間力を養っております。また、経験に応じたコア・コンピテンシーを明確

に定め、個人ではなくチームを単位とした達成指標を取り入れるなど、公正・公平な評価制度により、協調性を育ん

でおります。

また近年では、海外事業の拡大に伴い、国内外の事業所間で人財の積極的な交流が生まれております。経験やノウ

ハウを共有することはもちろん、互いに刺激を与え、能力を高め合うことにより、多様性を尊重したダイバーシティ

経営に取り組んでおります。
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(社内環境整備)

当社グループでは、ダイバーシティ経営の一環として社内のLGBTQ+に関する取り組みを進め、LGBTQ+ガイドライン

の更新や、全社員へのLGBTQ+研修の導入、配偶者の定義変更、制度利用時のエビデンス排除などを行うことで、

LGBTQ+への理解を深め、差別や偏見のない職場環境を作ってまいりました。

今後も継続的に“性別にとらわれない幸せの形”を社外だけでなく社内にも浸透させることで、すべてのお客様や

社員の多様性を尊重した環境整備を進めてまいります。

(4) リスク管理

当社グループは、事業上のリスクのみならず、サステナビリティに関する課題やリスクについても、経営会議やリ

スク・コンプライアンス委員会にて全社的なリスク管理を行っております。リスク・コンプライアンス委員会は四半

期ごとに実施しており、主に是正・予防が必要なリスク及び法改正等に対する当社グループの対応方針を検討・決定

しております。その内容を踏まえ、経営会議による審議を経て、適宜取締役会へ報告し、必要に応じてグループ各社

に周知しております。

今後も継続的に環境変化に応じて経営戦略、事業計画の見直しを行いリスク管理に取り組んでまいります。

(5) 指標及び目標

当社グループは、「商品とサービスの価値創造」「顧客との約束」「働き手の幸福」「環境への配慮」「誠実な運

営」の５つのマテリアリティを定めております。「働き手の幸福」の目標として、「えるぼし」最高位（３段階目）

や「くるみん」認定を満たす女性従業員の育休取得率や労働時間の削減等を維持する社内体制を構築していくととも

に、人財育成においては、一般社団法人日本ジュエリー協会が主催する「ジュエリーコーディネーター検定」の３級

取得を推奨してまいります。その他のマテリアリティの指標及び目標、その他、企業価値向上に向けたサステナビリ

ティに関する指標及び目標は、今後社内で検討を進めてまいります。

また、当社グループは人種・国籍・信条・性別・年齢・障がい・性的指向・性自認・性表現などを問わず、多様性

を互いに尊重することを推進し、時代の変化とともに価値観が多様化する中で、お客様の気持ちに寄り添ったきめ細

やかなご提案を実現すること、社員一人一人の強みを互いに活かし合うことで全員が働きやすくイキイキと仕事に取

り組める環境をつくることを目指してまいります。
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３ 【事業等のリスク】

当社グループの事業内容、経営成績、財政状態等に関する事項のうち、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可

能性のあるリスクは主として以下のものがあります。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上

で、その発生の回避と予防に取り組んでおります。

なお、文中における将来に関する事項は、本書提出日現在において入手可能な情報に基づき当社グループが予測及

び判断したものであり、将来においてこれらに限定されるものではなく、また、発生の可能性があるすべてのリスク

を網羅するものではありません。

(1) 日本国内の市場環境について

発生可能性：高、発生する可能性のある時期：中期～長期、影響度：大

我が国においては、少子化や未婚率の上昇に伴い結婚適齢期人口が減少し、市場のゆるやかな縮小傾向が継続する

と予測されております。国内市場規模の縮小が続くことで、将来的に当社グループの業績及び財政状態に影響が生じ

る可能性があります。

上記対応策として、当社グループでいち早く海外市場へ展開することでグループ成長を実現して参りました。ま

た、国内においても結婚式場等のブライダル企業との提携等や既存顧客への非ブライダル商品の展開等により盤石な

事業基盤の構築に努めております。

(2) 海外事業展開について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

当社グループでは、海外事業を積極的に展開しており、2007年の台湾進出以降、香港、中国本土、シンガポールに

それぞれ進出し、高い商品品質と日本で培ったきめ細やかな接客サービスを強みとして、事業を拡大してまいりまし

た。こうした取り組みにより、当社グループの海外事業は安定的に成長を遂げ、それに伴い売上高全体に占める海外

比率も上昇するものと見込んでおりますが、諸外国において政治・経済情勢の悪化、政変、治安の悪化、テロ・戦争

等が発生し、事業活動に問題が生じるなど新規市場の開拓を見直すことになった場合、あるいは変化が著しい現地の

市場動向に当社グループの事業活動が対応しきれず、結果として当社グループの業績及び財政状態に影響が生じる可

能性があります。

当社グループにおいては、このようなリスクに対処するため、政治情勢、財政情勢、法規制変更、紛争等について

情報収集を行い、政情不安等の兆候の早期把握に努めております。

(3) 人財の継続雇用、採用、教育について

発生可能性：高、発生する可能性のある時期：中期～長期、影響度：大

当社グループでは、「一生の記念となるお買い物」としてお客様に商品をご提供するにあたり、お客様の気持ちに

寄り添い、高いレベルの接客を実現できる人財を採用し育成することを重要な経営課題とし、恒常的に取り組んでお

ります。

しかしながら、少子高齢化の更なる進行を背景に、日本においては人財不足がますます顕著になることが予想され

ます。今後、人財獲得競争がより一層厳しさを増した場合には、当社グループが求める能力を有した人財が十分確保

できないおそれがあります。

上記対応策として、当社グループでは、人財の長期育成を前提に社員の多くを正社員として採用しており、新卒・

中途採用を問わず、入社後10年にわたって独自の教育プログラム「プリモカレッジ」を開講し、「マインド」「ナレ

ッジ」「スキル」の３つの柱に沿って、高品質なコンサルティングサービスを養っております。

(4) 原材料の相場変動について

発生可能性：高、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

ブライダルジュエリーの商品価格は、原材料であるダイヤモンド、プラチナ、ゴールド等の国際商品市場における

相場に影響され、変動することが一般的であります。これらのことから、当社グループでは、原材料相場の変動に対

して迅速に対応するため、仕入価格安定化のスキームを構築しておりますが、原材料の流通量や経済動向によって原

材料価格が急激に変動した場合、一時的に当社グループの業績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。

当社グループでは、今後においても仕入先との関係を密接に保ちながら、原材料の安定的な調達に努めてまいりま

す。
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(5) 棚卸資産について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

シンプルなデザインが主流のブライダルジュエリーや、その原材料であるダイヤモンド、プラチナ、ゴールドは、

長期にわたりその価値を維持することが可能であります。また、当社グループではセレクトオーダー形式での受注生

産を行っていることから、店舗サンプル以外の棚卸資産の最小化を図れるビジネスモデルとなっており、さらにお客

様のニーズに合わせて定期的に商品構成の見直しを図ることで、高い商品品質を維持しつつ、受注予測に応じた適正

規模の棚卸資産を保有しております。しかしながら、今後当社グループの想定を超えて棚卸資産の収益性が低下した

場合には、所定の基準での評価減を行うことにより、当社グループの業績及び財政状態に影響が生じる可能性があり

ます。

(6) 為替の相場変動について

発生可能性：高、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

当社グループは海外に販売拠点を有しており、また、ダイヤモンド等の一部原材料は主に米ドル建てで購入してい

るため、各拠点における取引価格については直接的または間接的に為替相場変動の影響を受けます。また、当社の海

外子会社では、日本円以外の外国通貨で財務諸表を作成しており、当社グループの連結財務諸表の作成時において日

本円に換算され、円建てで連結財務諸表に記載されます。

このため当社グループにおいては、国内原材料の仕入と海外事業における販売との間にはナチュラルヘッジ（注）

が存在しております。しかしながら、為替相場の変動により海外子会社における通貨の日本円に対する価値が著しく

変動する場合、当社グループの業績及び財政状態に影響が生じる可能性があります。

（注）同一通貨で仕入と売上を計上することで、為替相場の変動の影響を最小限に抑える手法を指します。

(7) 自然災害等について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

当社グループでは、大規模な地震、風水害、津波、大雪、感染症の大流行、事故、暴動及びテロ活動等が発生した

場合、当社グループの本社または各地の店舗の建物や設備等が被災し、または従業員の出勤や業務遂行に支障が生

じ、当社グループの事業及び財政状態に影響が生じる可能性があります。

また、上記の自然災害等によって当社グループのお客様に被害等が生じる場合や、経済状況等の低迷が発生する場

合には、当社グループにご来店されるお客様数の減少により、当社グループの業績及び財政状態に影響が生じる可能

性があります。

上記対応策として、緊急時の被災状況等の情報収集体制を確立し、お客様や従業員等の安全確保と事業継続に向け

た体制の構築に努めております。また、避難・防災についての教育訓練を定期的に実施するとともに、万一当該リス

クが顕在化した場合であっても影響の少ない店舗において事業活動を継続する等リスク低減に努めております。

(8) 個人情報その他の機密情報の流出について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

当社グループでは、お客様一人一人のご要望に応じたセレクトオーダー商品を提供しており、また当社グループ独

自のメンバーシッププログラムを通じてアフターメンテナンスをはじめとする生涯顧客化の取り組みを強化するた

め、お客様の大切な個人情報をお預かりしております。当社グループは個人情報取扱事業者として、個人情報の保護

に関する法律及び関係諸法令等に基づき、適切な安全対策を講じております。しかしながら個人情報の流出等のトラ

ブルが発生した場合、当社グループへの損害賠償請求や信用の低下等により、当社グループの業績及び財政状態に影

響が生じる可能性があります。

(9) IT（情報システム）について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

当社グループは、顧客管理、在庫管理、店舗の運営等において情報システムを利用し、効率的な経営を目指してお

ります。プログラムの不具合やコンピュータ・ウイルス、外部からのサイバー攻撃等により、当社グループの情報シ

ステムに様々な障害が生じた場合には、店舗の効率的な運営や商物流の阻害、重要データの喪失や、それらの対応費

用の発生等により、当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。

また、当社グループがサービスの品質を高め、市場における競争力を維持・向上させるためには、システムに関す

る投資を積極的かつ継続的に行う必要があると認識しております。システム開発の遅延・失敗・トラブル等により、

開発期間の延長・営業機会の逸失・開発コストの増大等が発生して想定どおりの効果が得られない場合、あるいは正

常に開発されたシステムによって想定どおりの効果や効率化等が計られなかった場合には、当社グループの業績及び

財政状態に影響が生じる可能性があります。
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上記対応策として、当社グループでは「情報セキュリティ管理規程」を定め、適切なセキュリティ体制を構築する

ことにより、外部からの不正アクセスを回避するよう努めております。また、過去のシステム障害の発生状況の分析

により適切な対応策を策定し、万一トラブルが発生した場合においても短期間で復旧できるような体制を整えており

ます。さらに、社内において信頼度の高い開発体制を構築・維持し、システムの不具合の発生可能性を低減させてお

ります。

(10) 訴訟その他の法的手続について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

当社グループは、その事業の過程で、各種契約違反や労働問題、知的財産権に関する問題、情報漏洩に関する問

題について、顧客、取引先、従業員、競合他社等により提起される訴訟その他の法的手続きの当事者となるリスク

を有しております。当社グループが訴訟その他の法的手続きの当事者となり、当社グループに対する敗訴判決が言

い渡される場合、または当社グループにとって不利な内容の和解がなされる場合には、当社グループの業績及び財

政状態に影響が生じる可能性があります。

本書提出日現在において、重大な訴訟その他の法的手続は生じておりませんが、当社グループでは各国における

法的規制の動向について、当社管理部門や海外子会社等を通じて常に最新情報を入手するように努め、特別な対応

が必要な場合は、管理部門を中心に迅速に対応するなど、訴訟リスクの最小化を図っております。

(11) 多額の借入金、金利の変動及び財務制限条項への抵触について

発生可能性：高、発生する可能性のある時期：中期、影響度：大

当社グループは、金融機関を貸付人とする借入契約を締結しており、2025年８月期中間期末時点での連結総資産

額に対する借入金額割合は31.4％であります。今後は借入金を減少させるべく取り組んでまいりますが、元本が変

動金利によっているため、市場金利が上昇する場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

また、当社グループは、係る既存の借入れがあることから、新たな借入れまたは借換えが制約される可能性や、

必要な運転資金等を確保できなくなる可能性、財務的信用力が当社グループよりも強い競合他社と比較して競争力

が劣る可能性があります。

当社グループでは、対応策として、十分な手元流動性の確保に努めることに加え、今後も金利水準や市場環境等

を踏まえた資金調達を行うとともに、取引金融機関への定期的な財政状態及び経営成績の開示をはじめ、事業計画

及び資金計画の報告を行うことで、安定的な関係性の構築に努め、資金調達の安定化を図っております。

(12) 大株主がファンドであること等について

発生可能性：中、発生する可能性のある時期：中期、影響度：大

当社グループは、インテグラル株式会社から、純投資を目的とした出資を受けており、本書提出日現在、同ファ

ンドが組成しているプリモ・インテグラル１投資事業有限責任組合、プリモ・インテグラル２投資事業有限責任組

合及びInnovation Alpha Primo L.P．の３社は当社の大株主であります。また、当社の取締役である山崎壮がイン

テグラル株式会社から派遣されております。

インテグラル株式会社は当社株式の上場時において、所有する当社株式を一部売却する予定でありますが、当社

株式の上場後においても相当数の当社株式を保有する可能性があり、その保有・処分方針によっては、当社株式の

流動性及び株価形成等に影響を及ぼす可能性があります。また、インテグラル株式会社が当社株式の上場後も相当

数の当社株式を保有することとなった場合には、当社役員の選解任、他社との合併等の組織再編、定款の変更等の

当社の株主総会決議の結果に重要な影響が生じる可能性があります。

当社グループでは、同社より、当社株式の将来的な処分時期や手法については未定であるものの、市場価格への

影響を極力抑えた手法で対応する旨を聴取しております。

(13) のれんの減損について

発生可能性：低、発生する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大

当社グループののれんは、2024年８月期末時点で16,201百万円あり、当社グループの総資産の35.7％を占めてお

ります。また、当社グループが今後M&A等を実施した場合には、のれんを計上する可能性があります。

当社グループの連結財務諸表はIFRSを採用しておりますので、のれんは非償却資産であり、毎期の定期的な償却

は発生しませんが、今後いずれかの事業収益性が低下した場合には減損損失が発生し、当社グループの業績及び財

政状態に影響が生じる可能性があります。
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2024年８月期末においては、減損テストの結果、将来キャッシュ・フローによる使用価値は帳簿価額を上回って

いるものと判断しております。

仮に、国内の将来キャッシュ・フローの見積額が65％の減少、また海外の将来キャッシュ・フローの見積額が37

％の減少が生じた場合、使用価値と帳簿価額が等しくなる可能性がございます。

上記対応策として、当社グループでは、収益構造の改善及び財務基盤の安定化に取り組んでおります。

詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 13．非金融資産の減損」

をご参照ください。

４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次

のとおりであります。

① 財政状態及び経営成績の状況

第４期連結会計年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費や雇用情勢に持ち直しの動きがみられるなど、全般的に緩やか

な回復がみられました。一方、ウクライナ情勢によるエネルギー資源や原材料の価格高騰に加え、日米の金利差に

よる円安の恒常化、中国本土経済の先行き懸念等、世界情勢は依然として不透明な状況が続いております。

当社グループが属するブライダルジュエリー市場においては、ジュエリーブランド各社のブライダル強化の動き

もあり、企業間競争はなお一層の厳しさをみせておりますが、国内の経済活動には回復がみられ、インバウンドも

前年を大幅に超えて増加しております。

このような日々変化する経営環境の中、当社グループでは「最高（プリモ）の夢（おもい）を最高（プリモ）の

幸（かたち）に」の企業理念に基づき、2025年８月期から2027年８月期の３か年にわたる新中期経営計画を策定し、

国内シェアの維持に加えて、海外における成長基盤の確立により、収益拡大を図ってまいりました。

まず、引き続き当社グループが有する不変的な価値を国内外の市場におけるお客様に効果的に伝えるため、各種

広告表現や広告媒体を選定し、ご来店前にお客様により良く当社ブランドをご理解いただくとともに、実際にご来

店いただいたお客様には、ブランドの世界観を表現した店づくりと接客サービスを体感することによって、更なる

ブランドイメージの向上に取り組んでおります。

メインブランドである「I-PRIMO」は、1999年７月に「I-PRIMO 銀座本店」がオープンしてから、2024年８月期に

は25周年の節目の年を迎えることになりました。ブランドタグライン「あなたの最高になりたい」を策定し、公式

ホームページ内に特設ページの開設やスペシャルムービーを公開、25周年を記念する新作商品「クロリス」の発売

等を実施しております。また、前年に発表したメッセージである「THE FIRST STEP リング選びの最初の一歩をご一

緒に」のもと、多くの方にとって「はじめての」ブライダルリングを購入する体験を不安なく満足いくものにする

ために、200種類以上のリングのデザインの中から、お客様の手の特徴とお好みをもとにしてお似合いになるリング

のご提案をする「パーソナルハンド診断®」等を行っており、お客様サービスの追求をし続けております。

「LAZARE DIAMOND」については、2023年10月に当社グループが日本における「LAZARE DIAMOND」の商標権及び関

連する権利を取得することにより、国内における独占販売権を取得致しました。ブランドサイト、マーケティング、

商品、物流システム等の移管・統合を進め、既存取引先の百貨店や独立系小売店において、さらに多くのLAZARE

DIAMOND商品を取り扱えるような体制を整備してまいります。

店舗開発では、国内事業においては、商圏や購買行動の変化に伴い、より集客力のあるエリアや有力商業施設内

への移転・改装を進めており、2024年１月には中核店舗である「I-PRIMO 名古屋栄店」を移転、３月には「LAZARE

DIAMOND」の旗艦店である「ラザール ダイヤモンド ブティック銀座本店」の移転を行いました。

海外事業においては、国内事業と同様に移転・改装を進めるとともに、中国本土では、2023年９月に無錫市の

「I-PRIMO Wuxi Center 66 Store」、12月に寧波市の「I-PRIMO Ningbo Hankyu Store」、2024年１月に南京市の

「I-PRIMO Nanjing IFC Store」をオープン致しました。これにより中国本土における「I-PRIMO」の店舗展開は24

店舗となりました。また、株式会社スタージュエリーブティックスとの業務提携契約に基づき、2023年５月に中国

本土へ初出店を行ったSTAR JEWELRY事業につきましては、2023年９月に台湾初出店となる「STAR JEWELRY Shin

Kong Mitsukoshi Xinyi Place A8 Store」 を、12 月 に 中 国 本 土 ２ 号 店 と な る 「STAR JEWELRY Shanghai iapm

Store」を、2024年３月に台湾２号店となる「STAR JEWELRY Shin Kong Mitsukoshi Taipei Nanxi Store」をオープ

ン致しました。今後も中国本土及び台湾市場において、マルチブランドでの展開を進めてまいります。
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当社グループにとって、国内外におけるブランド価値の認知と売上規模の拡大はグローバルでの更なる躍進のキ

ーとなっております。継続的な出店・移転・改装、海外市場におけるマルチブランド展開、東南アジアの新規エリ

アへの進出等により、今後とも「日本基準の高い商品品質」はもちろん、「きめ細やかなサービス・おもてなし」

を通じた「一生の記念となるお買い物」を、国内外のお客様に広く提供してまいります。

これにより、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上収益24,900百万円（前年同期比6.1％増）とな

りました。利益面では、営業利益2,246百万円（前年同期比65.1％増）、親会社の所有者に帰属する当期利益1,150

百万円（前年同期比31.0％増）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

(国内事業)

国内事業につきましては、ダイヤモンドや金・プラチナ等の原材料価格の急激な高騰の影響を受けるなか、適時

商品価格の見直しを行ったほか、I-PRIMO事業のリブランディングやスタッフの接客スキル向上等への取り組みが奏

功し、業績は力強く伸長致しました。

これらの結果、売上収益は15,300百万円（前年同期比25.8％増）、セグメント利益は1,809百万円（前年同期は

306百万円のセグメント損失）となりました。

(海外事業)

海外事業につきましては、中国本土においては不動産市場の停滞等に伴う景気低迷が継続し、お客様には買い控

えの傾向が見られました。また、台湾においてはアフターコロナにおける海外旅行者の増加等により、お客様の消

費動向に変化が生じております。

これらの結果、売上収益は9,600百万円（前年同期比15.1％減）、セグメント利益は437百万円（前年同期比73.7

％減）となりました。海外事業比率は、売上収益において38.6％、セグメント利益において19.5％となりました。

財政状態については、次のとおりであります。

流動資産は11,407百万円となり前連結会計年度末に比べ1,207百万円増加いたしました。これは主に、受注高の増

加にともない現金及び現金同等物が590百万円増加、棚卸資産が396百万円増加、営業債権及びその他の債権が180百

万円増加したことによるものであります。

非流動資産は33,984百万円となり前連結会計年度末に比べ52百万円減少いたしました。これは主に、減価償却に

ともなう有形固定資産が70百万円、使用権資産が254百万円減少、保証金の返金によりその他の金融資産が54百万円

減少した一方で、為替換算の影響により無形資産が262百万円、のれんが83百万円増加したことによるものでありま

す。

この結果、総資産は45,392百万円となり前連結会計年度末に比べ1,155百万円増加いたしました。

また、流動負債は9,437百万円となり前連結会計年度末に比べ1,226百万円増加いたしました。これは主に、受注

高の増加にともない営業債務及びその他の債務が657百万円増加、利益の増加により未払法人所得税が304百万円増

加、従業員賞与の計上によりその他流動負債が313百万円増加したことによるものであります。

非流動負債は20,253百万円となり前連結会計年度末に比べ1,380百万円減少いたしました。これは主に、返済によ

り借入金が1,000百万円、リース負債が348百万円減少したことによるものであります。

この結果、負債は合計29,691百万円となり前連結会計年度末に比べ154百万円減少いたしました。

資本は合計15,700百万円となり前連結会計年度末に比べ1,309百万円増加いたしました。この要因は、主に利益剰

余金が当期利益1,150百万円の計上により増加したことによるものであります。

第５期中間連結会計期間(自 2024年９月１日 至 2025年２月28日)

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、個人消費や雇用情勢に持ち直しの動きがみられるなど、全般的に緩

やかな回復がみられました。一方、ウクライナ情勢によるエネルギー資源や原材料の価格高騰に加え、日米の金利

差による円安の恒常化や通商政策の今後の動向、中国本土の経済先行き懸念等、世界情勢は依然として不透明な状

況が続いております。当社グループが属するブライダルジュエリー市場においては、ジュエリーブランド各社のブ

ライダル強化の動きもあり、企業間競争はなお一層の厳しさをみせておりますが、国内の経済活動には回復がみら

れ、インバウンドも前年を大幅に超えて増加しております。

このような日々変化する経営環境の中、当社グループでは「最高（プリモ）の夢（おもい）を最高（プリモ）の

幸（かたち）に」の企業理念に基づき、2025年８月期から2027年８月期の３か年にわたる新中期経営計画を策定し

ました。
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国内市場においては、メインブランドである「I-PRIMO」と、2023年に日本における商標権および関連する権利を

取得した「LAZARE DIAMOND」のブランド価値および顧客体験の更なる向上に努めてまいります。まず、引き続き当

社グループが有する不変的な価値をお客様に効果的に伝えるため、各種広告表現や広告媒体を選定し、ご来店前の

お客様により良く当社ブランドをご理解いただくとともに、実際にご来店いただいたお客様には、ブランドの世界

観を表現した店づくりと、人財教育にもとづく高い接客サービスを体感することによって、更なるブランドイメー

ジの向上に取り組んでおります。

商品面では、「I-PRIMO」の婚約指輪に使用するダイヤモンドについて、ダイヤモンド研磨工場との連携により、

当社グループが求める高い品質基準をプロダクション工程から監修した「PRIMO QUALITY DIAMOND」や、独自の「着

け心地メソッド」を採用した軽やかな着け心地の商品、独自組成の新素材である「ペールブラウンゴールド」の商

品等を展開し、多くのお客様にご支持いただいております。今後もオリジナリティのある付加価値商品の開発によ

って、他社との差別化に取り組むとともに、お客様に人生の重要な節目で選ばれるブランドとして長く愛されるよ

う、アニバーサリージュエリー商品の充実やお客様とのコミュニケーション強化を進めてまいります。

店舗開発では、商圏やお客様の購買行動の変化に伴い、より集客力のあるエリアや有力商業施設内への移転、店

舗設備の改装を進めており、2024年９月には「I-PRIMO 立川店」のリニューアルを行いました。海外市場において

は、日本で培ったブランド・商品・サービスを活かしつつ、①各市場における「I-PRIMO」ブランドの認知・価値の

向上、②各市場のお客様のニーズに応じた商品ラインナップ・サービスの開発および販売・価格・マーケティング

戦略の実行、③中国本土や東南アジアといった出店余地のある市場における出店の推進、④各市場ローカル人財の

グローバル登用、といった取組を進めてまいります。これらを受け2024年９月には、シンガポール２号店となる

「I-PRIMO Suntec City Store」をオープンいたしました。また国内市場と同様に店舗の移転・改装を進め、2025年

１月に中国本土の「I-PRIMO Suzhou Center Mall Store（蘇州市）」のリニューアルを行いました。

当社グループにとって、国内外におけるブランド価値の認知と売上規模の拡大はグローバルでの更なる躍進のキ

ーとなっております。継続的な出店・移転・改装の実施、海外市場においては、株式会社ケイ・ウノとの契約に基

づき2019年より台湾で展開しているK.UNO事業や、株式会社スタージュエリーブティックスとの契約に基づき2023年

より中国本土・台湾で展開しているSTAR JEWELRY事業等によるマルチブランド展開、東南アジアの新規エリアへの

進出等により、今後とも「日本基準の高い商品品質」はもちろん、「きめ細やかなサービス・おもてなし」を通じ

た「一生の記念となるお買い物」を、国内外のお客様に広く提供してまいります。

これにより、当中間連結会計期間における当社グループの業績は、売上収益13,404百万円（前年同期比7.7％増）

となりました。利益面では、営業利益1,585百万円（前年同期比5.7％増）、親会社の所有者に帰属する中間利益

1,048百万円（前年同期比11.8％増）となりました。また、当中間連結会計期間末時点での店舗数は132店舗（期首

時点は132店舗）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

(国内事業)

国内事業につきましては、ダイヤモンドや金・プラチナ等の原材料価格の急激な高騰の影響を受けるなか、適時

商品価格の見直しを行ったほか、スタッフの接客スキル向上等への取り組みが奏功し、業績は力強く伸長いたしま

した。

これらの結果、売上収益は8,771百万円（前年同期比14.3％増）、セグメント利益は1,457百万円（前年同期比

24.3％増）となりました。

(海外事業)

海外事業につきましては、中国本土においては不動産市場の停滞等に伴う景気低迷が継続し、お客様には買い控

えの傾向が見られました。また、台湾においては海外旅行者の増加等により、お客様の消費動向に変化が生じてお

ります。

これらの結果、売上収益は4,638百万円（前年同期比2.9％減）、セグメント利益は127百万円（前年同期比61.0％

減）となりました。海外事業比率は、売上収益において34.6％、セグメント利益において8.0％となりました。

財政状態については、次のとおりであります。

流動資産は11,061百万円となり前連結会計年度末に比べ346百万円減少致しました。これは主に、受注高の増加に

ともない棚卸資産が260百万円増加した一方で、借入の返済により現金及び現金同等物が551百万円減少したことに

よるものであります。

非流動資産は33,639百万円となり前連結会計年度末に比べ344百万円減少致しました。これは主に、減価償却にと

もない使用権資産が234百万円減少、敷金保証金の返金によりその他の金融資産が222百万円減少したことによるも

のであります。
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この結果、総資産は44,700百万円となり前連結会計年度末に比べ691百万円減少致しました。

また、流動負債は9,189百万円となり前連結会計年度末に比べ248百万円減少致しました。これは主に、受注高の

増加にともない契約負債が509百万円増加した一方で、営業債務及びその他の債務が215百万円、リース負債が126百

万円減少、従業員への賞与支給によりその他の流動負債が341百万円減少したことによるものであります。

非流動負債は18,578百万円となり前連結会計年度末に比べ1,675百万円減少致しました。これは主に、返済により

借入金が1,305百万円、リース負債が369百万円減少したことによるものであります。

この結果、負債は合計27,768百万円となり前連結会計年度末に比べ1,923百万円減少致しました。

資本は合計16,932百万円となり前連結会計年度末に比べ1,231百万円増加致しました。これは主に、利益剰余金が

中間利益1,048百万円の計上により増加したことによるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

第４期連結会計年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ590百万円増加し、3,199百万円とな

りました。

また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果獲得した資金は、4,242百万円（前年同期は3,767百万円の獲得）となりました。

これは主に、税引前当期利益1,714百万円（前年同期は838百万円）、減価償却費及び償却費の計上2,404百万円

（前年同期は2,364百万円）などの増加要因によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、262百万円（前年同期は549百万円の使用）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出265百万円（前年同期は463百万円）、敷金及び保証金の差入による

支出138百万円（前年同期は114百万円）等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、3,421百万円（前年同期は5,406百万円の使用）となりました。

これは主に、リース負債の返済による支出2,423百万円（前年同期は2,194百万円）及び長期借入金の返済による

支出1,000百万円（前年同期は3,212百万円）等によるものであります。

第５期中間連結会計期間(自 2024年９月１日 至 2025年２月28日)

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ551百万円減少し、2,648百万円と

なりました。

また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、獲得した資金は1,790百万円（前年同期は2,363百万円の獲得）となりました。

これは主に、税引前中間利益が1,348百万円（前年同期は1,241百万円）、減価償却費及び償却費の計上が1,102百

万円（前年同期は1,192百万円）あったことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、獲得した資金は92百万円（前年同期は231百万円の使用）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出100百万円（前年同期は169百万円）、無形資産の取得による支出33

百万円（前年同期は37百万円）、敷金及び保証金の差入による支出8百万円（前年同期は103百万円）、敷金及び保

証金の回収による収入235百万円（前年同期は77百万円）あったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、使用した資金は2,454百万円（前年同期は1,682百万円の使用）となりました。

これは主に、長期借入金の返済による支出が1,305百万円（前年同期は500百万円）、リース負債の返済による支

出が1,149百万円（前年同期は1,182百万円）あったことによるものであります。
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③ 生産、受注及び販売の状況

ａ．仕入実績

当社グループで行う事業は、提供する商品・サービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、「生産実

績」に代えて「仕入実績」を記載致します。

当社グループの第４期連結会計年度及び第５期中間連結会計期間における仕入実績をセグメントごとに示す

と、次のとおりであります。

セグメントの名称

第４期連結会計年度

（自 2023年９月１日

至 2024年８月31日）

第５期中間連結会計期間

（自 2024年９月１日

至 2025年２月28日）

仕入高（百万円） 前年同期比（％） 仕入高（百万円） 前年同期比（％）

国内事業 1,429 123.1 815 108.2

海外事業 855 67.6 379 92.8

合計 2,285 94.2 1,194 102.8

(注)１．上記金額は、仕入価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．グループ会社間の内部取引控除後の金額で表示しております。

ｂ．受注実績

当社グループの事業は受注から納品までの期間が短いため、記載を省略しております。

ｃ．販売実績

当社グループの第４期連結会計年度及び第５期中間連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示す

と、次のとおりであります。

セグメントの名称

第４期連結会計年度

（自 2023年９月１日

至 2024年８月31日）

第５期中間連結会計期間

（自 2024年９月１日

至 2025年２月28日）

販売高（百万円） 前年同期比(％) 販売高（百万円） 前年同期比(％)

国内事業 15,300 125.8 8,765 114.3

海外事業 9,600 84.8 4,638 97.2

合計 24,900 106.1 13,404 107.7

(注)１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．グループ会社間の内部取引控除後の金額で表示しております。

３．最近２連結会計年度等の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、総販売実

績の100分の10未満であるため記載を省略しております。
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであり、その達成を保証するものではあ

りません。

①財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

a. 経営成績の分析

第４期連結会計年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

(売上収益)

当連結会計年度における売上収益は24,900百万円（前年同期比6.1％増）となりました。これは主に、集客・販売

施策の強化により国内事業の売上収益が増加したことによるものです。

(売上原価、売上総利益)

当連結会計年度における売上原価は8,651百万円（前年同期比6.6％増）となりました。これは主に、ダイヤモン

ド・プラチナの価格上昇と売上の増加により、国内事業の売上原価が増加したことによるものです。この結果、売

上総利益は16,249百万円（前年同期比5.8％増）となりました。

(販売費及び一般管理費)

当連結会計年度における販売費及び一般管理費は14,044百万円（前年同期比5.8％増）となりました。これは主

に、日本事業の好調による業績給・賞与、広告費の増加などによるものです。

(その他の収益、その他の費用、営業利益)

当連結会計年度におけるその他の収益は379百万円、その他の費用は337百万円となりました。この結果、営業利

益は2,246百万円（前年同期比65.1％増）となりました。

(金融収益、金融費用)

当連結会計年度における金融収益は８百万円、金融費用は510百万円となりました。

(当期利益)

上記の結果、親会社の所有者に帰属する当期利益は1,150百万円（前年同期比31.0％増）となりました。

第５期中間連結会計期間(自 2024年９月１日 至 2025年２月28日)

(売上収益)

当中間連結会計期間における売上収益は、13,404百万円となりました（前年同期比7.7％増）。これは主に、集

客・販売施策の強化により国内事業の売上収益が増加したことによるものです。

(売上原価、売上総利益)

当中間連結会計期間における売上原価は4,753百万円となりました（前年同期比11.9％増）。これは主に、ダイヤ

モンド・プラチナの価格上昇と売上の増加により、国内事業の売上原価が増加したことによるものです。この結果、

売上総利益は8,650百万円となりました（前年同期比5.5％増）。

(販売費及び一般管理費)

当中間連結会計期間における販売費及び一般管理費は7,082百万円となりました（前年同期比4.2％増）。これは

主に、広告宣伝費の増加によるものです。

(その他の収益、その他の費用、営業利益)

当中間連結会計期間におけるその他の収益は97百万円、その他の費用は79百万円となりました。この結果、営業

利益は1,585百万円となりました（前年同期比5.7％増）。
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(金融収益、金融費用)

当中間連結会計期間における金融収益は３百万円、金融費用は232百万円となりました。

(中間利益)

上記の結果、親会社の所有者に帰属する中間利益は1,048百万円となりました（前年同期比11.8％増）。

b.財政状態の分析

当社グループの財政状態につきましては、「第２ 事業の状況 ４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況の分析 （1）経営成績等の状況の概要 ①財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおりでありま

す。

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社グループは、営業活動により多くのキャッシュ・フローを得ており、事業活動にかかる運転資金については

営業キャッシュ・フローにて獲得した資金を主な財源としております。

その一方で、当社は国内金融機関からの借入について、相対での借入枠を十分に確保しており、将来にわたって

必要な営業活動及び債務の返済に備えるため、自己資金のほか、必要に応じて金融機関からの借入により資金調達

を図ります。

第４期連結会計年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べ590百万円増加し、3,199百万円となり

ました。

当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローにて4,242百万円の資金の増加、投資活動によるキャッシ

ュ・フローにて262百万円の資金の減少、財務活動によるキャッシュ・フローにて3,421百万円の資金の減少となり

ました。

第５期中間連結会計期間(自 2024年９月１日 至 2025年２月28日)

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度と比べ551百万円減少し、2,648百万円と

なりました。

当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ・フローにて1,790百万円の資金の増加、投資活動によるキャッシ

ュ・フローにて92百万円の資金の増加、財務活動によるキャッシュ・フローにて2,454百万円の資金の減少となりま

した。

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、IFRSに基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたり採用している

重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 連結財務諸表注記３．重要性があ

る会計方針」に記載しているとおりであります。

この連結財務諸表の作成に当たっては、決算日における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影

響を与えるような経営者の見積り及び予測を必要としております。当社グループは、過去の実績値や状況を踏まえ

て合理的と判断される前提に基づき、見積り及び予測を行っておりますが、前提条件やその後の環境等に変化があ

る場合には、実際の結果がこれら見積りと異なる可能性があります。
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④経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として、売上収益、事業利益を重要な指

標としております。

売上収益は、当社がお客様から評価されているかを示すものであり、営業・マーケティング施策の適切性を評価

する上でも重要な指標です。事業利益は、営業利益から一時的な収益・費用を除くことで、企業の収益性を示す指

標として重要視しております。

各指標の進捗状況については以下のとおりであり、現時点で堅調に推移しているものと認識しております。

（単位：百万円、％）

第３期連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

第４期連結会計年度
（自 2023年９月１日
至 2024年８月31日）

第５期中間連結会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

対売上
高比率

対売上
高比率

対前年同期
増減率

対売上
高比率

対前年同期
増減率

売上収益 23,471 100.0 24,900 100.0 106.1 13,404 100.0 107.7

事業利益 2,072 8.8 2,205 8.9 106.4 1,568 11.7 112.3

（注）事業利益は、売上収益-売上原価-販売費及び一般管理費として算出しております。
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５ 【経営上の重要な契約等】

(1) 金銭消費貸借契約の締結

当社は、2025年４月17日付で総額14,031百万円のタームローン契約及び1,200百万円のコミットメントライン契約

を締結し、2025年４月28日にリファイナンスを実行致しました。

2025年４月17日付で締結した金銭消費貸借契約の詳細は、後記「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連

結財務諸表 連結財務諸表注記34．後発事象」に記載しておりますが、主な内容は以下のとおりであります。

タームローンA タームローンB

借入人 当社

エージェント
株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社三菱UFJ
銀行、株式会社りそな銀行、株式会社山陰合同銀行及び株式会社福岡銀行

貸付人
株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社三菱UFJ
銀行、株式会社りそな銀行、株式会社山陰合同銀行及び株式会社福岡銀行

契約締結日 2025年４月17日

借入額 3,000百万円 11,031百万円

返済期限 2025年７月27日より６ヶ月ごとに返済 2028年１月27日に一括返済

利率
TIBOR（東京銀行間取引金利）プラススプレ
ッド

TIBOR（東京銀行間取引金利）プラススプ
レッド
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６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

第４期連結会計年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

当社グループは、国内外を問わず積極的に、グループ全体での成長及び既存店の集客を向上させるため、出店エリ

アの拡大及び既存店舗の移転改装に取り組んでおります。

当連結会計年度の設備投資（有形固定資産、無形資産の増加金額）のセグメント別の金額は次の通りであります。

（単位：百万円）

セグメントの名称 金額

国内 436

海外 227

合計 663

主な内容は、国内事業及び海外事業における新店舗の開店、既存店舗の移転・改装に伴う支出及び国内事業にお

ける「LAZARE DIAMOND」の商標権及び独占販売権等の権利を取得したことによります。

第５期中間連結会計期間(自 2024年９月１日 至 2025年２月28日)

当社グループは、国内外を問わず積極的に、グループ全体での成長及び既存店の集客を向上させるため、出店エリ

アの拡大及び既存店舗の移転改装に取り組んでおります。

当中間連結会計期間の設備投資（有形固定資産、無形資産の増加金額）のセグメント別の金額は次の通りでありま

す。

（単位：百万円）

セグメントの名称 金額

国内 88

海外 108

合計 196

主な内容は、国内事業及び海外事業における新店舗の開店、既存店舗の移転・改装などに伴う支出であります。
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２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

該当事項はありません。また、第５期中間連結会計期間において、主要な設備に関し、新設、休止、大規模改修、

売却等による著しい変動はありません。

(2) 国内子会社

2024年８月31日現在

会社名
事業所名

(所在地)

セグ

メン

トの

名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数

(名)建物及び

構築物

工具器具

及び備品

使用権

資産
その他 合計

プリモ・

ジャパン

㈱

店舗

(北海道・東

北地方)

国内 店舗設備他 52 18 69 － 140
69

(5)

プリモ・

ジャパン

㈱

店舗

(関東地方)
国内 店舗設備他 502 99 1,737 2 2,339

168

(29)

プリモ・

ジャパン

㈱

店舗

(中部・

東海地方)

国内 店舗設備他 155 34 316 － 506
120

(18)

プリモ・

ジャパン

㈱

店舗

(近畿地方)
国内 店舗設備他 87 23 270 － 381

101

(14)

プリモ・

ジャパン

㈱

店舗

(中国・四

国・九州地

方)

国内 店舗設備他 142 19 207 － 369
111

(6)

プリモ・

ジャパン

㈱

本社等

(東京都

中央区他)

国内 本社設備他 22 54 36 180 293
101

(9)

プリモ・

ジャパン

㈱

全社共通 国内 商標権他 － － 12 212 227 3

(注)１．帳簿価額のうち「その他」は、機械装置及び運搬具、建設仮勘定、ソフトウエア、商標権を含んでおります。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．上記はIFRSに基づく金額となっております。

４．臨時雇用者数は、契約社員、パートタイマー及びアルバイトであり、外書きしております。

５．第５期中間連結会計期間において、主要な設備に関し、新設、休止、大規模改修、売却等による著しい変動は

ありません。
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(3) 在外子会社

2024年８月31日現在

会社名
事業所名

(所在地)

セグメ

ントの

名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数

(名)建物及び

構築物

工具器具

及び備品

使用権

資産
その他 合計

Primo

Diamond

Shanghai

Trading

Co.,Ltd.

店舗他

(中国本土

上海市)

海外 店舗設備他 97 7 495 5 605 181

Primo

Diamond

Taiwan

Inc.

店舗他

(台湾

台北市他)

海外 店舗設備他 162 32 207 15 418 142

Primo

Diamond

Hong

Kong

Ltd.

店舗他

(香港

特別行政

区)

海外 店舗設備他 22 13 202 27 266 40

Primo

Diamond

Singapore

Pte.Ltd.

店舗他

(シンガポ

ール共和

国)

海外 店舗設備他 24 3 128 5 162 16

(注)１．帳簿価額のうち「その他」は、機械装置及び運搬具、建設仮勘定、ソフトウエアを含んでおります。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３．上記はIFRSに基づく金額となっております。

４．第５期中間連結会計期間において、主要な設備に関し、新設、休止、大規模改修、売却等による著しい変動は

ありません。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】(2025年４月30日現在)

(1) 重要な設備の新設等

経常的な設備の更新のための投資等を除き、重要な設備の新設等の計画はありません。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 34,980,000

計 34,980,000

（注）2025年３月17日開催の臨時株主総会決議により、同日付で定款変更を行い、発行可能株式総数が10,000,000株か

ら34,980,000株となっております。

② 【発行済株式】

種類 発行数(株)
上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 8,747,143 非上場

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない、当社
における標準となる株式であ
ります。なお、単元株式数は
100株であります。

計 8,747,143 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第２回A種新株予約権

決議年月日 2024年６月５日

付与対象者の区分及び人数(名)※
当社取締役 ２

当社使用人、子会社役員及び使用人 80(注)６

新株予約権の数(個)※ 557,102 (注)１(注)５

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)※
普通株式 557,102 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1,000 (注)２

新株予約権の行使期間
自 2026年６月６日

至 2039年６月４日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1,000

資本組入額 500

新株予約権の行使の条件 (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による

承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
(注)４

※当事業年度の末日（2024年８月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現

在（2025年４月30日）にかけて変更された事項はありません。

(注)１．本新株予約権の目的である株式は、当社の普通株式１株であります。ただし、付与株式数は、下記に定める

調整に服するものとしております。

① 新株予約権の割当日後にその普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載に

つき同じ。)または株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 ×
株式分割または株式併合の比

率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生

日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少

して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が

行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与

株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

② 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の取得を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整す

る。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 ×

自己株式取得後の発行済株式数

(自己株式数を除く。)

自己株式取得前の発行済株式数

(自己株式数を除く。)

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合

その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付

与株式数の調整を行うことができる。

なお、本項における調整は、本新株予約権のうち、当該調整時点で権利行使されていない本新株予約権に

係る付与株式数についてのみ行われる。
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２．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価

額を調整する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割または株式併合の比率

調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)

の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、当該各行為に係る基準

日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(剰余

金の額を減少して資本金または準備金を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、

調整後行使価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

② 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の取得を行う場合、適切に行使価額の調整を行う。

③ 上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて

行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができ

る。

３．新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、本新株予約権を行使する日以前において、以下の(i)乃至(iii)に該当する場合は、残存

するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

(i) 本新株予約権の割当日から当社普通株式が金融商品取引所に上場されるまでの間で、行使価額を下回

る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合

(ii) 本新株予約権の割当日から当社普通株式が金融商品取引所に上場されるまでの間で、行使価額を下回

る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合

(iii) 本新株予約権の割当日から当社普通株式が金融商品取引所に上場されるまでの間で、第三者評価機関

等によりDCF法または類似会社比較法等により評価された株式評価額が行使価額を下回った場合

② 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議にて別段の決定がなされた場合を

除き、本新株予約権を以下の(i)乃至(v)に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該

規定に定める割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算出される

行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生じる場合には、小数点第１位以下を切り捨てた

個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

(i) 本上場日までの間:ゼロ

(ii) 本上場日から起算して６か月間:ゼロ

(iii) 本上場日の６か月後の応当日から起算して６か月間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数

の２分の１に相当する個数

(iv) 本上場日の１年後の応当日から起算して１年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の４

分の３に相当する個数

(v) 本上場日の２年後の応当日以降:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数

③ 上記②にかかわらず、本組合ら(新株予約権割当契約書において定義される。)がある時点において保有す

る当社の発行済株式の全部または一部を第三者に譲渡(担保権の実行による場合を含む。)しようとする場

合であって、新株予約権割当契約書に基づく共同売却請求権の行使に係る通知(以下「売却請求通知」と

いう。)を行ったとき、本新株予約権者は、売却請求通知に記載された当該譲渡の実行日の７営業日前の

日までに限り、行使可能な本新株予約権のすべてを行使することができるものとする。

④ 新株予約権者は、本新株予約権の割当時及び権利行使時において、当社または当社がその発行済株式総数

または出資の総数若しくは総額の100分の50を超える数の株式または出資を直接または間接に保有する会

社(以下「適格子会社」という。)の取締役、執行役または使用人であることを要する。ただし、任期満了

による退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認める場合(当社が再任、再雇用その他一

定期間の継続勤務を要請したにもかかわらずこれに応ずることなく退任または定年退職した場合を除

く。)には、この限りではない。
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⑤ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使すること

ができない。

(i) 新株予約権者が、破産手続開始または個人再生手続開始の申立てを受け、または自らこれらのうちい

ずれかの手続開始を申し立てた場合

(ii) 新株予約権者が、当社または当社の適格子会社の就業規則に定める諭旨解雇または懲戒解雇の事由に

該当した場合、これらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断された場合その他本

新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議により判断された場合

(iii) 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社または当社の子会社若しくは関連会社が

営む事業と同一の事業または直接・間接に競業する行為（当該事業または行為を行う会社等の従業員、

顧問、役員、相談役、代表者またはコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任する

ことを含む。）を行った場合

(ⅳ) 新株予約権者が任期満了による退任または定年退職をした場合（当社が再任、再雇用その他一定期間

の継続勤務を要請したにもかかわらずこれに応ずることなく退任または定年退職した場合を除く。）

であって、当社または当社の適格子会社が本新株予約権の行使を認めない旨を書面により通知したに

もかかわらず、当該通知をした日から２週間以内（ただし、当社取締役会の決議により短縮すること

ができる。）に、当該新株予約権者が書面により異議を述べないとき

⑥ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑦ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑧ 各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。

４．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、上記２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上

記３で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予

約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日

から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(i) 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第

17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り上げる。

(ii) 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(i)の資

本金等増加限度額から、上記(i)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧ その他新株予約権の行使の条件（注）３に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

(i) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計

画、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について取締役会決議がなさ

れた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取

得することができる。

(ii) 新株予約権者が権利行使をする前に、（注）３に定める規定により本新株予約権の行使ができなくな

った場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

(iii) 前各号に定めるほか、当社取締役会が取得する日を別途定めたときは、当該日が到来することをもっ

て、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

⑩ その他の条件については、再編対象会社が決定する

５．付与対象者の一部が退職したことに伴い、残存する新株予約権について、2025年１月31日に9,621個を取得

し、提出日の前月末現在、当社が9,621個を保有しております。

６．付与対象者の退職により、本書提出日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役２名、当社使

用人、子会社役員及び使用人79名となっております。
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第２回B種新株予約権

決議年月日 2024年６月５日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役 ２

当社使用人、子会社役員及び使用人 ７

新株予約権の数(個)※ 317,570 (注)２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)※
普通株式317,570 (注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 1,000 (注)３

新株予約権の行使期間
自 2026年６月６日

至 2034年６月４日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1,007

資本組入額 503.5

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会による

承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
(注)５

※当事業年度の末日（2024年８月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現

在（2025年４月30日）にかけて変更された事項はありません。

(注)１．本新株予約権は、新株予約権１個につき７円で有償発行しております。

２．本新株予約権の目的である株式は、当社の普通株式１株であります。ただし、付与株式数は、下記に定める

調整に服するものとしております。

① 新株予約権の割当日後にその普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載に

つき同じ。)または株式併合を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 ×
株式分割または株式併合の比

率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生

日)の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少

して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が

行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与

株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

② 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の取得を行う場合、付与株式数は、次の算式により調整す

る。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 ×

自己株式取得後の発行済株式数

(自己株式数を除く。)

自己株式取得前の発行済株式数

(自己株式数を除く。)

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合

その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付

与株式数の調整を行うことができる。

なお、本項における調整は、本新株予約権のうち、当該調整時点で権利行使されていない本新株予約権に

係る付与株式数についてのみ行われる。

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法

① 本新株予約権の割当日後、当社が普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価

額を調整する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割または株式併合の比率

調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日(基準日を定めない場合はその効力発生日)
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の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、当該各行為に係る基準

日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(剰余

金の額を減少して資本金または準備金を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、

調整後行使価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

② 本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の取得を行う場合、適切に行使価額の調整を行う。

③ 上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて

行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができ

る。

４．新株予約権の行使条件

① 新株予約権者は、2024年８月期から2026年８月期に係る当社の連結損益計算書において、いずれかの期の

営業利益に減価償却費、のれん償却費、減損損失、顧客関連資産償却費、無形固定資産償却費、長期前払

費用償却費及び株式報酬費用を加算した額(以下「EBITDA」という。)が、いずれかの期において33億円以

上となった場合、本新株予約権を行使することができる。また、当社に適用する会計基準の変更等により

参照すべき営業利益や減価償却費の概念等の重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内におい

て、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

② 上記①の条件達成にかかわらず、新株予約権者は、本新株予約権を行使する日以前において、以下の(i)

乃至(iii)に該当する場合は、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとする。

(i) 本新株予約権の割当日から当社普通株式が金融商品取引所に上場されるまでの間で、行使価額を下回

る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合

(ii) 本新株予約権の割当日から当社普通株式が金融商品取引所に上場されるまでの間で、行使価額を下回

る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場合

(iii) 本新株予約権の割当日から当社普通株式が金融商品取引所に上場されるまでの間で、第三者評価機関

等によりDCF法または類似会社比較法等により評価された株式評価額が行使価額を下回った場合

③ 新株予約権者は、本新株予約権に係る割当契約及び当社取締役会の決議にて別段の決定がなされた場合を

除き、本新株予約権を以下の(i)乃至(v)に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該

規定に定める割合を限度として行使することができる。この場合においてかかる割合に基づき算出される

行使可能な本新株予約権の個数につき１個未満の端数が生じる場合には、小数点第１位以下を切り捨てた

個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。

(i) 本上場日までの間:ゼロ

(ii) 本上場日から起算して１年間:ゼロ

(iii) 本上場日の１年後の応当日から起算して２年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３

分の１に相当する個数

(iv) 本上場日の２年後の応当日から起算して１年間:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の３

分の２に相当する個数

(v) 本上場日の３年後の応当日以降:新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数

④ 上記③にかかわらず、本組合ら(新株予約権割当契約書において定義される。)がある時点において保有す

る当社の発行済株式の全部または一部を第三者に譲渡(担保権の実行による場合を含む。)しようとする場

合であって、新株予約権割当契約書に基づく共同売却請求権の行使に係る通知(以下「売却請求通知」と

いう。)を行ったときは、本新株予約権者は、売却請求通知に記載された当該譲渡の実行日の７営業日前

の日までに限り、上記①に基づき行使可能な本新株予約権のすべてを行使することができるものとする。

⑤ 新株予約権者は、本新株予約権の割当時及び権利行使時において、当社または当社の子会社若しくは関連

会社の役員または使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他取締役会

が正当な理由があると認める場合(当社が再任、再雇用その他一定期間の継続勤務を要請したにもかかわ

らずこれに応ずることなく退任または定年退職した場合を除く。)にはこの限りではない。

⑥ 新株予約権者は、以下の事由が生じた場合には、かかる事由の発生時点以後本新株予約権を行使すること

ができない。

(i) 新株予約権者が、破産手続開始または個人再生手続開始の申立てを受け、または自らこれらのうちい

ずれかの手続開始を申し立てた場合

(ii) 新株予約権者が、当社または当社の子会社若しくは関連会社の就業規則に定める諭旨解雇または懲戒

解雇の事由に該当した場合、これらに相当する行為を行ったと当社取締役会の決議により判断された

場合その他本新株予約権を行使させることが相当でないと当社取締役会の決議により判断された場合

(iii) 新株予約権者が当社の事前の書面による承諾を得ないで当社または当社の子会社若しくは関連会社が
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営む事業と同一の事業または直接・間接に競業する行為(当該事業または行為を行う会社等の従業員、

顧問、役員、相談役、代表者またはコンサルタントその他これと同等の地位を有する役職に就任する

ことを含む。)を行った場合

(ⅳ) 新株予約権者が任期満了による退任または定年退職をした場合(当社が再任、再雇用その他一定期間の

継続勤務を要請したにもかかわらずこれに応ずることなく退任または定年退職した場合を除く。)であ

って、当社または当社の子会社若しくは関連会社が書面により新株予約権の行使を認めない旨を書面

により通知したにもかかわらず、当該通知をした日から２週間以内(ただし、当社取締役会の決議によ

り短縮することができる。)に、当該新株を約権者が書面により異議を述べないとき

⑦ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑧ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな

るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑨ 各本新株予約権の１個未満の行使を行うことはできない。

５．組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約

権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社(以下、

「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下

の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、

新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、上記２に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上

記３で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予

約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
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⑤ 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日

から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(i) 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17

条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数

が生じたときは、その端数を切り上げる。

(ii) 本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(i)の資

本金等増加限度額から、上記(i)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

（注）４に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

(i) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計

画、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について取締役会決議がなさ

れた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取

得することができる。

(ii) 新株予約権者が権利行使をする前に、（注）４により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、

当社は本新株予約権を無償(本組合らによる売却請求通知があった場合には、本新株予約権１個当たり

の発行価額７円に相当する金額)で取得することができる。

(iii) 前各号に定めるほか、当社取締役会が取得する日を別途定めたときは、当該日が到来することをもっ

て、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

⑩ その他の条件については、再編対象会社が決定する

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
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(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

2020年12月14日

(注)１
1,000 1,000 0 0 0 0

2021年１月19日

(注)２
600,000 601,000 300 300 300 300

2021年１月26日

(注)３
8,146,143 8,747,143 4,073 4,373 4,073 4,373

2021年８月30日

(注)４
― 8,747,143 △4,273 100 ― 4,373

(注)１．設立

発行価格 1,000円 資本組入額 500円

２．株主割当増資

発行価格 1,000円 資本組入額 500円

割当先及び割当比率 インテグラル株式会社 100.0％

３．株主割当増資

発行価格 1,000円 資本組入額 500円

割当先及び割当比率 プリモ・インテグラル２投資事業有限責任組合 3.2％

Innovation Alpha Primo L.P． 82.5％

プリモ・インテグラル１投資事業有限責任組合 14.3％

４．2021年８月５日開催の臨時株主総会決議に基づき、今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図ることを目

的として株式数の変更を行わない無償減資により資本金の額を減少したものであります（減資割合97.7

％）。

(4) 【所有者別状況】

2025年４月30日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関
金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等
個人

その他
計

個人以外 個人

株主数

(人)
― ― 2 ― 1 ― 2 5 ―

所有株式数

(単元)
― ― 74,945 ― 11,475 ― 1,048 87,468 343

所有株式数

の割合(％)
― ― 85.7 ― 13.1 ― 1.2 100.0 ―
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(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年４月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

87,468

完全議決権株式であり、権利内容に

何ら限定のない、当社における標準

となる株式であります。なお、単元

株式数は100株であります。

8,746,800

単元未満株式
普通株式

― ―
343

発行済株式総数 8,747,143 ― ―

総株主の議決権 ― 87,468 ―

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策と位置付けて、安定的かつ継続的に業績の成長に見合った成果の

配分を行っていくことを基本方針としております。また、利益配分につきましては、株主に対する利益還元、安定的

な成長を持続させるための積極的な投資及び財務体質の安定化に向けた内部留保との適正なバランスの確保にも留意

して実施することを目指しております。

2024年８月期は無配といたしましたが、今後の配当にかかる基本方針として、以下のように定めております。

１．当社は、継続的かつ安定的な配当を実現するために、中長期目標として、連結配当性向を40%以上に設定して

おります。なお、2025年8月期の配当については、通期の連結配当性向50%程度を予定しております。

２．当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会決議において中間配当を行うことができる旨、定款

で定めており、株式上場後は、中間配当、期末配当にて年2回にわけて剰余金の配当を行う方針です。なお、

2025年8月期の剰余金の配当については、期末配当のみを行う予定としております。
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、社会に貢献し、企業価値を継続的に向上させることを経営上の最重要課題として考え、お客様

だけでなく、株主の皆様や取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーからも信頼される企業グループを目指

しております。その実現のため、経営の健全性、効率性及び透明性を確保するためのさまざまな取り組みを実施し、

コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社グループは、2023年11月27日開催の定時株主総会における定款変更により、監査等委員会設置会社に移行致

しました。監査等委員は、他の取締役の選解任・報酬についての意見陳述権を有しており、監査範囲も適法性監査

に加え、妥当性監査が可能となります。それによって、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上さ

せるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現し、業務執行の適法性及び妥当性の監査・監督機能を強化し、コ

ーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、より透明性の高い経営を実現してまいります。

なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

ａ．取締役会

取締役会は、当社の業務執行の最高決定機関であり、取締役(監査等委員であるものを除く。)は３名(うち１

名は社外取締役)、監査等委員である取締役は３名(うち２名が社外取締役)で構成され、充分な議論の上で、経

営に係る重要な意思決定をしております。取締役会は、取締役会規程に基づき、原則として毎月１回以上開催し

ておりますが、意思決定と全体方針や戦略の立案及び執行を迅速かつ機動的に遂行するため、必要に応じて臨時

取締役会を開催しております。

2024年８月期における個々の取締役の出席状況は表のとおりであります。

監査等委員会設置会社移行前(2023年９月１日から臨時株主総会(2023年11月27日)終結の時まで)

役職 氏名 出席日数／開催回数 備考

代表取締役社長 澤野 直樹◎ ５／５ ―

取締役 藤江 秀一 ５／５ ―

社外取締役 長谷川 聡子 ５／５ ―

社外取締役 山崎 壯 ５／５ ―

監査役 香田 拓 ５／５ ―

社外取締役 都築 啓 ５／５ ―
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監査等委員会設置会社移行後(臨時株主総会(2023年11月27日)終結の時から2024年８月31日まで)

氏名 出席日数／開催回数 備考

代表取締役社長 澤野 直樹◎ 13／13 ―

取締役 藤江 秀一 12／13 ―

社外取締役 長谷川 聡子 13／13 ―

社外取締役 山崎 壯 13／13 ―

取締役（常勤監査等委員） 香田 拓 13／13 ―

社外取締役（監査等委員） 都築 啓 13／13 ―

社外取締役（監査等委員） 伊藤 章子 13／13 2023年11月27日就任

(注)１．◎は議長を示しております。

２．書面決議による取締役会の回数は除いております。

３．社外取締役中西 純子は2024年11月29日付で就任しております。

４．社外取締役長谷川 聡子は2025年５月９日付で退任しております。

５．社外取締役都築 啓は2025年５月９日付で退任しております。

ｂ．監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員である取締役３名(うち２名が社外取締役)で構成され、「監査等委員会規程」に

基づき、原則として毎月１回以上開催しております。各監査等委員は、取締役会等への出席、業務状況の調査等

により、会社の状況を把握しつつ、経営活動が法令・社内規程等に準拠して行われていることを監視しておりま

す。

監査等委員会では、経営活動やコンプライアンスに関する状況について幅広く意見交換を行うとともに、監査

方針及び職務に関する事項の決定、常勤監査等委員の選定及び解職、監査報告の作成等を行っております。

ｃ．執行役員制度

当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行

機能を明確に区分し、権限委譲による意思決定の迅速化と経営効率の向上を図るため、執行役員制度を採用して

おります。取締役会及び経営会議で決定した方針のもと、与えられた権限の範囲内で、担当業務の意思決定及び

業務執行を行っております。

ｄ．経営会議

経営会議は、代表取締役の諮問機関として設置し、取締役（常勤監査等委員を含む）、執行役員で構成してお

ります。原則として毎月１回開催しております。経営会議では、各部からの業務執行状況の報告及び取締役会の

付議事項ならびに経営上重要な事項等を事前審議しております。また、代表取締役及び取締役からの重要事項に

関する指示伝達を行っております。

ｅ．リスク・コンプライアンス委員会

当社をはじめとしたグループ各社のコンプライアンスに関する全社的なリスクの監視及び対応を目的とした組

織として、代表取締役を管掌取締役とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、四半期ごとに１回開催し

ております。リスク・コンプライアンス委員会には当社の取締役、部門長（執行役員）、子会社総経理及び内部

監査室が参加し、当社グループのコンプライアンスに係る重要事項の審議及び基本方針の決定を行っており、こ

れらの内容をグループ各社とも情報共有することで、当社グループの全役員及び全従業員等が、法令等を遵守

し、社会人としての良識と責任を持って誠実かつ公正に業務を遂行するよう、周知徹底しております。
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ｆ．指名・報酬委員会

指名・報酬委員会は、当社の取締役の報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレー

ト・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、2025年１月15日付でこれまでの報酬委員会を廃

止し、新たに指名・報酬委員会を設置しております。

指名・報酬委員会を構成する取締役は、取締役会決議により定める３名以上とし、その過半数は、社外取締役

とすることとしております。また委員長は取締役会の決議により、社外取締役である委員の中から選定すること

としております。

開催頻度はあらかじめ定める年間スケジュールによるほか、必要に応じて随時開催しており、取締役会の諮問

に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して助言・提言を行っております。

なお、2025年１月度の取締役会にて設置を決定したことから、最近事業年度(2024年８月期)の開催実績はござ

いません。

イ．指名関係

・株主総会に付議する取締役の選任・解任に関する事項

・代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項

・執行役員の選任・解任及び役付に関する事項

・役員の候補者案、後継者計画等に関する事項

・重要な子会社の取締役の選任・解任に関する事項

・その他、取締役会が指名報酬委員会に諮問した役員の指名に関する事項

ロ．報酬関係

・株主総会に付議する取締役の報酬に関する事項

・取締役及び執行役員の個人別の報酬等の内容に関する事項

・役員報酬に関する基本方針及び報酬制度に関する事項

・重要な子会社の役員報酬に関する事項

・その他、取締役会が指名報酬委員会に諮問した役員の報酬に関する事項

ｇ．内部監査室

当社は代表取締役直轄の部門として内部監査室を設置し、内部監査を実施しております。内部監査室には専任

１名を配置しております。内部監査室は各部門の業務遂行状況を監査し、監査結果を代表取締役に報告しており

ます。また、内部監査の結果、改善指摘事項がある場合、代表取締役が当該監査部署責任者に対して改善措置を

取るよう指示し、改善指示を受けた当該被監査部門の責任者は代表取締役に改善措置報告書を提出します。内部

監査室長は、当該報告書の実施状況について確認を行い、必要に応じてフォローアップ監査を実施し、企業経営

の効率性及び透明性の維持に努めております。
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ｈ．会計監査人

当社は、会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、厳正な会計監査を受けておりま

す。

各会議体の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。役員のみを表示)

役職名 氏名 取締役会 監査等委員会

リスク・

コンプライアンス

委員会

指名・報酬

委員会

代表取締役社長 澤野 直樹 ◎ ― ◎ ○

取締役 藤江 秀一 ○ ― ○ ―

社外取締役 山崎 壯 ○ ― ○ ―

取締役

（常勤監査等委員）
香田 拓 ○ ◎ ○ ―

社外取締役

（監査等委員）
伊藤 章子 ○ ○ ○ ◎

社外取締役

（監査等委員）
中西 純子 ○ ○ ○ ○
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③ 企業統治に関するその他の事項

ａ．内部統制システムの整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するた

めの体制その他当社における業務の適正を確保するため、当社は、「内部統制システム構築の基本方針」を定

め、それに従って内部統制システムの整備を行っております。その概要は、以下のとおりであります。

(１) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスの取組み全般についての企画立案、実務を

統括する。

(b) 取締役、従業員に対するコンプライアンス研修を実施する。

(c) 内部通報制度を構築し、コンプライアンス違反行為の相談や通報をするための内部通報窓口を設置する。

(d) 「内部監査規程」に基づき、代表取締役直轄組織の内部監査室が定期的に内部監査を実施し、すべての業

務が、法令、定款及び社内規程に則って適正かつ妥当に行われているかを監査する。

(e) いわゆる反社会的勢力とは、一切関係を持たないことを宣言し、不当要求等に対しては明確に拒絶すると

ともに、警察、弁護士等外部専門機関との連携により、民事・刑事両面からの法的対応を速やかに実施す

る。

(f) 監査等委員は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証し、監視機能の実効性向上に努め

る。

(２) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、株主総会議事録、取締役会議事録その他作成・保管が法定されている文書（電磁的記録を含み、

以下同様とする。）、ならびに稟議書その他適正な業務執行を確保するために必要な文書及び情報について

は、法令及び文書管理規程等に基づき、それぞれ適正に作成・保存・管理する。

(３) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 経営環境及びリスク要因の変化を踏まえ、各事業内容におけるリスクの適正な分析・評価・検討を行う。

(b) 取締役会及び取締役は、業務執行に伴うリスクについて十分に調査・分析・検討を行い、迅速に改善措置

を実施する。

(c) リスクの発生時においては、損害を最小限に抑えるため、対策本部を設置し、直ちに業務の継続に関する

施策を講じる。

(４) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 取締役会としての役割と責任権限を明確にするため「取締役会規程」を定め、当該規程に基づき取締役会

を運営する。

(b) 定例の取締役会を毎月１回開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定ならびに取締役の業務執

行状況の監督等を行う。

(c) 取締役会の機能をより強化し、経営効率を向上させるため、必要に応じて適宜臨時の取締役会を開催し、

業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。

(d) 取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織管理規程」「職務権限規程」「業務分掌規程」にお

いて、職務の執行の責任及びその執行手続きを規定し、効率的な職務執行を確保する。また、各規程は必

要に応じて適宜見直しを図る。

(５) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 当社グループとしてのガバナンス体制構築のため、子会社管理の担当部署と権限、担当役員を定める。

(b) 「子会社管理規程」を定め、子会社管理の基本方針を明確にし、事前に承認・報告を受けるべき案件を明

確に定める。

(c) 当社は、必要に応じて当社グループ各社の内部統制活動を支援・指導する。

(d) 当社グループ各社は、各事業部門が連携し、当社各部と情報共有を図りながら活動する。

(６) 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときはこれに応じる。
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(７) 監査等委員の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査等委員の職務を補助すべき専任の使用人の人事及びその変更については、監査等委員の同意を要する

ものとする。

(８) 取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他監査等委員への報告に関する体制

取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、取締役または使用人の不正行為、法

令・定款違反行為等を発見したときは、速やかに監査等委員に報告するものとし、それにより不利益を受け

ることはないものとする。

(９) その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 監査等委員は、法令が定める権限を行使するとともに、「監査等委員会規程」「監査等委員監査規程」に

従い、監査方針、監査計画、職務分担等に従い、取締役の職務執行について監査する。

(b) 監査等委員は、取締役と適宜意見交換を実施するほか、内部監査室及び会計監査人との定期的な情報交換

を行う。

(c) 監査等委員は、必要に応じ、当社グループ各社の監査人・監事と会合を持ち、その他随時連携して企業集

団における適正な監査を実施する。

(d) 監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかに当該費用または

債務を処理する。

(10) 財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法等に基づく当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制

の評価の基準に従い、関連規程等の整備をする。

ｂ．リスク管理体制の整備状況

当社は、当社及び当社のグループ会社(以下、「グループ各社」という。)の事業活動におけるコンプライアン

ス体制について、「企業理念」及び「行動基準」に基づき、コンプライアンスの取り組みに関する基本事項を示

すことにより、グループ各社のコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上に資することを目的として「プリモ

グループリスク・コンプライアンス規程」を定めております。当社グループにおいて、リスクとは、グループ各

社に物理的、経済的もしくは信用上の損失または不利益を生じさせるすべての可能性のことを指し、コンプライ

アンスとは、グループ各社の事業活動が、法令、社内規程及び社会規範に基づき良識を持って行動することを指

しております。また、当該規程に基づき、当社をはじめとしたグループ各社のコンプライアンスに関する全社的

なリスクの監視及び対応を目的とした組織として、代表取締役を委員長とし、代表取締役が指名したものによっ

て構成するリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は四半期ご

とに実施しており、主に是正・予防が必要なリスクを認識したとき及び専門サイトから法改正にかかる最新情報

を入手したときなどに、その内容を議案とし、必要に応じて各グループ会社内に周知しております。加えて、グ

ループにとって最大のリスクはお客様の個人情報を含む機密情報の漏洩であり、これを未然に防止するため、当

社グループでは情報セキュリティ管理規程に従い、情報機器及び文書の管理徹底、従業員への情報セキュリティ

教育等の対策を行っております。また、必要に応じて外部専門家からアドバイスを受けられる体制を構築すると

ともに、内部監査及び監査等委員による監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見に努めております。

また、経営に重大な影響を及ぼすさまざまなリスクを未然に防止するため、取締役会において業務遂行及び事

業展開についての情報の収集、共有を図っております。万一、緊急事態が発生した場合にも備えて、代表取締役

及び各部門を統括する取締役を中心に機動的に指示・連絡できる体制を構築し、迅速な対応と適切な措置が講じ

られるように努めております。

当社グループは、コンプライアンス体制強化のため、公益通報の窓口を設置しております。公益通報の窓口

は、「公益通報者保護規程」に基づき、電話、電子メール、文書、面談等を通じてグループ全従業員からの通報

を受け付け、法令及び社内規程等に対する違反行為防止のための早期発見と是正・再発防止に努めております。

また、内部監査室が「内部監査規程」に基づき、当社グループの業務執行部門を対象に内部監査を実施してお

ります。

ｃ．取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)は10名以内、また監査等委員である取締役は４名以内とする

旨、定款に定めております。
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ｄ．取締役の選任の決議要件の内容

当社は、取締役の選任決議を監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とで区別して行い、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の１を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任

決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。

ｅ．中間配当

当社は、剰余金の配当(中間配当)について、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第５項の規定

に基づき、取締役会の決議によって毎年２月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めて

おります。

f. 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めておりま

す。

ｇ．自己株式の取得

当社は、企業環境の変化に対応し機動的な資本政策を遂行することを目的とし、自己株式の取得について、会

社法第165条第２項の規定により、取締役会決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる旨

を定款に定めております。

ｈ．役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で当社及び当社子会社の役員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する

役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社負担としております。当該保険契約の内容の概要

は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって

生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しております。
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(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3％)

役名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

社長
澤野 直樹 1971年10月９日

1995年11月 ㈱ダイヤモンドシライシ（現 ㈱

NEW ART HOLDINGS） 入社

1998年６月 同社 取締役営業本部 ゼネラル

マネージャー

2000年10月 ㈲エストラスト開発 設立 代表

取締役社長

2002年９月 プリモ・ジャパン㈱ 監査役

2002年12月 同社 取締役 兼 ブランドインテ

グレーション事業本部長

2004年６月 同社 代表取締役社長

2007年５月 Primo Diamond Taiwan Inc. 董

事

2011年９月 Primo Diamond Hong Kong Ltd.

董事(現任)

2014年７月 Primo Diamond Taiwan Inc. 董

事長(現任)

2015年11月 Primo Diamond Shanghai Trading

Co.,LTD. 董事長(現任)

2019年４月 Kuno Primo Co.,Ltd. 董事

2021年１月 当社 代表取締役社長(現任)

2022年２月 Primo Diamond Singapore

Pte.Ltd. Director(現任)

2022年８月 プリモ・ジャパン㈱ 取締役(現

任)

2022年９月 Primo Diamond Shanghai Trading

Co.,LTD. 董事長 総経理

(注)４ 87,471

取締役 藤江 秀一 1978年８月２日

2001年４月 プリモ・ジャパン㈱ 入社

2001年６月 エスビーアイ・プロモ㈱ 出向

2005年10月 同社 営業戦略部 部長

2006年10月 同社 総務人事部 部長

2009年８月 同社 営業本部 本部長

2009年12月 同社 取締役

2015年11月 Primo Diamond Shanghai Trading

Co.,LTD. 董事総経理

2018年８月 プリモ・ジャパン㈱ 取締役 兼

執行役員

Primo Diamond Hong Kong Ltd.

董事(現任)

2021年１月 当社 取締役(現任)

2022年９月 プリモ・ジャパン㈱ 代表取締役

社長(現任)

2022年９月 Primo Diamond Shanghai Trading

Co.,LTD. 董事(現任)

(注)４ 17,494
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役名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

社外取締役 山崎 壯 1978年８月17日

2001年４月 デロイトトーマツコンサルティン

グ㈱（現 アビームコンサルティ

ング㈱） 入社

2004年７月 ㈱産業再生機構 入社

2009年７月 インテグラル㈱ 参画

2010年11月 ㈱ヨウジヤマモト 監査役

2011年９月 ファイベスト㈱（現MACOM Japan

㈱）執行役員

2013年12月 同社 取締役

2017年１月 ㈱アデランス 取締役(現任)

2017年１月 ㈱アデランスメディカルリサーチ

取締役

2017年11月 ㈱イーダーム 取締役

2019年４月 東洋エンジニアリング㈱ 経営企

画本部(現任)

2019年10月 サンデン・リテールシステム㈱

社外取締役

2019年11月 SDRSホールディングス㈱（現サン

デン・リテールシステム㈱）取締

役(現任)

2020年１月 インテグラル㈱ パートナー(現

任)

2021年１月 当社 取締役(現任)

2022年４月 ㈱テクセンドフォトマスク 取締

役(現任)

(注)４ ―

取締役

(常勤監査

等委員)

香田 拓 1964年１月21日

1987年４月 ㈱ビブレ 入社

2002年７月 ㈱ノベル 入社

2004年６月 プリモ・ジャパン㈱ 取締役副社

長

2004年12月 同社 取締役副社長 兼 管理本部

長

2006年10月 同社 取締役 兼 営業本部長

2007年４月 同社 取締役 兼 I-PRIMO事業本

部長

2009年12月 同社 監査役

2011年３月 ㈱ルーターズ・アンリミテッド設

立 代表取締役社長

2015年７月 プリモ・ジャパン㈱ 常勤監査役

2018年７月 同社 取締役（常勤監査等委員）

2021年１月 同社 常勤監査役(現任)

2021年１月 当社 常勤監査役

2023年11月 当社 取締役（常勤監査等委員）

(現任)

(注)５ ―
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役名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

社外取締役

(監査等委

員)

伊藤 章子 1979年12月９日

2004年12月 新日本監査法人（現 EY新日本有

限責任監査法人）入社

2014年10月 クリフィックス税理士法人 入社

2015年６月 ペットゴー㈱ 社外監査役（社外

取締役監査等委員として現任）

2017年10月 伊藤章子公認会計士事務所 開業

(現任)

2019年４月 ピクシーダストテクノロジーズ㈱

社外監査役(現任)

2019年７月 ㈱コンヴァノ 社外取締役

2019年９月 ㈱アイスタイル 社外監査役

2023年１月 合同会社アコット 設立 代表社

員(現任)

2023年10月 ㈱RevComm 社外監査役(現任)

2023年11月 当社 社外取締役(監査等委員)

(現任)

(注)６ ―

社外取締役

（監査等委

員）

中西 純子 1967年５月21日

1991年４月 オリックス㈱入社

2014年７月 オリックス・アセットマネジメン

ト㈱ 出向 取締役常務執行役員

2017年１月 オリックス㈱ 理事・投融資管理

本部副本部長

2018年５月 オリックス銀行㈱ 出向

2019年３月 同社 執行役員

2024年６月 一般財団法人日本リハネスゴルフ

協会 理事(現任)

2024年11月 当社 社外取締役（監査等委員）

(現任)

(注)７ ―

計 104,965

(注)１．取締役 山崎壯、伊藤章子及び中西純子は、社外取締役であります。

２．監査等委員 伊藤章子の戸籍上の氏名は、浜田章子であります。

３．2023年11月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監

査等委員会設置会社に移行しております。

４．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年11月29日開催の定時株主総会終結の時から選任

後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．監査等委員 香田拓の任期は、2023年11月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する

事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

６．監査等委員 伊藤章子の任期は、2023年11月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了す

る事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

７．監査等委員 中西純子の任期は、2024年11月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了す

る事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

８．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執

行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は２名であり、氏名及び役位は以下のとおりであります。

役位 氏名

管理管掌執行役員 佐田 大輔

執行役員 田邉 健一
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② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を３名、うち２名を監査等委員として選任しております。当社は、コーポレート・ガバナン

スの強化を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的と

して、社外取締役が中立的な立場から有益に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めてお

ります。

社外取締役の山崎壯は、金融機関・コンサルティング会社での業務経験による金融分野やビジネスを取り巻く動

向に関する高い識見・専門性を有しております。また、経営陣から独立した客観的な立場で適切な意見を得られる

ものとし、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性向上に大いに貢献できると判断し、社外取締役に選任

しております。

社外取締役（監査等委員）伊藤章子は、公認会計士・税理士としての専門性を有しており、財務及び会計の専門

的な見地から、監査等委員監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。

社外取締役（監査等委員）中西純子は、金融機関での業務経験により財務、リスク管理、コンプライアンスに関

して高い識見・専門性を有しております。またサステナビリティ担当執行役員として、体制構築と社内教育の経験

を有しており、今後当社が取り組むべきサステナビリティに関する助言をはじめ、ガバナンスに関して監督機能の

実効性向上貢献に期待し、社外取締役に選任しております。

それぞれが多様な経験・価値観に基づいて当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について助言を

行うとともに、他の取締役の業務執行の監督を行っております。当社では、社外取締役を選任するための独立性に

関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関

する判断基準を参考にしております。なお、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係または取引関係そ

の他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役の選任にあたっては、会社法上の社外要件を充たすとともに、経営者としての高い見識及び

豊富な経験を有する者、または「法務」、「財務／会計／税務」等の分野で高度な専門性を有する者を候補者とし

て選定しております。また、社外取締役の中から、東京証券取引所が定める独立性基準をすべて充たす者を、一般

株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員として指定しており、社外取締役である監査等委員の伊藤章子及び中

西純子を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と

の関係

当社は、社外取締役を３名選任しておりますが、２名が監査等委員であり、監査等委員会を通じて、内部監査室

及び会計監査人と相互に連携するとともに、内部統制部門と意思疎通を図り、監査の実効性向上に努めておりま

す。監査等委員とは月次で打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っております。会計監査人とは不定期

に意見交換を実施し、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、

必要に応じ指導を受け、助言を得ております。

監査等委員は、監査等委員会で決議された監査方針及び監査計画、監査基準に基づき、取締役会をはじめとする

重要な会議へ出席するとともに、会計監査人、取締役、内部監査室等からの報告聴取を行うなど、取締役の職務執

行を検証、監視しております。また、内部監査室等、会計監査人との連携をとりながら、監査の実効性、効率性を

高めております。内部監査室等とは月次で打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っております。会計監

査人からは監査計画についての説明を受けるとともに、四半期ごとに意見交換を実施し、連携を行っております。

(3) 【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社における監査等委員会は、常勤監査等委員１名と、非常勤監査等委員２名で構成しており、原則として毎月

１回監査等委員会を開催し、必要に応じて臨時に監査等委員会を招集しております。

常勤監査等委員の香田拓及び非常勤監査等委員の中西純子は、企業経営や人材戦略等において相当程度の知識を

有しており、会計監査・業務監査の有効性を高めております。

非常勤監査等委員の伊藤章子は、税務・会計及び法務において専門的な知識と豊富な経験を有しており、会計監

査・業務監査の有効性を高めております。

監査等委員会監査は、会社の監督機能の一翼を担い、かつ、株主の負託を受けた法定の独立の機関として監査等

委員会で決議された監査の方針及び監査計画に基づいて、監査を実施しており、監査等委員は、取締役会に出席し、

取締役の職務執行を監査しております。監査等委員の職務の分担については、監査等委員間での協議を踏まえ、監

査等委員会の決議を経て決定します。

また、監査等委員は会計監査人、取締役、内部監査部門からの報告を受け、監査等委員会に報告することで当社
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の監査に必要な情報を随時共有し、監査の有効性、効率性を高めております。

当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。

役職名 氏名 出席日数／開催回数 備考

取締役（常勤監査等委員） 香田 拓 ９／９ ―

社外取締役（監査等委員） 都築 啓 ９／９ ―

社外取締役（監査等委員） 伊藤 章子 ９／９ 2023年11月27日就任

(注)１．当社は、2023年11月27日に監査等委員会を設置しているため、監査等委員会出席状況については、2023年

11月から2024年８月までの実績を記載しております。

２．社外取締役中西 純子は2024年11月29日付で就任しております。

３．社外取締役都築 啓は2025年５月９日付で退任しております。

監査等委員会における具体的な検討事項として、監査報告書の作成、会計監査人の選任及び解任ならびに不再任

に関する議案の内容の決定、取締役（監査等委員を除く）の選任もしくは解任または辞任についての監査等委員会

の意見の決定等があります。

常勤監査等委員及び非常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い連携して、取

締役会に出席するほか、常勤監査等委員は社内の重要な会議として位置付ける経営会議、リスク・コンプライアン

ス委員会、指名・報酬委員会に出席し、内部監査にも同席するなど、取締役からの報告、資料の閲覧や日常の社内

業務の状況等を通じて取締役の職務執行等を監査し、監査の状況を監査等委員会において確認・評価しておりま

す。

② 内部監査の状況

当社は、組織上の独立性を保つため、内部監査室を代表取締役直属とし、専任１名を配置しております。内部監

査室は、内部監査規程と年間計画に基づき、当社グループの制度、組織、業務活動、法令、規程等の適合性につい

て内部監査を実施し、対象部門に対して問題点の指摘、改善のための提言、是正勧告等を行っております。また、

年間の内部監査計画は、期初に代表取締役の承認を得ることとしており、監査結果は代表取締役に報告されます。

なお、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携をして、三様監査の体制のもと、情報共有を行

い、効果的な監査を実施するよう努めております。

③ 内部監査の実効性を確保するための取組（デュアルレポーティングを含む）

当社は、内部監査の実効性を確保するための取組として、より効率的な内部監査を実施するために、会計監査人

との意見交換や監査等委員との定期的な会合を行い、コンプライアンスや内部統制の整備状況等について問題点の

情報を共有しております。今後は、内部監査における監査結果を取締役会へ直接報告する体制整備を検討してまい

ります。

④ 会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

ｂ．継続監査期間

４年

ｃ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 根本 知香

指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 重義

※継続監査年数については、いずれも７年以内であるため記載を省略しております。

ｄ. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 ４名

その他 20名

ｅ．監査法人の選定方針と理由
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監査法人の選定については、会計監査人の監査活動実績、能力（専門性）、組織及び体制、監査の品質、独立

性を評価し、当該会計監査人の再任の適否について判断を行っております。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会

に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該

議案を株主総会に提出致します。

また、監査等委員会は会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等

委員全員の同意により会計監査人を解任致します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最

初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告致します。

ｆ．監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人である監査法人から、監査報告時に、監査品質及び品質管理、独

立性及び職業倫理、総合能力（職業的専門家としての専門性）、監査実施の有効性及び効率性の報告を受け、監

査法人に対して、総合的な評価を行っております。

⑤ 監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度 最近連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社 22 ― 27 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 22 ― 27 ―

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（ａを除く）

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度 最近連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

(注)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

(注)

提出会社 ― ― ― ―

連結子会社 10 0 11 0

計 10 0 11 0

(注) 主な内容は、税務関連業務であります。

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

ｄ．監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や事業特性に基づく監査

公認会計士等の監査計画とその内容及び日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。

ｅ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

取締役会が提案した会計監査人に対する報酬として、当社の監査等委員会が会社法第399条第１項の同意をし

た理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等について必要

な検証を行い審議した結果、会計監査人の報酬等の額が適切であると判断したためであります。
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(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2023年11月27日開催の定時株主総会におい

て年額250百万円以内と決議されております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は2023年11月27日開催の

定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の基本的な方針は、株主総会において決議された報酬等の総

額の限度内で、世間水準、業績、従業員給与等とのバランスを考慮し、各取締役の職務成果や当社グループへの貢

献等を勘案のうえ決定しております。

当事業年度においては、2024年10月21日に開催された任意の報酬委員会で、世間水準や従業員給与等とのバラン

スや各取締役の職務成果や当社グループへの貢献等を勘案のうえ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の

個別報酬を審議し、2024年11月29日開催の取締役会の承認決議により決定しております。

なお、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議により決定しております。

また、当社は2025年１月15日付で、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を過半数とする任意の指名・報酬

委員会を設置しております。

今後、取締役の報酬につきましては、この独立社外取締役及び代表取締役からなる指名・報酬委員会へ諮問し、

その結果を十分に踏まえて取締役会決議によって決定することといたします。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる

役員の員数

(名)基本報酬
ストック・

オプション
賞与 退職慰労金

取締役

(監査等委員及び社外取締

役を除く。)

42 42 0 ― ― 2

監査役

(社外監査役を除く。)
2 2 ― ― ― 1

監査等委員

(社外監査等委員を除く。)
6 6 ― ― ― 1

社外役員 3 3 ― ― ― 1

(注) 取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）の報酬等の総額には、連結子会社からの役員報酬を含めておりま

す。

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上の役員が存在しないため、記載しておりません。

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び要約中間連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に基づいて作成して

おります。

(2) 当社の要約中間連結財務諸表は「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28

号)第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しております。

なお、当社の要約中間連結財務諸表は、第１種中間連結財務諸表であります。

(3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。また、当社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等

規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

２ 監査証明について

(1) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(2022年９月１日から2023年８月31

日まで)及び当連結会計年度(2023年９月１日から2024年８月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(2022年９

月１日から2023年８月31日まで)及び当事業年度(2023年９月１日から2024年８月31日まで)の財務諸表について、EY

新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年９月１日から2025年２月

28日まで)に係る要約中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けておりま

す。

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について連結財務諸表等に的確に反映する体制を

構築するため、公益財団法人財務会計基準機構が公表する会計基準等に係る情報を適時に取得するとともに、監査法

人等が主催するセミナーへ参加し情報収集に努めております。

４ IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について

当社は、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握を行っておりま

す。また、IFRSに準拠したグループ会計マニュアルを作成し、IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成すること

ができる体制の整備を行っております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結財政状態計算書】

（単位：百万円）

注記
移行日

(2022年９月１日)
前連結会計年度

(2023年８月31日)
当連結会計年度

(2024年８月31日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 ７,17 4,663 2,609 3,199

営業債権及びその他の債権 ８,31 1,458 1,467 1,648

棚卸資産 ９,17 5,871 6,082 6,479

その他の流動資産 473 40 79

流動資産合計 12,467 10,199 11,407

非流動資産

有形固定資産 10,13 1,774 1,702 1,632

のれん 11,13 15,990 16,118 16,201

無形資産 11,13,17 9,660 9,673 9,935

使用権資産 12,13 4,683 3,940 3,685

持分法で会計処理されている
投資

160 152 121

その他の金融資産 14,17,31 1,748 1,610 1,556

繰延税金資産 15 602 818 839

その他の非流動資産 32 21 13

非流動資産合計 34,654 34,036 33,984

資産合計 47,121 44,236 45,392
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（単位：百万円）

注記
移行日

(2022年９月１日)
前連結会計年度

(2023年８月31日)
当連結会計年度

(2024年８月31日)

負債及び資本

負債

流動負債
営業債務及びその他の債務 16,31 1,476 1,319 1,976

契約負債 23 2,783 2,749 2,877

借入金 17,18,31 950 1,000 1,000

未払法人所得税等 244 200 504

リース負債 17,18,31 1,801 1,959 1,783

引当金 19 2 0 －

その他の流動負債 20 830 982 1,295

流動負債合計 8,087 8,210 9,437

非流動負債

借入金 17,18,31 18,598 15,336 14,336

リース負債 17,18,31 4,372 3,891 3,542

引当金 19 196 202 207

繰延税金負債 15 2,489 2,184 2,151

その他の非流動負債 20 25 20 15

非流動負債合計 25,682 21,634 20,253

負債合計 33,770 29,845 29,691

資本

資本金 22 100 100 100

資本剰余金 22 8,647 8,647 8,647

利益剰余金 22 754 1,548 2,705

その他の資本の構成要素 22 3,850 4,095 4,248

親会社の所有者に帰属する
持分合計

13,351 14,390 15,700

資本合計 13,351 14,390 15,700

負債及び資本合計 47,121 44,236 45,392
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【要約中間連結財政状態計算書】

（単位：百万円）

注記
前連結会計年度

(2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(2025年２月28日)

資産

流動資産

現金及び現金同等物 3,199 2,648

営業債権及びその他の債権 1,648 1,645

棚卸資産 ６ 6,479 6,739

その他の流動資産 79 27

流動資産合計 11,407 11,061

非流動資産

有形固定資産 1,632 1,563

のれん ７ 16,201 16,296

無形資産 ７ 9,935 9,959

使用権資産 3,685 3,450

持分法で会計処理されている投資 121 112

その他の金融資産 10 1,556 1,334

繰延税金資産 839 916

その他の非流動資産 13 6

非流動資産合計 33,984 33,639

資産合計 45,392 44,700
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（単位：百万円）

注記
前連結会計年度

(2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(2025年２月28日)

負債及び資本

負債

流動負債

営業債務及びその他の債務 1,976 1,760

契約負債 2,877 3,387

借入金 1,000 1,000

未払法人所得税等 504 431

リース負債 1,783 1,657

その他の流動負債 1,295 953

流動負債合計 9,437 9,189

非流動負債

借入金 14,336 13,031

リース負債 3,542 3,173

引当金 207 202

繰延税金負債 2,151 2,157

その他の非流動負債 15 13

非流動負債合計 20,253 18,578

負債合計 29,691 27,768

資本

資本金 100 100

資本剰余金 8,647 6,860

利益剰余金 2,705 5,540

その他の資本の構成要素 4,248 4,431

親会社の所有者に帰属する持分合計 15,700 16,932

資本合計 15,700 16,932

負債及び資本合計 45,392 44,700
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② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

（単位：百万円）

注記
前連結会計年度

(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

売上収益 ６,23 23,471 24,900

売上原価 8,118 8,651

売上総利益 15,353 16,249

販売費及び一般管理費 24 13,280 14,044

その他の収益 25 123 379

その他の費用 26 835 337

営業利益 1,360 2,246

金融収益 27 20 8

金融費用 27 533 510

持分法による投資損失 9 30

税引前当期利益 838 1,714

法人所得税費用 15 △40 563

当期利益 878 1,150

当期利益の帰属

親会社の所有者 878 1,150

当期利益 878 1,150

１株当たり当期利益

基本的１株当たり当期利益(円) 29 100.41 131.55
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【連結包括利益計算書】

（単位：百万円）

注記
前連結会計年度

(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

当期利益 878 1,150

その他の包括利益

純損益にその後に振り替えられる可能性
のある項目

在外営業活動体の換算差額 28 244 150

小計 244 150

税引後その他の包括利益 244 150

当期包括利益 1,123 1,301

当期包括利益の帰属

親会社の所有者 1,123 1,301

当期包括利益 1,123 1,301
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【要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書】

【要約中間連結損益計算書】

（単位：百万円）

注記
前中間連結会計期間
(自2023年９月１日
至2024年２月29日)

当中間連結会計期間
(自2024年９月１日
至2025年２月28日)

売上収益 ８ 12,445 13,404

売上原価 4,248 4,753

売上総利益 8,196 8,650

販売費及び一般管理費 6,800 7,082

その他の収益 116 97

その他の費用 12 79

営業利益 1,500 1,585

金融収益 4 3

金融費用 244 232

持分法による投資損失 18 9

税引前中間利益 1,241 1,348

法人所得税費用 303 299

中間利益 938 1,048

中間利益の帰属

親会社の所有者 938 1,048

中間利益 938 1,048

１株当たり中間利益

基本的１株当たり中間利益(円) ９ 107.25 119.91
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【要約中間連結包括利益計算書】

（単位：百万円）

注記
前中間連結会計期間
(自2023年９月１日
至2024年２月29日)

当中間連結会計期間
(自2024年９月１日
至2025年２月28日)

中間利益 938 1,048

その他の包括利益

純損益にその後に振り替えられる可能性
のある項目

在外営業活動体の換算差額 535 172

小計 535 172

税引後その他の包括利益 535 172

中間包括利益 1,474 1,221

中間包括利益の帰属

親会社の所有者 1,474 1,221

中間包括利益 1,474 1,221
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③ 【連結持分変動計算書】

前連結会計年度(自2022年９月１日 至2023年８月31日)

(単位：百万円)

注記
親会社の所有者に帰属する持分

資本
合計資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

その他の資本
の構成要素

合計

2022年９月１日残高 100 8,647 754 3,850 13,351 13,351

当期利益 878 878 878

その他の包括利益 244 244 244

当期包括利益 － － 878 244 1,123 1,123

新株予約権の失効 22,30 0 △0 － －

株式報酬 22,30 0 0 0

その他 △84 △84 △84

所有者との取引額等合計 － － △83 △0 △83 △83

2023年８月31日残高 100 8,647 1,548 4,095 14,390 14,390

当連結会計年度(自2023年９月１日 至2024年８月31日)

(単位：百万円)

注記
親会社の所有者に帰属する持分

資本
合計資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

その他の資本
の構成要素

合計

2023年９月１日残高 100 8,647 1,548 4,095 14,390 14,390

当期利益 1,150 1,150 1,150

その他の包括利益 150 150 150

当期包括利益 － － 1,150 150 1,301 1,301

新株予約権の発行 22,30 2 2 2

新株予約権の失効 22,30 5 △5 － －

株式報酬 22,30 6 6 6

所有者との取引額等合計 － － 5 2 8 8

2024年８月31日残高 100 8,647 2,705 4,248 15,700 15,700
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【要約中間連結持分変動計算書】

前中間連結会計期間(自2023年９月１日 至2024年２月29日)

(単位：百万円)

注記
親会社の所有者に帰属する持分

資本
合計資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

その他の資本
の構成要素

合計

2023年９月１日残高 100 8,647 1,548 4,095 14,390 14,390

中間利益 938 938 938

その他の包括利益 535 535 535

中間包括利益 － － 938 535 1,474 1,474

株式報酬 0 0 0

所有者との取引額等合計 － － － 0 0 0

2024年２月29日残高 100 8,647 2,486 4,631 15,865 15,865

当中間連結会計期間(自2024年９月１日 至2025年２月28日)

(単位：百万円)

注記
親会社の所有者に帰属する持分

資本
合計資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

その他の資本
の構成要素

合計

2024年９月１日残高 100 8,647 2,705 4,248 15,700 15,700

中間利益 1,048 1,048 1,048

その他の包括利益 172 172 172

中間包括利益 － － 1,048 172 1,221 1,221

欠損填補 △1,786 1,786 － －

株式報酬 10 10 10

所有者との取引額等合計 － △1,786 1,786 10 10 10

2025年２月28日残高 100 6,860 5,540 4,431 16,932 16,932
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

注記
前連結会計年度

(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益 838 1,714

減価償却費及び償却費 2,364 2,404

有形固定資産売却益 △0 △28

減損損失 823 221

受取利息 △13 △8

支払利息 528 469

持分法による投資損失 9 30

棚卸資産の増減額（△は増加） △119 △386

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加)

34 △96

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△178 447

契約負債の増減額（△は減少） △58 116

その他 315 167

小計 4,544 5,052

利息の受取額 14 8

利息の支払額 △563 △461

法人所得税の支払額又は還付額（△は
支払）

△227 △357

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,767 4,242

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △463 △265

無形資産の取得による支出 △28 △113

有形固定資産の売却による収入 0 56

敷金及び保証金の差入による支出 △114 △138

敷金及び保証金の回収による収入 55 197

投資活動によるキャッシュ・フロー △549 △262

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 18 △3,212 △1,000

リース負債の返済による支出 18 △2,194 △2,423

新株予約権の発行による収入 － 2

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,406 △3,421

現金及び現金同等物に係る換算差額 29 32

現金及び現金同等物の増減額（△は減
少）

△2,158 590

現金及び現金同等物の期首残高 4,663 2,609

新規連結に伴う増加額 104 －

現金及び現金同等物の期末残高 ７ 2,609 3,199
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【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

注記
前中間連結会計期間
(自2023年９月１日
至2024年２月29日)

当中間連結会計期間
(自2024年９月１日
至2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益 1,241 1,348

減価償却費及び償却費 1,192 1,102

有形固定資産売却益 △0 －

減損損失 － 1

受取利息 △4 △3

支払利息 236 229

持分法による投資損失 18 9

棚卸資産の増減額（△は増加） △385 △240

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加)

△32 △63

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

540 △217

契約負債の増減額（△は減少） 130 511

その他 △191 △237

小計 2,745 2,439

利息の受取額 4 3

利息の支払額 △232 △226

法人所得税の支払額 △153 △458

法人所得税の還付額 0 33

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,363 1,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △169 △100

無形資産の取得による支出 △37 △33

有形固定資産の売却による収入 0 －

敷金及び保証金の差入による支出 △103 △8

敷金及び保証金の回収による収入 77 235

投資活動によるキャッシュ・フロー △231 92

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △500 △1,305

リース負債の返済による支出 △1,182 △1,149

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,682 △2,454

現金及び現金同等物に係る換算差額 49 19

現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

498 △551

現金及び現金同等物の期首残高 2,609 3,199

現金及び現金同等物の中間期末残高 3,107 2,648
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【連結財務諸表注記】

１．報告企業

プリモグローバルホールディングス株式会社（以下「当社」という。）は日本に所在する株式会社であり、登記上

の本社の住所は東京都中央区に所在しております。当社の連結財務諸表は、当社及びその子会社（以下「当社グルー

プ」という。）、並びに当社グループの関連会社に対する持分から構成されております。詳細につきましては、注記

「32.関連当事者 (4)子会社に関する情報」をご参照ください。当社グループはジュエリー販売を主な事業としてお

ります。（注記「６．事業セグメント」参照）。

当社は、ブライダルジュエリー事業を展開するプリモ・ジャパンをはじめとする、グループ会社の経営管理全般を

行う持株会社であります。

当社グループは、1999年４月に設立された株式会社スピードクリエイションを前身としております。株式会社スピ

ードクリエイションは、ブライダルジュエリーの販売と、通信技術の発展及びインターネット需要の急拡大を受けて

の当該分野における事業拡大、並びにベンチャー企業への投資を目的として設立されました。同年12月には商号を株

式会社スピードグループに変更し、その後2004年に事業の選択と集中を行い、ブライダルジュエリーの販売を専業と

して、商号をプリモ・ジャパン株式会社(以下、「旧プリモ・ジャパン①」という。) に変更いたしました。以来、

「最高(プリモ)の夢(おもい)を最高(プリモ)の幸(かたち)に」を企業理念として事業を拡大してまいりましたが、事

業の拡大に伴い組織管理体制の強化を目的とした投資ファンドからの出資受入れ等の複数回にわたる企業再編を行い、

現在の当社グループを形成しておりますので、以下でその内容を説明いたします。

(1) ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアの関連会社であるルビーホールディングス株式会社による旧

プリモ・ジャパン①の子会社化及び同社の吸収合併

ルビーホールディングス株式会社は、旧プリモ・ジャパン①の株式取得等を目的として、ベアリング・プライベー

ト・エクイティ・アジアの関連会社として2010年12月に設立されました。ルビーホールディングス株式会社は、2011

年１月に旧プリモ・ジャパン①の株主であった、ゴールドマン・サックス証券の関連会社である合同会社ジュピター

インベストメント、並びにリサ・コーポレート・ソリューション・ファンド投資事業有限責任組合より、旧プリモ・

ジャパン①の普通株式(議決権比率73.0％)を取得し、その後の株式取得により、2011年７月に旧プリモ・ジャパン①

を完全子会社化いたしました。

その後、ルビーホールディングス株式会社は2011年９月に旧プリモ・ジャパン①を消滅会社とする吸収合併を行い、

ルビーホールディングス株式会社の商号をプリモ・ジャパン株式会社(以下、「旧プリモ・ジャパン②」という。)に

変更しております。

(2) 株式会社PMホールディングスによる旧プリモ・ジャパン②の子会社化及び同社の吸収合併

株式会社PMホールディングスは、旧プリモ・ジャパン②の株式取得等を目的として、株式会社ロングリーチグルー

プの関連会社として2014年12月に設立されました。株式会社PMホールディングスは、2015年１月に旧プリモ・ジャパ

ン②の株主であった、ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアの関連会社であるPRIMO DIA HOLDINGS

LIMITEDより、旧プリモ・ジャパン②の普通株式(議決権比率100.0％)を取得し、完全子会社化いたしました。

その後、株式会社PMホールディングスは2015年７月に旧プリモ・ジャパン②を消滅会社とする吸収合併を行い、株

式会社PMホールディングスの商号をプリモ・ジャパン株式会社(以下、「プリモ・ジャパン③」という。)に変更して

おります。

(3) PJホールディングス株式会社によるプリモ・ジャパン③の子会社化

PJホールディングス株式会社（現 当社）は、プリモ・ジャパン③の株式取得等を目的として、当社の最終的な支配

当事者であるインテグラル株式会社（注記「32．関連当事者」参照）が組成したプリモ・インテグラル１投資事業有

限責任組合、プリモ・インテグラル２投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha Primo L．P．を株主として2020年

12月に設立されました。2021年１月27日、プリモ・ジャパン③の普通株式（議決権比率100％）を取得し、完全子会社

化いたしました。

2021年４月、PJホールディングス株式会社は商号をプリモグローバルホールディングス株式会社に変更しておりま

す。 なお、連結財務諸表に計上されているのれんのうち16,201百万円は、すべて2021年１月27日の企業結合により

認識されたものであります。
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２．作成の基礎

(1) IFRSに準拠している旨及び初度適用に関する事項

当社グループの連結財務諸表は、国際会計基準審議会によって公表されたIFRSに準拠して作成しております。当

社は、連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしているため、同第

93条の規定を適用しております。当社グループは、2024年８月31日に終了する連結会計年度にIFRSを初めて適用し、

IFRSへの移行日は2022年９月１日であります。

当社グループは日本基準に準拠した連結財務諸表を作成していないため、IFRS第１号「国際財務報告基準の初度

適用」（以下「IFRS第１号」という。）で開示が求められる従前の会計原則に従って報告された金額からの調整表

は作成しておりません。また、当社はグループ会社の経営管理全般を行う純粋持株会社であり、主たる事業は子会

社が行っていることから、当社の日本基準に準拠した個別財務諸表上の金額からの調整表についても作成しており

ません。

IFRS第１号は、IFRSを初めて適用する企業に対し、原則としてIFRSを遡及的に適用することを求めています。当

社グループは、IFRS第１号の遡及適用に対する以下の強制的な例外規定を除き、任意に適用できる免除規定は採用

しておりません。

IFRS第１号の遡及適用に対する強制的な例外規定

IFRS第１号では、「見積り」、「金融資産及び金融負債の認識の中止」、「非支配持分」及び「金融商品の分類

及び測定」等について、IFRSの遡及適用を禁止しております。当社グループはこれらの項目について移行日より将

来に向かって適用しております。

(2) 測定の基礎

当社グループの連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎として作

成しております。

(3) 機能通貨及び表示通貨

当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円(百万円単位、単位未満切捨て)で表示しておりま

す。
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３．重要性がある会計方針

(1) 連結の基礎

① 当社グループの連結財務諸表

当社グループの連結財務諸表は、当社及び子会社の財務諸表を含めております。子会社とは、当社グループによ

り支配されている企業をいいます。当社グループがある企業へ関与することにより生じる変動リターンに対するエ

クスポージャー又は権利を有し、かつ、当該企業に対するパワーを通じて当該リターンに影響を及ぼす能力を有し

ている場合に、当社グループは当該企業を支配していることとなります。子会社の財務諸表は、当社グループによ

る支配開始日から支配終了日までの間、連結の範囲に含めております。また、子会社が適用する会計方針が当社グ

ループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子会社の財務諸表の調整を行っております。

② 連結上消去される取引

連結財務諸表の作成にあたり、当社グループ間の内部取引高、内部取引によって発生した未実現損益及び債権債

務残高を消去しております。

③ 関連会社

関連会社とは、当社グループが当該企業に対し、財務及び営業の方針に重要な影響力を有しているものの、支配

又は共同支配をしていない企業をいいます。当社グループが他の企業の議決権の20％から50％を保有する場合、当

社グループは、当該他の企業に対して重要な影響力を有していると推定されます。

関連会社については、持分法を適用して会計処理をしております。

関連会社との取引から発生した未実現利益は、被投資企業に対する当社グループの持分を上限として投資から控

除しております。

(2) 企業結合

企業結合は取得法を用いて会計処理しております。取得対価は、被取得企業の支配と交換に譲渡した資産、引き

受けた負債及び当社が発行する持分金融商品の取得日の公正価値の合計として測定されます。取得対価が識別可能

な資産及び負債の公正価値を超過する場合は、連結財政状態計算書においてのれんとして計上しております。反対

に下回る場合には、直ちに連結損益計算書において利得として計上しております。

仲介手数料、弁護士費用、デュー・デリジェンス費用等の、企業結合に関連して発生する取引費用は、発生時に

費用処理しております。

被取得企業における識別可能な資産及び負債は、IFRSで要求されている場合を除き取得日の公正価値で測定して

おります。

(3) 外貨換算

① 外貨建取引の換算

当社グループの各社の財務諸表は、各社の機能通貨で作成しており、機能通貨以外の通貨での取引は取引日の為

替相場を用いて換算しております。

外貨建貨幣性項目は期末日の為替相場、公正価値で測定される外貨建非貨幣性項目は当該公正価値の測定日にお

ける為替相場、取得原価に基づいて測定されている非貨幣性項目は取引日の為替相場によりそれぞれ換算しており

ます。

換算又は決済によって生じる為替換算差額は、純損益として認識しております。

② 在外営業活動体の換算

連結財務諸表を作成するために、在外営業活動体の資産及び負債は、期末日の為替相場により日本円に換算して

おります。収益、費用およびキャッシュ・フローについては、為替相場に著しい変動がある場合を除き、平均為替

レートを用いて日本円に換算しております。

在外営業活動体の財務諸表の換算から生じる為替換算差額は、その他の包括利益で認識の上、その他の資本の構

成要素として表示しております。在外営業活動体が処分された場合は、当該在外営業活動体に関連する累積為替換

算差額は、処分した会計期間に純損益として認識されます。
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(4) 金融商品

① 金融資産

(a) 当初認識及び測定

当社グループは、金融資産について、以下の条件をともに満たすことから、全て償却原価で測定する金融資

産に分類しております。当初認識時においては、金融資産の取得に直接起因する取引コストを加算しておりま

す。なお、通常の方法による金融資産の売買は、取引日において認識又は認識の中止を行っております。

・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルに基づい

て、金融資産が保有されている。

・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定

の日に生じる。

(b) 事後測定

金融資産の当初認識後の測定は、実効金利法による償却原価で測定しております。

(c) 認識の中止

当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が失効した場合、又は、当

該金融資産の所有に係るリスク及び便益を実質的にすべて移転する取引において、金融資産から生じるキャッ

シュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合に、当該金融資産の認識を中止しております。

(d) 金融資産の減損

当社グループは、償却原価で測定する金融資産について、予想信用損失に基づき、損失評価引当金の認識を

検討しております。

期末日時点で、金融商品にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融商

品にかかる12ヶ月の予想信用損失に基づいて損失評価引当金の額を算定しております。一方で、期末日時点で、

金融商品にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、常に当該金融商品にかかる全期

間の予想信用損失に基づいて損失評価引当金の額を算定しております。

ただし、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、全期間の予想信用損失に基づいて損失評価引

当金の額を算定しております。

② 金融負債

(a) 当初認識及び測定

当社グループは、金融負債を、全て償却原価で測定する金融負債に分類しております。当初認識時は公正価

値から直接起因する取引コストを控除して測定しております。

(b) 事後測定

金融負債の当初認識後の測定は、実効金利法による償却原価で測定しております。実効金利法による償却及

び認識が中止された場合の利得及び損失は、連結損益計算書において純損益として認識しております。

(c) 認識の中止

金融負債は、契約上の義務が消滅した時、すなわち、契約上の義務が免責、取消し、又は失効となった時に

認識を中止しております。

(5) 現金及び現金同等物

現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資から構成されております。
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(6) 棚卸資産

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。取得原価は、主として個別

法に基づいて算定し、購入原価、加工費及び現在の場所及び状態に至るまでに要した全ての費用を含んでおりま

す。正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を

控除した額であります。

また、棚卸資産の内訳は、主として商品（ダイヤモンドとプラチナによって構成されるブライダルジュエリー

等）であります。

(7) 有形固定資産

有形固定資産の測定については、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除

した額で測定しております。取得原価には、資産の取得に直接関連する費用、解体、除去に係る原状回復費用が含

まれております。

有形固定資産は処分時点、もしくは使用又は処分による将来の経済的便益が期待できなくなった時点で認識を中

止しております。有形固定資産の認識の中止から生じる利得又は損失は、正味処分対価と資産の帳簿価額との差額

として算定され、認識の中止時点で純損益として認識しております。

土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で計上しておりま

す。主要な資産項目ごとの主な見積耐用年数は以下のとおりであります。

・建物 ３～18年

・工具、器具備品 ３～20年

なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は、各連結会計年度末に見直しを行い、変更があった場合は、

会計上の見積りの変更として将来に向かって適用されます。

(8) のれん及び無形資産

① のれん

当初認識時におけるのれんの測定については、注記「３．重要性がある会計方針 (2）企業結合」に記載して

おります。のれんの償却は行わず、毎期、及び減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施し

ております。のれんの減損テスト及び減損損失の測定については注記「３．重要性がある会計方針 (10）非金

融資産の減損」に記載しております。

のれんの減損損失は純損益として認識され、その後の期間に戻入れは行いません。また、のれんは取得原価か

ら減損損失累計額を控除した帳簿価額で計上されます。資金生成単位を処分する場合、配分されたのれんの金

額は処分損益額の算定に含めております。

② 無形資産

無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。

無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐用年数にわたって定

額法で償却し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した帳簿価額で計上しております。

無形資産は処分時点、もしくは使用又は処分による将来の経済的便益が期待できなくなった時点で、認識を中

止しております。無形資産の認識の中止から生じる利得又は損失は、正味処分対価と資産の帳簿価額との差額と

して算定され、認識の中止時点で純損益として認識しております。

主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。

・ソフトウエア ５年

なお、見積耐用年数、残存価額及び償却方法は、各連結会計年度末に見直しを行い、変更があった場合は、会

計上の見積りの変更として将来に向かって適用されます。耐用年数を確定できない無形資産については、償却は

行わず、毎期及び減損の兆候が存在する場合にはその都度、減損テストを実施し、取得原価から減損損失累計額

を控除した額で測定しております。耐用年数を確定できない無形資産は、以下のとおりであります。

・商標権

商標権は、事業を継続する限り基本的に存続するため、耐用年数を確定できないと判断しております。
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(9) リース

当社グループは、契約の開始時に、当該契約がリース又はリースを含んだものであるのかどうかを判定しており

ます。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約

はリースであるか又はリースを含んでおります。

当社グループが借手となるリースは、主として店舗運営に必要な建物及び建物附属設備などの不動産、店舗設備

などの動産等であり、リース開始日に使用権資産及びリース負債を認識しております。使用権資産の測定において

は原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で、連結財政状態計算書

において「使用権資産」に含めて表示しております。原資産の所有権がリース期間の終了時までに借手に移転する

場合又は、使用権資産の取得原価が購入オプションを行使することを反映している場合には、使用権資産を開始日

から原資産の耐用年数の終了時まで、それ以外の場合は、開始日から使用権資産の耐用年数又はリース期間の終了

時のいずれか早い時まで定額法により減価償却しております。リース期間は、リースの解約不能期間に、行使する

ことが合理的に確実な延長オプション又は行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を加えて決定し

ております。

リース負債は、支払われていないリース料を借手の追加借入利子率を用いて現在価値に割り引いて測定し、連結

財政状態計算書において「その他の金融負債」に含めて表示しております。

ただし、リース期間が12ヶ月以内に終了する短期リース及び原資産が少額である少額資産のリースについては、

使用権資産及びリース負債を認識せず、リース料をリース期間にわたって定額法又は他の規則的な基礎のいずれか

により費用として認識しております。

(10)非金融資産の減損

棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産については、各報告期間の末日ごとに減損の兆候の

有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積っております。のれん及

び耐用年数を確定できない無形資産については、少なくとも年１回減損テストを行っており、さらに減損の兆候が

ある場合には、その都度減損テストを行っております。

資産又は資金生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうちいずれか大きい方の金

額としております。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローを、貨幣の時間的価値及び当該資産に固有のリスク

を反映した税引前割引率にて現在価値に割り引いて算定しております。

減損テストにおいて個別に回収可能価額の見積りが不可能な資産は、当該資産が属する資金生成単位の回収可能

価額を見積っております。のれん及び全社資産については、帰属する資金生成単位又は資金生成単位グループに配

分しております。

減損損失は、資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合に純損益として認識しております。

資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まず配分されたのれんの帳簿価額を減額し、次に資金生成単位内の

その他の資産の帳簿価額を比例的に減額しております。

のれん以外の資産については、各報告期間の末日において過年度に認識した減損損失の減少又は消滅している可

能性を示す兆候の有無を判断しております。そのような兆候が存在する場合には、当該資産又は資金生成単位の回

収可能価額の見積りを行い、回収可能価額が帳簿価額を超える場合、算定した回収可能価額と過年度で減損損失が

認識されていなかった場合の減価償却累計額又は償却累計額控除後の帳簿価額とのいずれか低い方を上限として、

減損損失を戻入れております。減損損失の戻入れは、直ちに純損益として認識しております。

(11)引当金

引当金は、当社グループが過去の事象の結果として、現在の法的債務又は推定的債務を負っており、当該債務を

決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、かつ、当該債務の金額について信頼性のある見積りが可

能な場合に認識しております。貨幣の時間価値の影響に重要性がある場合の引当金は、見積将来キャッシュ・フロ

ーを貨幣の時間的価値及び当該負債に特有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いておりま

す。時の経過に伴う割引額の割戻しは支払利息として認識しております。
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(12)従業員給付

当社グループは、退職給付制度として、確定拠出制度を採用しております。確定拠出制度の退職給付に係る費用

は、従業員が役務を提供した期に費用として計上しております。

短期従業員給付については、割引計算を行わず、関連する役務が提供された時点で費用として計上しておりま

す。

賞与及び有給休暇費用については、それらを支払うべき現在の法的債務又は推定的債務を負っており、かつ、そ

の金額を信頼性をもって見積ることが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払われると見積られる額を負債と

して計上しております。

(13)資本

資本金及び資本剰余金

当社が発行した普通株式は、発行価額を資本金及び資本剰余金に計上し、直接発行費用（税効果考慮後）は資本

剰余金から控除しております。

(14)株式報酬

当社は持分決済型のストック・オプション制度を採用しております。

ストック・オプションは、付与日における公正価値を見積り、最終的に権利確定すると予想されるストック・オ

プションの数を考慮した上で権利確定期間にわたって費用として認識し、同額を資本の増加として認識しておりま

す。付与されたストック・オプションの公正価値は、オプションの諸条件を考慮し、二項モデルを用いて算定して

おります。

また、最終的に権利確定すると予想されるストック・オプションの数については定期的に見直し、必要に応じて

権利確定数の見積りを修正しております。

(15)収益

当社グループは、次の５ステップアプローチに基づき収益を認識しております。

ステップ１：契約の識別

ステップ２：履行義務の識別

ステップ３：取引価格の算定

ステップ４：履行義務への取引価格の配分

ステップ５：履行義務の充足による収益の認識

当社グループは、「I-PRIMO」及び「LAZARE DIAMOND」等のブランド名で婚約指輪及び結婚指輪の販売を行って

おり、このような商品販売については、その引渡時点で商品への支配が顧客に移転し、履行義務が充足されるこ

とから、当該時点で収益を認識しております。

商品の販売においてアフターメンテナンスなどのサービスが別個の履行義務として識別された場合、取引価格

を独立販売価格に基づき個々の商品及びサービスに配分しております。独立販売価格は、個々の商品及びサービ

スの通常の販売価格に基づいて算定しております。

顧客からの要請に応じたアフターサービスは、履行義務が時の経過にわたり充足されるため、保証が必要と認

められる期間にわたって収益を認識しております。

(16)金融収益及び金融費用

金融収益は、主として受取利息から構成されております。受取利息は、実効金利法を用いて発生時に認識してお

ります。

金融費用は、主として支払利息から構成されております。支払利息は、実効金利法を用いて発生時に認識してお

ります。
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(17)法人所得税

法人所得税は、当期税金及び繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連するもの、及び直接

資本又はその他の包括利益で認識される項目を除き、純損益として認識しております。

当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局から還付が予想される金額で測定されます。税額の算定にあた

っては、当社グループが事業活動を行い、課税対象となる損益を稼得する国において、連結会計年度末日までに制

定又は実質的に制定されている税法及び税率に従っております。

繰延税金は、決算日における資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額との一時差異、繰越欠損金及び繰

越税額控除に対して認識しております。

なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を計上しておりません。

・のれんの当初認識から生じる一時差異

・企業結合取引を除く、会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えず、かつ同額の将来加算一時差異

と将来減算一時差異を生じさせない取引によって発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時差異

・子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異のうち、解消時期をコントロールでき、かつ予測

可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高い場合

・子会社及び関連会社に対する投資に係る将来減算一時差異のうち、予見可能な期間内に一時差異が解消され

る可能性が高くない場合

繰延税金負債は原則として全ての将来加算一時差異について認識され、繰延税金資産は将来減算一時差異を使用

できるだけの課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で、全ての将来減算一時差異について認識されます。

繰延税金資産の帳簿価額は毎期見直され、繰延税金資産の全額又は一部が使用できるだけの十分な課税所得が稼

得されない可能性が高い部分については、帳簿価額を減額しております。未認識の繰延税金資産は毎期再評価され、

将来の課税所得により繰延税金資産が回収される可能性が高くなった範囲内で認識されます。

繰延税金資産及び負債は、連結会計年度末日において制定されている、又は実質的に制定されている税法及び税

率に基づいて資産が実現する期間又は負債が決済される期間に適用されると予想される税法及び税率によって測定

されます。

繰延税金資産及び負債は、当期税金負債と当期税金資産を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ、以下

のいずれかの場合に相殺しております。

・法人所得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合

・異なる納税主体に課されているものの、これらの納税主体が当期税金資産及び当期税金負債を純額ベースで

決済することを意図している、もしくは当期税金資産を実現させると同時に当期税金負債を決済することを意

図している場合

(18)１株当たり当期利益

基本的１株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期純損益を、当該連結会計年度の発行済普通株式

の加重平均株式数で除して計算しております。

希薄化後１株当たり当期利益は、希薄化効果を有する全ての潜在株式の影響を調整して計算しております。当社

グループの潜在的普通株式はストック・オプション制度に係るものであります。
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４．重要な会計上の見積り及び判断

当社グループは、連結財務諸表を作成するために、会計方針の適用及び資産、負債、収益及び費用の報告額に影響

を及ぼす判断、会計上の見積り及び仮定を用いております。見積り及び仮定は、過去の実績や状況に応じ合理的だと

考えられる様々な要因に基づく経営者の最善の判断に基づいております。しかしながら実際の結果は、その性質上、

見積り及び仮定と異なることがあります。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。これらの見積りの見直しによる影響は、当該見積り

を見直した期間及び将来の期間において認識しております。

連結財務諸表に重要な影響を与える会計方針を適用する過程で行った判断に関する情報は、主に以下のとおりであ

ります。

・資金生成単位の決定及びのれんの資金生成単位グループへの配分（注記「13．非金融資産の減損」参照）

連結財務諸表で認識する金額に重要な影響を与える見積り及び仮定は、以下のとおりであります。

・棚卸資産の評価

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。取得原価は、主として個別

法に基づいて算定し、購入原価、加工費及び現在の場所及び状態に至るまでに要した全ての費用を含んでおりま

す。正味実現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び見積販売費用を

控除した額であります。正味実現可能価額の算定について、見積売価、見積原価及び見積販売費用等の仮定などの

仮定、見積りのもとに実施されており、将来の不確実な経済条件の変動等の結果によって、棚卸資産の評価に重要

な修正を生じさせるリスクがあります。

棚卸資産の評価減に関連する内容及び金額については注記「９．棚卸資産」に記載しております。

・有形固定資産、のれん及び無形資産の減損

有形固定資産、のれん及び無形資産に係る減損テストは、回収可能価額の算定について、資金生成単位の処分コ

スト控除後の公正価値算定上の仮定、又は使用価値算定のための資金生成単位の将来キャッシュ・フローの見積り

や、割引率、長期成長率等について一定の仮定を設定しております。使用価値は、見積り将来キャッシュ・フロー

の割引現在価値として算定しており、将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、経営者によって承認された

事業計画等を基礎としております。事業計画等の策定以降の期間において見積りを要する場合には、将来の不確実

性を考慮しております。これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実

な経済条件の変動の結果によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の

連結財務諸表において認識する減損損失の金額に重要な影響を与える可能性があります。

有形固定資産、のれん及び無形資産の減損に関連する内容及び金額については注記「13．非金融資産の減損」に

記載しております。

・リース負債の測定

当社グループは、リース期間について、リースの解約不能期間に延長することが合理的に確実である期間及び解

約しないことが合理的に確実な期間を加えた期間を考慮して決定しております。具体的には、リース期間を延長又

は解約するオプションの有無及び行使の可能性、解約違約金の有無等を考慮の上、リース期間を見積っておりま

す。これらは、将来の契約更新時の交渉の結果等により、使用権資産及びリース負債等に重要な修正を生じさせる

リスクがあります。

また、経済状況の変動等によりリース料を割り引く借手の追加借入利子率に重要な変動があった場合、翌連結会

計年度以降において認識する金額に重要な変動を与えるリスクがあります。

リース負債の測定に関連する内容及び金額については注記「12．リース」に記載しております。
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５．未適用の公表済み基準書及び解釈指針

連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた新基準書及び新解釈指針のうち、2024年８月31日現在におい

て当社が適用していない主なものは以下のとおりであります。これらの適用による影響は、当連結財務諸表の作成時

において評価中であります。

基準書 基準名 強制適用時期

（以降開始年度）

当社適用年度 新設・改訂の概要

IFRS第18号 財務諸表における表

示及び開示

2027年１月１日 2028年８月期 財務諸表におけるコミ

ュニケーションの比較

可能性と透明性を向上

させる、現行のIAS第

１号「財務諸表の表

示」を置き換える新基

準

６．事業セグメント

(1) 報告セグメントの概要

当社の事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分を決定し、また業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎

に決定しております。

なお、報告セグメントの決定に際して集約された事業セグメントはありません。

当社グループは、主にジュエリーを販売しており、国内と海外の各市場の特性に応じた包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。したがって、当社グループの事業は、地域別に構成されており、「国内事業」と

「海外事業」を報告セグメントとしております。

「国内事業」は、プリモ・ジャパンが国内において事業を営んでおり、「海外事業」は、海外子会社４社が中華

圏（中国本土、台湾、香港）及びシンガポールにおいて事業を営んでおります。

(2) 報告セグメントに関する情報

報告セグメントの会計方針は、注記「３．重要性がある会計方針」における記載と同一であります。

また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。なお、セグメント間の内部取引における価

額は、独立企業間価格に基づいております。

報告セグメントの売上収益及び利益並びに資産に関する情報は、以下のとおりです。

移行日（2022年９月１日）

（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
連結財務諸表

計上額
国内 海外 計

セグメント資産 21,286 25,607 46,894 227 47,121

(注) セグメント資産の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない全社資産です。
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前連結会計年度（自 2022年９月１日 至 2023年８月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注１）
連結財務諸表

計上額
国内 海外 計

売上収益

外部顧客への売上収益 12,158 11,313 23,471 － 23,471

セグメント間の売上収益 3 － 3 △3 －

合計 12,162 11,313 23,475 △3 23,471

減価償却費及び償却費（注２） △313 △214 △528 － △528

減損損失 △823 － △823 － △823

資産除去費用 △21 △1 △23 － △23

セグメント利益
（営業利益又は営業損失（△））

△306 1,667 1,360 △0 1,360

金融収益 － － － － 20

金融費用 － － － － △533

持分法による投資損失（△） － － － － △9

税引前当期利益 － － － － 838

セグメント資産 19,737 25,263 45,001 △764 44,236

資本的支出 649 1,705 2,355 － 2,355

(注) １．セグメント間の売上収益及びセグメント損益の調整額は、セグメント間取引消去及び未実現利益の控除によ

るものです。また、セグメント資産の調整額は、セグメント間債権債務消去及び報告セグメントに帰属しな

い全社資産です。

２．減価償却費及び償却費は、使用権資産に係る減価償却費（1,857百万円、うち国内事業：872百万円、海外事

業：984百万円）を控除して表示しております
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当連結会計年度（自 2023年９月１日 至 2024年８月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注１）
連結財務諸表

計上額
国内 海外 計

売上収益

外部顧客への売上収益 15,300 9,600 24,900 － 24,900

セグメント間の売上収益 0 － 0 △0 －

合計 15,300 9,600 24,901 △0 24,900

減価償却費及び償却費（注２） △359 △298 △658 － △658

減損損失 △34 △187 △221 － △221

資産除去費用 △9 △0 △9 － △9

セグメント利益
（営業利益又は営業損失（△））

1,809 437 2,246 0 2,246

金融収益 － － － － 8

金融費用 － － － － △510

持分法による投資損失（△） － － － － △30

税引前当期利益 － － － － 1,714

セグメント資産 22,423 24,628 47,052 △1,660 45,392

資本的支出 1,419 1,021 2,441 － 2,441

(注) １．セグメント間の売上収益及びセグメント損益の調整額は、セグメント間取引消去及び未実現利益の控除によ

るものです。また、セグメント資産の調整額は、セグメント間債権債務消去及び報告セグメントに帰属しな

い全社資産です。

２．減価償却費及び償却費は、使用権資産に係る減価償却費（1,767百万円、うち国内事業：674百万円、海外事

業：1,092百万円）を控除して表示しております

(3) 製品及びサービスに関する情報

単一の製品及びサービス区分の外部顧客への売上収益が、連結損益計算書の売上収益の殆どを占めております。
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(4) 地域に関する情報

売上収益及び非流動資産（金融商品、繰延税金資産、持分法で会計処理されている投資を除く）の地域別内訳は

以下のとおりです。

外部からの顧客収益

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2022年９月１日
至 2023年８月31日）

当連結会計年度
（自 2023年９月１日
至 2024年８月31日）

日本 12,158 15,300

台湾 4,618 4,425

中国本土 4,900 3,123

その他 1,794 2,050

合計 23,471 24,900

（注）売上収益は、当社グループの事業拠点の所在地を基礎として分類しております。

非流動資産

（単位：百万円）

移行日
（2022年９月１日）

前連結会計年度
（2023年８月31日）

当連結会計年度
（2024年８月31日）

日本 13,588 12,170 12,726

台湾 4,884 5,150 4,931

中国本土 10,631 10,850 10,589

その他 3,037 3,284 3,220

合計 32,142 31,455 31,468

(5) 主要顧客に関する情報

外部顧客への売上収益のうち、連結損益計算書の売上収益の10％以上を占める主要な顧客はありません。
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７．現金及び現金同等物

移行日及び各連結会計年度末の「現金及び現金同等物」の内訳は「現金及び預金(預入期間が３ヶ月を超える定期預

金を除く)」であり、連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の金額と連結キャッシュ・フロー計算書に

おける「現金及び現金同等物」の金額は一致しております。また、「現金及び現金同等物」は、償却原価で測定する

金融資産に分類しております。

借入金の担保に供されている現金及び現金同等物の金額については、注記「17．借入金及びリース負債」をご参照

ください。

８．営業債権及びその他の債権

営業債権及びその他の債権の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

売掛金(注２) 731 735 678

未収入金(注２) 510 556 715

その他 215 175 254

合計 1,458 1,467 1,648

(注) １．「営業債権及びその他の債権」は、償却原価で測定する金融資産に分類しております。

２．売掛金及び未収入金は主に商品代金の決済に使用されたクレジットカード等に関する債権であります。

９．棚卸資産

棚卸資産の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

商品及び製品 5,623 5,903 6,288

原材料及び貯蔵品 247 179 190

合計 5,871 6,082 6,479

(注) １．前連結会計年度及び当連結会計年度において主に連結損益計算書の「売上原価」として費用認識された棚卸

資産の金額は、それぞれ8,027百万円及び8,555百万円です。

２．前連結会計年度及び当連結会計年度において費用として認識した棚卸資産の評価減の金額は、それぞれ78百

万円及び113百万円です。当該金額は連結損益計算書の「売上原価」に含まれております。

３．負債の担保に供されている棚卸資産の金額については、注記「17．借入金及びリース負債」をご参照くださ

い。
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10．有形固定資産

(1) 増減表

有形固定資産の帳簿価額の増減、取得原価、減価償却累計額及び減損損失累計額は、以下のとおりであります。

① 帳簿価額

(単位：百万円)

建物及び構築
物

機械装置
及び運搬具

工具器具
及び備品

その他 合計

移行日
(2022年９月１日)
残高

1,389 5 373 7 1,774

取得 212 4 47 197 463

売却又は処分 △6 － △0 － △7

減価償却費 △327 △2 △90 － △420

減損損失 △74 － △11 － △86

為替換算差額 8 0 2 △0 11

その他 153 － 12 △197 △32

前連結会計年度末
(2023年８月31日)
残高

1,355 7 333 7 1,702

取得 323 6 104 116 551

売却又は処分 △1 － △28 － △30

減価償却費 △434 △3 △101 － △540

減損損失 △55 － △0 － △56

為替換算差額 5 △0 1 △0 5

その他 98 － － △98 △0

当連結会計年度末
(2024年８月31日)
残高

1,290 10 307 24 1,632
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② 取得原価

(単位：百万円)

建物及び構築
物

機械装置
及び運搬具

工具器具
及び備品

その他 合計

移行日
(2022年９月１日)
残高

3,451 40 1,170 7 4,669

前連結会計年度末
(2023年８月31日)
残高

3,578 45 1,158 7 4,788

当連結会計年度末
(2024年８月31日)
残高

3,847 51 1,157 24 5,080

③ 減価償却累計額及び減損損失累計額

(単位：百万円)

建物及び構築
物

機械装置
及び運搬具

工具器具
及び備品

その他 合計

移行日
(2022年９月１日)
残高

2,061 35 797 － 2,894

前連結会計年度末
(2023年８月31日)
残高

2,222 38 824 － 3,085

当連結会計年度末
(2024年８月31日)
残高

2,556 41 849 － 3,447

(注) １．減価償却費は、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含めております。

２．減損損失は、連結損益計算書の「その他の費用」に含めております。減損損失については、注記「13．非金

融資産の減損」をご参照ください。
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11．のれん及び無形資産

(1) 増減表

のれん及び無形資産の帳簿価額の増減、取得原価、償却累計額及び減損損失累計額は、以下のとおりでありま

す。

① 帳簿価額

(単位：百万円)

のれん
無形資産

ソフトウエア 商標権 その他 合計

移行日
(2022年９月１日)残高

15,990 243 9,415 1 9,660

取得 － 12 － 15 28

売却又は処分 － △0 － － △0

償却費 － △86 － － △86

為替換算差額 127 1 62 － 63

その他 － 14 － △6 8

前連結会計年度末
(2023年８月31日)残高

16,118 185 9,477 10 9,673

取得 － 112 206 － 319

売却又は処分 － △0 － － △0

償却費 － △97 △0 － △97

為替換算差額 83 0 40 － 40

その他 － 8 － △8 0

当連結会計年度末
(2024年８月31日)残高

16,201 209 9,724 1 9,935

② 取得原価

(単位：百万円)

のれん
無形資産

ソフトウエア 商標権 その他 合計

移行日
(2022年９月１日)残高

15,990 581 9,415 1 9,998

前連結会計年度末
(2023年８月31日)残高

16,118 601 9,477 10 10,088

当連結会計年度末
(2024年８月31日)残高

16,201 694 9,724 1 10,420

③ 償却累計額及び減損損失累計額

(単位：百万円)

のれん
無形資産

ソフトウエア 商標権 その他 合計

移行日
(2022年９月１日)残高

－ 337 － － 337

前連結会計年度末
(2023年８月31日)残高

－ 415 － － 415

当連結会計年度末
(2024年８月31日)残高

－ 484 0 － 485

(注) １．無形資産の償却費は、連結損益計算書の「売上原価」又は「販売費及び一般管理費」に含めております。

２．負債の担保に供されている商標権の金額については、注記「17．借入金及びリース負債」をご参照くださ

い。
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(2) 耐用年数の確定できない無形資産

無形資産のうち商標権は、主に2021年１月27日に当社がプリモ・ジャパン株式会社及び海外子会社（中国本土、

台湾、香港）を取得した際に発生したブランド価値であり、今後も長期にわたって当社グループに経済的便益をも

たらすものと期待されていることから、耐用年数の確定できない無形資産として分類しております。

当該ブランド価値の当連結会計年度末帳簿価額は、国内事業に係るものが4,063百万円(移行日3,856百万円、前連

結会計年度末3,856百万円)、海外事業に係るものが5,660百万円(移行日5,558百万円、前連結会計年度末5,620百万

円)です。

(3) 費用認識した研究開発費

該当事項はありません。
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12．リース

（1）リース活動

当社グループは、主として店舗運営に必要な土地及び建物並びに駐車場などの不動産、及び、店舗設備及び業務車

両などの動産等を賃借しております。契約期間は、２年から30年を超える期間の契約まで様々であります。

延長オプション及び解約オプションは、主として店舗の土地及び建物に関する不動産リースに含まれており、不動

産リースの契約条件は、個々に交渉されるため幅広く異なる契約条件を含んでおり、事業の柔軟な運営を行うために

必要に応じて使用しております。 当社グループは、リース開始日に延長オプション及び解約オプションの行使可能性

を評価し、その後に重大な事象の発生や変化があった場合には、これらのオプションの行使可能性の評価を見直して

おります。

また、当社グループの不動産リース取引には、店舗の売上収益に連動する変動支払条件が含まれる契約がありま

す。変動支払条件は、主に商業施設等との店舗出店契約に含まれており、その条件は貸主との交渉により異なりま

す。変動支払条件は、固定費の最小化や粗利益管理の簡易化など運営上の柔軟性を確保するために設定されます。

なお、リース契約によって課された重要な制限（追加借入及び追加リースに関する制限等）はありません。

（2）リースに係る費用、キャッシュ・フロー

リースに係る費用、キャッシュ・フローは、以下のとおりです。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2022年９月１日
至2023年８月31日)

当連結会計年度
(自2023年９月１日)
至2024年８月31日)

使用権資産の種類別の減価償却費

建物及び構築物 1,836 1,746

工具器具及び備品 20 21

合計 1,857 1,767

リース負債に係る金利費用 64 67

短期リースに係る費用 330 162

少額資産のリースに係る費用 17 22

変動リース料に係る費用 807 700

リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額 3,413 3,377

使用権資産の増加 1,863 2,046

サブリース収入 8 80

（3）使用権資産の内訳

使用権資産の内訳は以下のとおりです。

(単位：百万円)

建物及び構築物 工具器具備品 合計

移行日(2022年９月１日)残高 4,671 12 4,683

前連結会計年度末
(2023年８月31日)残高

3,906 33 3,940

当連結会計年度末
(2024年８月31日)残高

3,673 12 3,685
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13．非金融資産の減損

(1) 資金生成単位

当社グループは主として店舗を概ね独立したキャッシュ・インフローを生み出す最小の資金生成単位としてグル

ーピングを行っております。なお、のれんについては、内部管理目的でモニタリングする単位をもって資金生成単

位又は資金生成単位グループに配分しております。

また、本社・厚生施設等については全社資産としております。

(2) 減損損失

当社グループは、資産の回収可能価額が帳簿価額を下回った場合に減損損失を認識しております。減損損失は、

連結損益計算書の「その他の費用」に含まれております。

減損損失の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自2022年９月１日
至2023年８月31日)

当連結会計年度
(自2023年９月１日
至2024年８月31日)

有形固定資産 86 56

使用権資産 737 165

減損損失合計 823 221

減損損失を認識した店舗はそれぞれ、前連結会計年度20店舗、当連結会計年度15店舗であります。これらの減

損損失は、店舗資産の収益性の低下等により、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額したものでありま

す。当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しております。

(3) のれん及び耐用年数の確定できない無形資産を含む資金生成単位(単位グループ)の減損テスト

のれん及び耐用年数の確定できない無形資産が配分されている資金生成単位グループについては毎期、さらに減

損の兆候がある場合には都度、減損テストを行っております。資金生成単位グループに配分されたのれん及び耐用

年数の確定できない無形資産（商標権）の帳簿価額が重要なものは、以下のとおりです。

(単位：百万円)

報告セグメント
（資金生成単位グループ）

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

のれん
国内事業 4,595 4,595 4,595

海外事業 11,395 11,522 11,605

商標権
国内事業 3,856 3,856 4,063

海外事業 5,558 5,620 5,660

① のれんの減損テスト

のれんは、2021年１月27日に当社がプリモ・ジャパン株式会社及び海外子会社（中国本土、台湾、香港）を取得

した際に発生したものです。国内事業ののれんはプリモ・ジャパン株式会社に対する超過収益力であり、海外事業

ののれんは海外子会社に対する超過収益力であります。

のれんが配分された各事業の回収可能価額は使用価値により測定しております。使用価値は、経営陣により承認

された事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの見積を現在価値に割り引くことにより計算しております。

事業計画の対象期間は５年を限度としており、事業計画が対象としている期間を超える期間については、継続価値

の算定をしております。使用価値の算定に影響を及ぼす主要な仮定は、売上収益及び利益率の予測、事業計画期間

終了後の成長率、並びに割引率と認識しております。これらの仮定は、過去の経緯と各国におけるインフレ率等を

含む外部からの情報を反映させております。

当連結会計年度の使用価値の算定に使用した税引前割引率は、国内事業が9.8％(移行日：9.0％、前連結会計年

度：8.6％)、海外事業が9.5％(移行日：9.6％、前連結会計年度：8.9％)です。継続成長率は、市場もしくは国の

長期平均成長率等を勘案し、国内事業が2.0％(移行日：1.0％、前連結会計年度：1.5％)、海外事業が1.8％(移行

日：1.9％、前連結会計年度：1.9％)に設定しております。
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当連結会計年度末において、国内事業及び海外事業ののれんが配分された資金生成単位グループは使用価値が帳

簿価額を、国内事業が26,290百万円（前連結会計年度末：16,733百万円）、海外事業が12,871百万円（前連結会計

年度末：32,263百万円）上回っていますが、仮に、国内事業では将来キャッシュ・フローの見積額が65％（前連結

会計年度末：53％）減少した場合、海外事業では将来キャッシュ・フローの見積額が37％（前連結会計年度末：62

％）減少した場合に、それぞれ使用価値と帳簿価額が等しくなる可能性があります。税引前割引率では、国内事業

では15.1％（前連結会計年度末：11.6％）上昇した場合、海外事業では4.4％（前連結会計年度末：11.3％）上昇

した場合に、継続成長率では、国内事業では51.6％（前連結会計年度末：20.3％）減少した場合、海外事業では

7.2％（前連結会計年度末：23.9％）減少した場合に、それぞれ使用価値と帳簿価額が等しくなる可能性がありま

す。

② 商標権の減損テスト

商標権は、主に2021年１月27日に当社がプリモ・ジャパン株式会社及び海外子会社（中国本土、台湾、香港）を

取得した際に発生したものです。国内事業の商標権はプリモ・ジャパン株式会社に対するブランド価値であり、海

外事業の商標権は海外子会社に対するブランド価値であります。

各事業の商標権の回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値により測定しております。処分コスト控除後の公

正価値は、ロイヤリティ免除法を適用し、経営陣により承認された事業計画を基礎とした５か年及び事業計画が対

象としている期間を超える期間については、期間終了後も永続的に発生することが期待されるロイヤリティの免除

額を現在価値に割り引くことにより算定しております。

当連結会計年度の処分コスト控除後の公正価値の算定に使用した税引前割引率は、国内事業が10.5％(移行日：

9.7％、前連結会計年度：9.4％)、海外事業が10.9％(移行日：10.9％、前連結会計年度：10.2％)です。継続成長

率は、市場もしくは国の長期平均成長率等を勘案し、国内事業が2.0％(移行日：1.0％、前連結会計年度：1.5％)、

海外事業が1.9％(移行日：1.9％、前連結会計年度：1.9％)に設定しております。この公正価値測定は、用いた評

価技法の重要なインプットに基づき、レベル３の公正価値に区分しております。当連結会計年度末において、国内

事業及び海外事業の商標権は処分コスト控除後の公正価値が帳簿価額を、国内事業が4,026百万円（前連結会計年

度末：1,449百万円）、海外事業が1,432百万円（前連結会計年度末：5,503百万円）上回っていますが、国内事業

では税引前割引率が4.8％（前連結会計年度末：4.2％）上昇した場合に、海外事業では税引前割引率が2.0％（前

連結会計年度末：8.4％）上昇した場合に、それぞれ処分コスト控除後の公正価値と帳簿価額が等しくなる可能性

があります。また、国内事業では継続成長率が8.2％（前連結会計年度末：4.7％）減少した場合に、海外事業では

継続成長率が2.9％（前連結会計年度末：13.9％）減少した場合にそれぞれ処分コスト控除後の公正価値と帳簿価

額が等しくなる可能性があります。

14．その他の金融資産

その他の金融資産の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

敷金保証金 1,523 1,609 1,555

その他 224 0 0

合計 1,748 1,610 1,556

流動資産 － － －

非流動資産 1,748 1,610 1,556

(注) その他の金融資産は、全て償却原価で測定する金融資産に分類しております。
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15．法人所得税

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の原因別の内訳及び増減内容

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳及び増減内容は、以下のとおりです。

前連結会計年度(自 2022年９月１日 至 2023年８月31日)

(単位：百万円)

2022年９月１日
純損益を

通じて認識
その他
（注）

2023年８月31日

繰延税金資産

有形固定資産 53 8 0 62

未払有給休暇 103 2 0 105

未払賞与 34 4 － 38

リース負債 1,737 10 0 1,749

繰越欠損金 50 331 － 381

その他 161 △103 0 57

小計 2,141 252 1 2,395

繰延税金負債

使用権資産 1,346 △323 0 1,023

商標権 2,618 － 14 2,632

子会社の未分配利益 37 53 － 90

その他 26 △8 △3 14

小計 4,028 △278 11 3,761

純額 △1,886 531 △10 △1,365

(注) その他には在外営業活動体の換算差額が含まれております。
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当連結会計年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

(単位：百万円)

2023年９月１日
純損益を

通じて認識
その他
（注）

2024年８月31日

繰延税金資産

有形固定資産 62 9 △0 71

未払有給休暇 105 6 △0 112

未払賞与 38 63 － 102

リース負債 1,749 △130 6 1,624

繰越欠損金 381 43 △2 423

その他 57 43 0 102

小計 2,395 36 3 2,436

繰延税金負債

使用権資産 1,023 7 6 1,036

商標権 2,632 － 9 2,642

子会社の未分配利益 90 △31 － 59

その他 14 △3 △0 10

小計 3,761 △27 15 3,749

純額 △1,365 64 △11 △1,312

(注) その他には在外営業活動体の換算差額が含まれております。

当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異又は繰越欠損金の一部又は全部が将来課税

所得に対して利用できる可能性を考慮しております。繰延税金資産の回収可能性の評価においては、予定される

繰延税金負債の取崩し、予測される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しております。認識された繰

延税金資産については、過去の課税所得水準及び繰延税金資産が控除可能な期間における将来課税所得の予測に

基づき、回収される可能性が高いと考えております。

(2) 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等

繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金の金額は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

将来減算一時差異 396 1,510 1,079

繰越欠損金 1,139 328 491

合計 1,536 1,838 1,570

(注) 繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

１年目 － － －

２年目 － － －

３年目 － － －

４年目 － － －

５年目以降 1,139 328 491

合計 1,139 328 491
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(3) 繰延税金負債を認識していない将来加算一時差異

繰延税金負債を認識していない将来加算一時差異の金額は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

子会社に対する投資に係る
一時差異の合計額

3,071 4,294 5,542

子会社に対する投資に係る将来加算一時差異については、報告期間末において配当することが予定されている未

分配利益に係るものを除き、繰延税金負債を認識しておりません。これは、当社グループが一時差異を解消する時

期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いためです。

(4) 法人所得税費用の内訳

法人所得税費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

当期税金費用 491 628

繰延税金費用 △531 △64

法人所得税費用合計 △40 563

繰延税金費用のうち、従前は未認識であった、税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた

便益の額が含まれております。これらに伴う繰延税金費用の減少額は、前連結会計年度において369百万円です。な

お、当連結会計年度における金額的重要性はありません。

(5) 法定実効税率と平均実際負担税率との調整

法定実効税率と平均実際負担税率との調整は、以下のとおりです。

(単位：％)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

法定実効税率(注) 34.6 34.6

永久に損金又は益金に算入されない項目 3.8 1.7

未認識の繰延税金資産の増減 △40.5 0.3

海外子会社の適用する法定実効税率との差異 △24.6 △5.0

外国源泉税 12.6 4.9

海外子会社の留保利益 6.3 △0.8

その他 2.9 △2.8

平均実際負担税率 △4.8 32.9

(注) 当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として法定実効税率を計算しておりま

す。なお、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。

(6) 未収法人所得税

移行日、前連結会計年度、当連結会計年度において、連結財政状態計算書上の「その他の流動資産」に含まれて

いる未収法人所得税は、それぞれ309百万円、0百万円、32百万円であります。
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16．営業債務及びその他の債務

営業債務及びその他の債務の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

買掛金 764 717 814

未払金 711 601 1,162

合計 1,476 1,319 1,976

(注) 「営業債務及びその他の債務」は、償却原価で測定する金融負債に分類しております。

17．借入金及びリース負債

(1) 内訳

借入金及びリース負債の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

平均利率 返済期限

１年以内返済予定の
長期借入金

950 1,000 1,000 2.22％ 2025年７月

長期借入金(１年以内
返済予定を除く)

18,598 15,336 14,336 2.43％ 2028年１月

リース負債 6,173 5,850 5,326

合計 25,721 22,186 20,662

流動負債 2,751 2,959 2,783

非流動負債 22,970 19,227 17,878

(注) １．借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。

２．借入金及びリース負債の期日別残高については、「31．金融商品(4)②」をご参照ください。

３．平均利率については、期中平均残高により算定しております。

(2) 財務制限条項

当社は、借入金に関して株式会社みずほ銀行等を貸付人とする金銭消費貸借契約を締結しており、当該契約にお

いて以下の財務制限条項が規定されております。当該条項に抵触した場合、当社は期限の利益を喪失し、借入先の

要求に基づいて借入金を一括返済する可能性があります。なお、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において

財務制限条項に抵触しておりません。

① グロス・レバレッジ・レシオ

2022年８月期以降の各決算期末及び2022年２月期以降の各中間期末（いずれも直近12ヶ月）における借入人

を頂点とする連結ベースでのグロス・レバレッジ・レシオ（有利子負債をEBITDAで除したもの）を前連結会計

年度において6.27、当連結会計年度において5.48以下にすること

② デット・サービス・カバレッジ・レシオ

2022年８月期以降の各決算期末及び2022年２月期以降の各中間期末（いずれも直近12ヶ月）における借入人

を頂点とする連結ベースでのデット・サービス・カバレッジ・レシオ（フリー・キャッシュフローを有利子負

債の元本返済額、支払利息、コミットメントフィー、エージェントフィーの合計で除したもの）が2回連続で

1.05を下回らないこと

③ 純資産維持

2022年８月期以降の各決算期末の借入人の連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の決算期末にお

ける借入人の連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75％以上に維持すること

④ 利益維持

2022年８月期以降の各決算期末（直近12ヶ月）における借入人の連結ベースの営業利益が赤字となった場合、

その直後の決算期末における借入人の連結ベースの営業利益が赤字となる状態を生じさせないこと
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(3) 担保差入資産

各年度の担保差入資産の内訳は以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

現金及び現金同等物 1,787 1,333 1,889

棚卸資産 2,981 3,127 3,471

無形資産 9,415 9,477 9,517

その他の金融資産 1,428 1,196 1,171

合計 15,612 15,133 16,050

上記のほか、連結上消去されている子会社株式について移行日23,969百万円、前連結会計年度17,367百万円及び

当連結会計年度17,324百万円を担保に供しております。

また、連結上消去されている子会社貸付金について、移行日4,397百万円、前連結会計年度1,044百万円及び当連

結会計年度290百万円を担保に供しております。

(4) 担保差入資産に対応する負債

各年度の担保差入資産に対応する負債の内訳は以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

１年以内返済予定の長期借入金 950 1,000 1,000

長期借入金(１年以内返済予定を除
く)

18,598 15,336 14,336

合計 19,548 16,336 15,336

18．財務活動に係る負債の調整表

財務活動に係る負債の調整表は、以下のとおりです。

前連結会計年度(自 2022年９月１日 至 2023年８月31日)

(単位：百万円)

2022年
９月１日
残高

キャッシュ・
フロー

非資金取引 2023年
８月31日
残高増加 為替換算差額 その他

長期借入金（注） 19,548 △3,212 － － － 16,336

リース負債（注） 6,173 △2,184 1,863 28 △31 5,850

合計 25,721 △5,396 1,863 28 △31 22,186

（注）１年以内返済予定の残高を含んでおります。

当連結会計年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

(単位：百万円)

2023年
９月１日
残高

キャッシュ・
フロー

非資金取引 2024年
８月31日
残高増加 為替換算差額 その他

長期借入金（注） 16,336 △1,000 － － － 15,336

リース負債（注） 5,850 △2,419 2,046 27 △177 5,326

合計 22,186 △3,419 2,046 27 △177 20,662

（注）１年以内返済予定の残高を含んでおります。
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19．引当金

引当金の内訳及び増減内容は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

資産除去債務

移行日(2022年９月１日)残高 199

期中増加額 13

期中減少額 △11

割引計算の期間利息費用 0

在外営業活動体の換算差額 1

前連結会計年度
(2023年８月31日)残高

203

期中増加額 14

期中減少額 △11

割引計算の期間利息費用 0

在外営業活動体の換算差額 0

当連結会計年度
(2024年８月31日)残高

207

引当金の連結財政状態計算書における内訳は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2023年９月１日)残高

当連結会計年度
(2024年８月31日)残高

流動負債 0 －

非流動負債 202 207

合計 203 207

当社グループが使用する建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務に対して、過去の実績及び今後の賃貸借期間

の見込等に基づき将来の支払見込額を計上しております。

20．その他の負債

その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

未払費用 200 277 287

未払賞与 247 271 419

未払有給休暇 298 306 319

その他 108 147 284

合計 855 1,003 1,311

流動負債 830 982 1,295

非流動負債 25 20 15
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21．従業員給付

(1) 退職後給付

当社グループは、退職給付制度として、確定拠出制度を採用しております。

確定拠出制度は、国内の厚生年金保険法に基づく厚生年金保険料の事業主負担分、台湾の従業員退職金制度に基

づく退職金基金の事業主負担を拠出しております。確定拠出制度に関して費用として認識した金額は、以下のとお

りです。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

拠出額 248 264

(注) 当該金額は、連結損益計算書の「売上原価」、「販売費及び一般管理費」に含めております。

(2) 従業員給付費用

前連結会計年度及び当連結会計年度における従業員給付費用の合計金額は、それぞれ4,825百万円及び5,429百万

円であり、連結損益計算書の「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」に含めております。

22．資本及びその他の資本項目

(1) 授権株式数及び発行済株式数(全額払込済み)に関する事項

授権株式数及び発行済株式数の増減は、以下のとおりです。

(単位：株)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

授権株式数

普通株式 10,000,000 10,000,000

発行済株式数(全額払込済み)

期首残高 8,747,143 8,747,143

期中増加 － －

期中減少 － －

期末残高 8,747,143 8,747,143

(注) 当社の発行する株式は、すべて権利内容に何ら限定のない無額面普通株式です。

(2) 資本剰余金及び利益剰余金の内容及び目的

日本における会社法（以下「会社法」という）では、株式の発行に対しての払込み又は給付に係る額の２分の

１以上を資本金に組み入れ、残りは資本剰余金に含まれている資本準備金に組み入れることが規定されておりま

す。また、会社法では、資本準備金の額は株主総会の決議により、資本金に組み入れることができます。

また、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10分の１を、資本準備金及び利益剰余金に含まれている利益

準備金の合計額が資本金の４分の１に達するまで資本準備金又は利益準備金として積み立てることが規定されて

おります。積み立てられた資本準備金及び利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をも

って、資本準備金及び利益準備金を取り崩すことができることとされております。

当社における会社法上の分配可能額は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に準拠して

作成された当社の会計帳簿上の資本剰余金及び利益剰余金の金額に基づいて算定されますが、資本準備金及び利

益準備金は当該分配可能額から控除されます。
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(3) その他の資本の構成要素

(a) 新株予約権

当社が採用するストック・オプション制度に基づき受け取った又は取得した、財貨又はサービスに対応する

資本の増加です。詳細は注記「30．株式報酬」をご参照ください。

(b) 在外営業活動体の換算差額

在外営業活動体の財務諸表を表示通貨である日本円に換算したことから生じる換算差額です。

(単位：百万円)

新株予約権
在外営業活動体
の換算差額

合計

移行日
(2022年９月１日)残高

5 3,844 3,850

その他の包括利益 － 244 244

新株予約権の失効 △0 － △0

株式報酬 0 － 0

前連結会計年度末
(2023年８月31日)残高

5 4,089 4,095

その他の包括利益 － 150 150

新株予約権の発行 2 － 2

新株予約権の失効 △5 － △5

株式報酬 6 － 6

当連結会計年度末
(2024年８月31日)残高

7 4,240 4,248
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23．売上収益

(1) 収益の分解

当社グループが営んでいる主な事業内容は「I-PRIMO」及び「LAZARE DIAMOND」等のブランド名で婚約指輪及び結

婚指輪の販売とこれらに係るアフターメンテナンスの提供であり、履行義務の充足時点に応じて商品の販売とアフ

ターメンテナンスの提供に区分されます。

商品の販売においてアフターメンテナンスなどのサービスが別個の履行義務として識別された場合、取引価格を

独立販売価格に基づき個々の商品及びサービスに配分しております。

独立販売価格は、個々の商品及びサービスの通常の販売価格に基づいて算定しております。

商品販売については、その引渡時点で商品への支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該時点

で収益を認識しております。

顧客からの要請に応じたアフターサービスは、履行義務が時の経過にわたり充足されるため、保証が必要と認め

られる期間にわたって収益を認識しております。

契約負債は、主に顧客からの前受金に関連するものであります。

なお、顧客との契約における対価は、クレジット会社等が別途定める支払条件により履行義務充足後、短期のう

ちに支払いを受けており、重要な金融要素は含まれておりません。

当社グループは、顧客の所在地を基礎とした地域別に売上収益を分解しておりますが、注記「６．事業セグメン

ト(4) 地域に関する情報」において同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

(2) 契約残高

顧客との契約から生じた債権及び契約負債は次のとおりであります。なお、契約資産に該当するものはありませ

ん。

（単位：百万円）

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

顧客との契約から生じた債権

営業債権及びその他の債権 1,458 1,467 1,648

契約負債 2,783 2,749 2,877

(3) 残存履行義務に配分した履行価格

商品販売及びアフターメンテナンスサービスにおける残存履行義務に配分した収益（契約負債）の認識が見込ま

れる期間は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

１年以内 2,542 2,748

１年超２年以内 178 78

２年超３年以内 19 37

３年超 8 13

合計 2,749 2,877

なお、期首契約負債残高の内、各報告期間に認識した収益の金額は、前連結会計年度において2,666百万円、当連

結会計年度において2,584百万円であります。また、前連結会計年度及び当連結会計年度において、過去の期間に充

足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
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24．販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

従業員給付費用 4,758 5,357

減価償却費及び償却費 2,354 2,396

広告宣伝費及び販売促進費 2,628 2,871

地代家賃 1,374 1,115

業務委託費 512 622

支払手数料 486 577

その他 1,165 1,103

合計 13,280 14,044

25．その他の収益

その他の収益の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

受取手数料 62 59

固定資産売却益 0 28

為替差益 6 18

固定資産転貸借益 8 80

リース負債戻入 － 56

受取補助金 － 64

その他 46 71

合計 123 379

26．その他の費用

その他の費用の内訳は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

減損損失 823 221

移転費用 0 95

その他 11 20

合計 835 337

(注) 減損損失については、注記「13.非金融資産の減損」に記載しております。
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27．金融収益及び金融費用

金融収益及び金融費用の内訳は、以下のとおりです。

(1) 金融収益

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

受取利息 13 8

為替差益 7 －

合計 20 8

(2) 金融費用

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

支払利息 528 469

為替差損 － 35

その他 5 6

合計 533 510

28．その他の包括利益

その他の包括利益の内訳項目ごとの組替調整額及び税効果額は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

純損益にその後に振り替えられる可能性のある
項目：

在外営業活動体の換算差額

当期発生額 244 150

税効果調整前 244 150

税効果調整後 244 150

その他の包括利益合計 244 150

29．１株当たり当期利益

基本的１株当たり当期利益及びその算定上の基礎は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

親会社の普通株主に帰属する当期利益

親会社の所有者に帰属する当期利益 878 1,150

親会社の普通株主に帰属しない当期利益 － －

基本的１株当たり当期利益の計算に使用する
当期利益

878 1,150

発行済普通株式の期中平均株式数 8,747,143株 8,747,143株

基本的１株当たり当期利益 100.41円 131.55円

（注）希薄化後１株当たり当期利益については、新株予約権は存在するものの、権利確定が上場条件付きとなっている

ため希薄化効果の計算対象外ですので、記載しておりません。
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30．株式報酬

(1) 株式報酬制度の概要

当社は、持分決済型のストック・オプションとして新株予約権を有償及び無償により付与しております。当該制

度は、当社グループの業績や企業価値の向上に対する意欲や士気を一層高めるとともに、優秀な人材を確保するこ

とにより当社の業績向上を図ることを目的としております。

ストック・オプションは、当社の株主総会において承認された内容に基づき付与されており、割当契約に定めら

れた行使期間内に行使されない等の場合に失効いたします。

なお、第１回については当連結会計年度において当社株式の上場未達により全て失効しており、当連結会計年度

末時点では第２回のみ残っております。

当社が発行するストック・オプションの内容は、以下のとおりであります。

種類
付与数
(株)

付与日 行使期限
行使価格
(円)

付与日の
公正価値
(円)

権利確定
条件

2021年度第１回Ａ
種（無償）

343,299 2021年８月６日 2031年８月５日 1,000 10.60 (注１)

2021年度第１回Ｂ
種（有償）

416,350 2021年８月６日 2031年８月５日 1,000 10.60 (注１)

2024年度第２回Ａ
種（無償）

557,102 2024年６月５日 2039年６月４日 1,000 88.00 (注２)

2024年度第２回Ｂ
種（有償）

317,570 2024年６月５日 2034年６月４日 1,000 77.00 (注１)

(注) １．付与日以降、EBITDAが一定の水準を超えること、新株予約権の権利行使の時点まで当社の役員もしくは従業

員その他の使用人の地位を有すること及び当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されること等が条

件となっております。

２．付与日以降、新株予約権の権利行使の時点まで当社の役員もしくは従業員その他の使用人の地位を有するこ

と及び当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されること等が条件となっております。

(2) 株式報酬費用

株式報酬に係る費用の認識額は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

株式報酬に係る費用 0 6

(3) ストック・オプションの数及び加重平均行使価格

期中に付与されたストック・オプションの数量及び加重平均行使価格は、以下のとおりです。

前連結会計年度
(自2022年９月１日
至2023年８月31日)

当連結会計年度
(自2023年９月１日
至2024年８月31日)

オプション数
(株)

加重平均行使価格
(円)

オプション数
(株)

加重平均行使価格
(円)

期首未行使残高 736,030 1,000 633,253 1,000

付与 － － 874,672 1,000

行使 － － － －

失効 △102,777 1,000 △633,253 1,000

期末未行使残高 633,253 1,000 874,672 1,000

期末行使可能残高 － － － －

(注) １．期末時点で未行使のストック・オプションの加重平均残存契約年数は前連結会計年度末において7.9年、当

連結会計年度末において12.9年です。
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(4) 付与されたストック・オプションの公正価値及び仮定

前連結会計年度(自 2022年９月１日 至 2023年８月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

ストック・オプション１単位の公正価値の見積りは二項モデルにより計算しております。このモデルにインプッ

トされた条件は、以下のとおりです。

第２回Ａ種（無償）
新株予約権

第２回Ｂ種（有償）
新株予約権

付与日の公正価値(円) 88.00 77.00

付与日の株価(円)(注１) 1,000 1,000

行使価格(円) 1,000 1,000

予想ボラティリティ(％)(注２) 39.17 37.15

予想残存期間(年) 14.76 9.76

予想配当(注３） 行われない 行われない

無リスク利子率(％)(注４） 1.49 0.99

(注) １．ストック・オプションの対象株式は付与時点で非上場株式であったため、当社の事業計画に基づく割引キャ

ッシュ・フロー法により評価額を算定しております。

２．複数の上場類似企業の市場株価データを基に加重平均ボラティリティを算定しております。

３．複数の上場類似企業のデータを基に算定しております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りを採用しております。
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31．金融商品

(1) 資本管理

当社グループは、事業の拡大、競争力の強化により持続的な成長を図り、企業価値を最大化するために、健全(最

適)な財務基盤を構築・維持することを資本管理の基本方針としております。

当社グループは資本管理の指標として、主に純有利子負債及び資本合計を用いており、以下のとおりでありま

す。なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制(会社法等の一般的な規定を除く)はありません。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

有利子負債(注) 25,721 22,186 20,662

控除：現金及び現金同等物 4,663 2,609 3,199

純有利子負債 21,058 19,577 17,462

資本合計 13,351 14,390 15,700

(注) 有利子負債は借入金及びリース負債の合計です。

(2) 財務リスク管理の基本方針

当社グループは、事業活動を行う上で、様々な財務上のリスク（為替リスク、金利リスク、信用リスク及び流動

性リスク等）に晒されております。当該リスクの回避及び低減のために、一定の方針に基づきリスク管理を行って

おります。財務経理部門は、財務上のリスク管理の状況について、適時当社の経営陣に報告しております。

また、当社グループの方針として、投機的なデリバティブは行わないこととしております。

(3) 信用リスク

① 信用リスク管理

当社グループの営業債権及びその他の債権、その他の金融資産は、顧客の信用リスク（契約の相手方が契約上の

債務に関して債務不履行になり、当社グループに財務上の損失を発生させるリスク）に晒されております。

営業債権及びその他の債権は主にクレジットカード会社に対する債権、その他の金融資産は主に店舗の賃貸借契

約に基づく敷金及び保証金であり、信用リスクに関しては、当社グループの与信管理規程等に基づき管理しており

ます。

なお、当社グループでは特定の相手先に対する過度に集中した信用リスクはありません。

② 信用リスク

当社グループの信用リスクに対する最大エクスポージャーは、連結財政状態計算書に表示している金融資産の減

損後の帳簿価額であり、移行日、前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、2,948百万円、2,901百万円、

2,949百万円であります。

いずれの金融資産についても、過去の貸倒実績等を勘案した結果、信用リスクは限定的であると判断されるた

め、各連結会計年度末において貸倒引当金は計上しておりません。

(4) 流動性リスク

① 流動性リスク管理

当社グループは、支払債務の履行が困難になる流動性リスクに晒されておりますが、当該リスクに関し、適時に

資金計画を作成、更新するなど常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達又は運用に関して適時な施策を講じると

ともに、手許流動性の維持などにより管理しております。

また、金融機関とコミットメントライン契約を締結することにより、流動性リスクの低減を図っております。



― 123 ―

② 金融負債の期日別残高

移行日及び各年度の金融負債の期日別残高は、以下のとおりであります。

移行日(2022年９月１日) (単位：百万円)

帳簿価額

契約上の
キャッ
シュ・フ
ロー

１年以内
１年超

２年以内
２年超

３年以内
３年超

４年以内
４年超

５年以内
５年超

営業債務及びその他
の債務

1,476 1,476 1,476 － － － － －

借入金 19,548 21,503 3,655 1,373 1,351 1,330 1,309 12,482

その他の非流動負債 25 25 5 5 5 5 5 －

リース負債 6,173 6,332 1,954 1,250 936 515 393 1,281

合計 27,223 29,337 7,091 2,628 2,293 1,851 1,707 13,764

前連結会計年度(2023年８月31日) (単位：百万円)

帳簿価額

契約上の
キャッ
シュ・フ
ロー

１年以内
１年超

２年以内
２年超

３年以内
３年超

４年以内
４年超

５年以内
５年超

営業債務及びその他
の債務

1,319 1,319 1,319 － － － － －

借入金 16,336 17,855 1,375 1,353 1,332 1,310 12,483 －

その他の非流動負債 20 20 5 5 5 5 － －

リース負債 5,850 6,020 2,141 1,339 762 486 364 926

合計 23,526 25,216 4,842 2,697 2,099 1,802 12,847 926

当連結会計年度(2024年８月31日) (単位：百万円)

帳簿価額

契約上の
キャッ
シュ・フ
ロー

１年以内
１年超

２年以内
２年超

３年以内
３年超

４年以内
４年超

５年以内
５年超

営業債務及びその他
の債務

1,976 1,976 1,976 － － － － －

借入金 15,336 16,514 1,364 1,342 1,319 12,487 － －

その他の非流動負債 15 15 5 5 5 － － －

リース負債 5,326 5,443 1,973 1,162 746 527 366 667

合計 22,655 23,950 5,320 2,509 2,071 13,014 366 667

③ コミットメントライン契約

移行日及び各期末におけるコミットメントラインの総額と借入実行残高は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

コミットメントラインの総額 1,200 1,200 1,200

借入実行残高 － － －

未実行残高 1,200 1,200 1,200
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(5) 為替リスク

① 為替リスク管理

為替リスクは、当社グループ各社の機能通貨と異なる通貨による取引については為替リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、為替相場を常時モニタリングすることで管理しております。

② 為替変動リスクのエクスポージャー

当社グループの主な為替変動リスクのエクスポージャー(純額)は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

項目
前連結会計年度

(2023年８月31日)
当連結会計年度

(2024年８月31日)

台湾ドル △457 △232

シンガポールドル 386 534

中国元 20 130

（注）上記以外の通貨に係る為替変動リスクのエクスポージャーに重要性はありません。

③ 為替感応度分析

当社グループが各年度末において保有する外貨建金融商品につき、その他すべての変数が一定であることを前提

として、日本円が各通貨に対して1.0％円安となった場合の「税引前当期利益」への影響額は、以下のとおりで

す。なお、機能通貨建ての金融商品及び在外営業活動体の資産及び負債を表示通貨に換算する際の影響は含んでお

りません。

(単位：百万円)

項目
前連結会計年度

(自2022年９月１日
至2023年８月31日)

当連結会計年度
(自2023年９月１日
至2024年８月31日)

台湾ドル △4 △2

シンガポールドル 3 5

中国元 0 1

(6) 金利リスク

① 金利リスク管理

当社グループは、変動金利による借入を行っているため、金利変動リスクに晒されております。当該リスクに関

しては、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達又は運用に関して適時な施策を講じて管理しております。

② 金利変動リスクのエクスポージャー

金利変動リスクのエクスポージャーは、以下のとおりです。

(単位：百万円)

項目
前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

変動金利の借入金 16,336 15,336
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③ 金利リスク感応度分析

当社グループが各年度末において保有する変動金利の金融商品につき、その他すべての変数が一定であることを

前提として、期末日における金利が1.0％上昇した場合の「税引前当期利益」への影響額は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

項目
前連結会計年度

(自2022年９月１日
至2023年８月31日)

当連結会計年度
(自2023年９月１日
至2024年８月31日)

税引前当期利益への影響額 163 153

(7) 金融商品の公正価値

① 公正価値ヒエラルキー

当初認識後に経常的に公正価値で測定する金融商品を保有する場合には、測定に使用したインプットの観察可能

性及び重要性に応じて、公正価値ヒエラルキーを以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）市場価格により測定した公正価値

レベル２： レベル１以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公正価値

レベル３： 重要な観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値

公正価値の測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値の測定の全体において重要な最も低

いレベルのインプットに基づいて公正価値のレベルを決定しております。

なお、各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品は保有しておりません。

② 公正価値で測定されない金融商品

各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定しないが、公正価値の開示が要求される主な金融商品の帳簿価額及

び公正価値は以下のとおりであります。

なお、短期金融資産、短期金融負債、借入金については、帳簿価額と公正価値が近似しているため、以下の表に

は含めておりません。借入金については、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の

信用状態は借入実行後大きな変動がないことから、帳簿価額は公正価値に近似している状況です。

(単位：百万円)

移行日
(2022年９月１日)

前連結会計年度
(2023年８月31日)

当連結会計年度
(2024年８月31日)

帳簿
価額

公正
価値

帳簿
価額

公正
価値

帳簿
価額

公正
価値

敷金保証金
（その他の金融資産）

1,523 1,494 1,609 1,544 1,555 1,476

敷金保証金の相手方となる物件の所有者の信用リスクが現時点で極めて低いと判断しているため、これらの公正

価値は、契約期間にわたる将来キャッシュ・フローを、国債利回りといった適切な指標で割り引いた現在価値に基

づいて計算しております。敷金保証金の公正価値ヒエラルキーはレベル２に分類しております。
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32．関連当事者取引

(1) 関連当事者との取引

日本では、借入金の一般的な契約条項として、銀行の要請がある場合には現在及び将来の負債に対し担保差入及

び債務保証をすること、並びに銀行は返済期日において、又は債務不履行が生じた場合に、債務を預金と相殺する

権利を有していることが規定されております。

当社が2021年１月22日付で締結した、株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社三井住友銀行、ス

ルガ銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社七十七銀行、株式会社横浜銀行、株式会社山陰合同銀行及び株

式会社福岡銀行を貸付人、ファシリティ・エージェント兼セキュリティ・エージェントとする金銭消費貸借契約に

対して、下記の関連当事者は保有する当社株式の全てを、当社が締結した金銭消費貸借契約上の債務の担保として

金融機関に差し入れております。記載している取引金額は担保資産に対応する債務の期末残高であります。当社は

保証料の支払いは行っておりません。

移行日(2022年９月１日)

（単位：百万円）

種類 名称
所有する

議決権割合
当社との関係及び取引 取引金額 債権債務残高

親会社
プリモ・インテグラル２
投資事業有限責任組合

（被所有）
直接82.7％

当社の銀行借入に対す
る担保（注）

19,548 －

最終的な支配当
事者の子会社

Innovation
Alpha Primo L.P．

（被所有）
直接13.1％

プリモ・インテグラル１
投資事業有限責任組合

（被所有）
直接2.9％

前連結会計年度(自 2022年９月１日 至 2023年８月31日)

（単位：百万円）

種類 名称
所有する

議決権割合
当社との関係及び取引 取引金額 債権債務残高

親会社
プリモ・インテグラル２
投資事業有限責任組合

（被所有）
直接82.7％

当社の銀行借入に対す
る担保（注）

16,336 －

最終的な支配当
事者の子会社

Innovation
Alpha Primo L.P．

（被所有）
直接13.1％

プリモ・インテグラル１
投資事業有限責任組合

（被所有）
直接2.9％
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当連結会計年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

（単位：百万円）

種類 名称
所有する

議決権割合
当社との関係及び取引 取引金額 債権債務残高

親会社
プリモ・インテグラル２
投資事業有限責任組合

（被所有）
直接82.7％

当社の銀行借入に対す
る担保（注）

15,336 －

最終的な支配当
事者の子会社

Innovation
Alpha Primo L.P．

（被所有）
直接13.1％

プリモ・インテグラル１
投資事業有限責任組合

（被所有）
直接2.9％

（注）上記３社はインテグラル株式会社が組成したリミテッド・パートナーであり、当社が締結した金銭消費貸借契約

上の担保として、所有する当社の株式のすべてを金融機関の担保に供しております。なお、取引金額には保証額

の期末残高を記載しております。「34.後発事象」に記載のとおり、当該担保は2025年４月17日付で締結した金

銭消費貸借契約にて全て解除されております。

(2) 主要な経営幹部に対する報酬

当社グループの主要な経営幹部（取締役及び監査役）に対する報酬は以下のとおりです。

(単位：百万円)

種類
前連結会計年度

(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

報酬 71 74

株式報酬 0 6

合計 72 80

(3) 親会社に関する情報

当社の親会社はインテグラル２投資事業有限責任組合（被所有割合 移行日：82.7％、前連結会計年度末：82.7

％、当連結会計年度末：82.7％）ですが、同組合はインテグラル株式会社の関連ファンドであるため、最終的な支

配当事者はインテグラル株式会社であります。
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(4) 子会社及び関連会社に関する情報

当社グループの子会社及び関連会社は次のとおりであります。

名称 住所 資本金
主要な事業

の内容

議決権の所有

割合
関係内容

(連結子会社)

プリモ・ジャパン㈱ 東京都中央区 100百万円

ブライダルジ

ュエリー販売

事業

所有

直接100％

資金の貸付

役員の兼任３名

Primo Diamond Shanghai

Trading Co.,Ltd.

中華人民共和国

上海市

5,100千

米ドル

ブライダルジ

ュエリー販売

事業

所有

間接100％

当社グループ商品

の販売

役員の兼任２名

Primo Diamond Taiwan

Inc.

中華民国

台北市

70,000千

台湾ドル

ブライダルジ

ュエリー販売

事業

所有

間接100％

当社グループ商品

の販売

役員の兼任１名

Primo Diamond Hong Kong

Ltd.

中華人民共和国

香港特別行政区

5,000千

香港ドル

ブライダルジ

ュエリー販売

事業

所有

間接100％

当社グループ商品

の販売

役員の兼任２名

Primo Diamond Singapore

Pte.Ltd.

シンガポール共和国

アンソンロード

500千

シンガポール

ドル

ブライダルジ

ュエリー販売

事業

所有

直接100％
役員の兼任１名

Primo Israel Diamonds

Ltd.

イスラエル

ラマト・ガン
42米ドル ―（注）

所有

間接100％
―

(持分法適用関連会社)

Kuno Primo Co.,Ltd.
中華民国

台北市

100,000千

台湾ドル

ブライダルジ

ュエリー販売

事業

所有

間接50％

当社グループ商品

の販売

（注） Primo Israel Diamonds Ltd.は現在清算申請中であります。
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33．コミットメント及び偶発事象

該当事項はありません。

34．後発事象

（リファイナンス）

当社は、長期借入金の借換（リファイナンス）を目的として、国内金融機関７社各社との金銭消費貸借契約に基づ

き2025年４月28日付で借入を実施し、同日付で既存の金銭消費貸借契約に基づく借入金の弁済を行いました。

主な契約内容は、以下の通りであります。

① 契約形態 タームローンA タームローンB コミットメントライン

② 組成金額 3,000百万円 11,031百万円 1,200百万円

③ 借入金額 3,000百万円 11,031百万円 ―

④ 契約締結日 2025年４月17日

⑤ 借入実行日 2025年４月28日

⑥ 返済期限
2025年７月27日より６
ヶ月毎に返済（最終返
済日2028年1月27日）

最終返済日（2028年１
月27日）に返済

１ヶ月、３ヶ月又は６
ヶ月のいずれかの期間
で返済

⑦ 参加金融機関
株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株
式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社山陰合同銀行及び株
式会社福岡銀行

⑧ 金利 TIBOR（東京銀行間取引金利）プラススプレッド

⑨ 契約（借入）期間 2025年４月28日から2028年１月27日まで

⑩ 担保条項

担保差入資産は当社の連結子会社であるプリモ・ジャパン株式会社の商
品及び製品であります。

なお、当社の親会社及び最終的な支配当事者の子会社による担保の差入
れはありません。

⑪ 主な借入金の義務

財務制限条項を遵守すること。なお、主な財務制限条項の内容は以下の通
りであります。
a) グロス・レバレッジ・レシオ

2025年８月期以降の各決算期末及び2026年２月期以降の各中間期末（い
ずれも直近12ヶ月）における借入人を頂点とする連結ベースでのグロス・
レバレッジ・レシオ（有利子負債をEBITDAで除したもの）を5.00以下にす
ること
b) 純資産維持

2025年８月期以降の各決算期末の借入人の連結貸借対照表上の純資産の
部の合計金額を、直前の決算期末における借入人の連結貸借対照表上の純
資産の部の合計金額の75％以上に維持すること
c) 利益維持

2025年８月期以降の各決算期末（直近12ヶ月）における借入人の連結ベ
ースの営業利益が赤字となった場合、その直後の決算期末における借入人
の連結ベースの営業利益が赤字となる状態を生じさせないこと

上記のリファイナンスが翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響については、現在精査中であります。
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（法人税率の変更等による影響）

2025年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が成立し、2026年４月１日以後に開

始する連結会計年度から防衛特別法人税の課税が行われることになりました。これに伴い、2025年９月１日に開始する

連結会計年度の法定実効税率は34.6％、2026年９月１日以降に開始する連結会計年度の法定実効税率は35.4％となりま

す。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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35．初度適用

当社グループは、当連結会計年度からIFRSに準拠した連結財務諸表を開示しております。IFRSへの移行日は2022年

９月１日です。

当社グループは日本基準に準拠した連結財務諸表を作成していないため、IFRS第１号「国際財務報告基準の初度適

用」（以下「IFRS第１号」という。）で開示が求められる従前の会計原則に従って報告された金額からの調整表は作

成しておりません。また、当社はグループ会社の経営管理全般を行う純粋持株会社であり、主たる事業は子会社が行

っていることから、当社の日本基準に準拠した個別財務諸表上の金額からの調整表についても作成しておりません。

IFRS第1号は、IFRSを初めて適用する企業に対し、原則としてIFRSを遡及的に適用することを求めています。当社グ

ループは、IFRS第１号の遡及適用に対する以下の強制的な例外規定を除き、任意に適用できる免除規定は採用してお

りません。

IFRS第１号の遡及適用に対する強制的な例外規定

IFRS第１号では、「見積り」、「金融資産及び金融負債の認識の中止」、「非支配持分」及び「金融商品の分類及

び測定」等について、IFRSの遡及適用を禁止しております。当社グループはこれらの項目について移行日より将来に

向かって適用しております。

36．承認日

2025年５月13日に本連結財務諸表は、取締役会によって承認されております。
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【要約中間連結財務諸表注記】

１．報告企業

プリモグローバルホールディングス株式会社（以下「当社」という。）は日本に所在する株式会社であり、登記上

の本社の住所は東京都中央区に所在しております。当社の要約中間連結財務諸表は、当社及びその子会社（以下「当

社グループ」という。）、並びに当社グループの関連会社に対する持分から構成されております。当社グループはジ

ュエリー販売を主な事業としております。

当社は、ブライダルジュエリー事業を展開するプリモ・ジャパンをはじめとする、グループ会社の経営管理全般を

行う持株会社であります。

当社グループは、1999年４月に設立された株式会社スピードクリエイションを前身としております。株式会社スピ

ードクリエイションは、ブライダルジュエリーの販売と、通信技術の発展及びインターネット需要の急拡大を受けて

の当該分野における事業拡大、並びにベンチャー企業への投資を目的として設立されました。その後2004年に事業の

選択と集中を行い、ブライダルジュエリーの販売を専業として以来、「最高(プリモ)の夢(おもい)を最高(プリモ)の

幸(かたち)に」を企業理念として事業を拡大しており、事業の拡大に伴い組織管理体制の強化を目的とした投資ファ

ンドからの出資受入れ等の複数回にわたる企業再編を行い、現在の当社グループを形成しております。

PJホールディングス株式会社（現当社）は、プリモ・ジャパン株式会社の株式取得等を目的として、当社の最終的

な支配当事者であるインテグラル株式会社が組成したプリモ・インテグラル１投資事業有限責任組合、プリモ・イン

テグラル２投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha Primo L．P．を株主として2020年12月に設立された持株会社

であります。2021年１月27日、プリモ・ジャパン株式会社の普通株式（議決権比率100％）を取得し、完全子会社化い

たしました。

2021年４月、PJホールディングス株式会社は商号をプリモグローバルホールディングス株式会社に変更しておりま

す。なお、要約中間連結財政状態計算書に計上されているのれんのうち16,296百万円は、すべて2021年１月27日の企

業結合により認識されたものであります。

２．作成の基礎

(1) IFRSに準拠している旨

当社グループの要約中間連結財務諸表は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して作成しており、前連

結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものであります。

当社は、連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を全て満たしているため、

同第312条の規定を適用しております。

本要約中間連結財務諸表は、2025年５月13日に取締役会によって承認されています。

(2) 測定の基礎

当社グループの要約中間連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価を基礎

として作成しております。

(3) 機能通貨及び表示通貨

当社グループの要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円(百万円単位、単位未満切捨て)で表示し

ております。

３．重要性がある会計方針

当社グループが本要約中間連結財務諸表において適用した重要性がある会計方針は、前連結会計年度において適用

した連結財務諸表において適用した会計方針と同様であります。なお、当中間連結会計期間の法人所得税費用は、見

積平均年次実効税率を用いて算定しております。
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４．重要な会計上の見積り及び判断

要約中間連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響

を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されています。実際の業績は、これらの見積り及び仮定とは異なる

場合があります。

会計上の見積り及び判断は、継続して見直しを行っております。会計上の見積りの見直しによる影響は、その見積

りを見直した会計期間及び将来の会計期間において認識しております。

経営者が行った要約中間連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び判断は、前連結会計年度の連結財務

諸表と同様です。
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５．事業セグメント

(1) 報告セグメントの概要

当社の事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分を決定し、また業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎

に決定しております。

なお、報告セグメントの決定に際して集約された事業セグメントはありません。

当社グループは、主にジュエリーを販売しており、国内と海外の各市場の特性に応じた包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。したがって、当社グループの事業は、地域別に構成されており、「国内事業」と

「海外事業」を報告セグメントとしております。

「国内事業」は、プリモ・ジャパン株式会社が国内において事業を営んでおり、「海外事業」は、海外子会社４

社が中華圏（中国本土、台湾、香港）及びシンガポールにおいて事業を営んでおります。

(2) 報告セグメントに関する情報

報告セグメントの会計方針は、当社グループの会計方針と同一であります。

また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。なお、セグメント間の内部取引における価

額は、独立企業間価格に基づいております。

報告セグメントの売上収益及び利益に関する情報は、以下のとおりです。

前中間連結会計期間（自 2023年９月１日 至 2024年２月29日）

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注１）
要約中間連結

財務諸表計上額
国内 海外 計

売上収益

外部顧客への売上収益 7,672 4,773 12,445 － 12,445

セグメント間の売上収益 － － － － －

合計 7,672 4,773 12,445 － 12,445

減価償却費及び償却費（注２） △207 △143 △351 － △351

資産除去費用 △5 △0 △5 － △5

セグメント利益（営業利益） 1,172 327 1,500 △0 1,500

金融収益 － － － － 4

金融費用 － － － － △244

持分法による投資損失（△） － － － － △18

税引前中間利益 － － － － 1,241

(注) １．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び未実現利益の控除によるものです。

２．減価償却費及び償却費は、使用権資産に係る減価償却費（849百万円、うち国内事業：305百万円、海外事

業：543百万円）を控除して表示しております。
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当中間連結会計期間（自 2024年９月１日 至 2025年２月28日）

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額

（注１）
要約中間連結

財務諸表計上額
国内 海外 計

売上収益

外部顧客への売上収益 8,765 4,638 13,404 － 13,404

セグメント間の売上収益 5 － 5 △5 －

合計 8,771 4,638 13,410 △5 13,404

減価償却費及び償却費（注２） △157 △128 △285 － △285

減損損失 － △1 △1 － △1

資産除去費用 △3 △0 △3 － △3

セグメント利益（営業利益） 1,457 127 1,585 △0 1,585

金融収益 － － － － 3

金融費用 － － － － △232

持分法による投資損失（△） － － － － △9

税引前中間利益 － － － － 1,348

(注) １．セグメント間の売上収益及びセグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去及び未実現利益の控除によ

るものです。

２．減価償却費及び償却費は、使用権資産に係る減価償却費（824百万円、うち国内事業：371百万円、海外事

業：452百万円）を控除して表示しております。
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６．棚卸資産

期中に売上原価に含めて費用として認識した棚卸資産の評価減の金額は、次のとおりです。

(単位：百万円)

前中間連結会計期間
（自 2023年９月１日
至 2024年２月29日）

当中間連結会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

評価減の金額(△は戻入) 82 105

７．のれん及び無形資産

当社グループは、のれん及び耐用年数の確定できない無形資産（商標権）が配分されている資金生成単位グループ

については、毎第４四半期会計期間中又は減損の兆候がある場合には、その都度減損テストを実施しております。

当中間連結会計期間において、のれん及び耐用年数の確定できない無形資産（商標権）の取得、処分及び減損の兆

候はありません。
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８．売上収益

収益の分解

当社グループが営んでいる主な事業内容は「I-PRIMO」及び「LAZARE DIAMOND」等のブランド名で婚約指輪及び結

婚指輪の販売とこれらに係るアフターメンテナンスの提供であり、履行義務の充足時点に応じて商品の販売とアフ

ターメンテナンスの提供に区分されます。

商品の販売においてアフターメンテナンスなどのサービスが別個の履行義務として識別された場合、取引価格を

独立販売価格に基づき個々の商品及びサービスに配分しております。

独立販売価格は、個々の商品及びサービスの通常の販売価格に基づいて算定しております。

商品販売については、その引渡時点で商品への支配が顧客に移転し、履行義務が充足されることから、当該時点

で収益を認識しております。

アフターメンテナンスサービスについては、履行義務が時の経過にわたり充足されるため、保証が必要と認めら

れる期間にわたって収益を認識しております。

契約負債は、主に顧客からの前受金に関連するものであります。

なお、顧客との契約における対価は、クレジット会社等が別途定める支払条件により履行義務充足後、短期のう

ちに支払いを受けており、重要な金融要素は含まれておりません。

主たる地域による収益の分解情報は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

前中間連結会計期間
（自 2023年９月１日
至 2024年２月29日）

当中間連結会計期間
（自 2024年９月１日
至 2025年２月28日）

日本 7,672 8,765

台湾 2,128 1,903

中国本土 1,552 1,656

その他 1,092 1,078

合計 12,445 13,404
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９．１株当たり中間利益

基本的１株当たり中間利益及びその算定上の基礎は、以下のとおりです。

(単位：百万円)

前中間連結会計期間
(自2023年９月１日
至2024年２月29日)

当中間連結会計期間
(自2024年９月１日
至2025年２月28日)

親会社の普通株主に帰属する中間利益

親会社の所有者に帰属する中間利益 938 1,048

親会社の普通株主に帰属しない金額 － －

基本的１株当たり中間利益の計算に使用する
中間利益

938 1,048

発行済普通株式の期中平均株式数 8,747,143株 8,747,143株

基本的１株当たり中間利益 107.25円 119.91円

（注）希薄化後１株当たり中間利益については、新株予約権は存在するものの、権利確定が上場条件付きとなっている

ため希薄化効果の計算対象外ですので、記載しておりません。
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10．金融商品の公正価値

(1)公正価値ヒエラルキー

当初認識後に経常的に公正価値で測定する金融商品を保有する場合には、測定に使用したインプットの観察可能

性及び重要性に応じて、公正価値ヒエラルキーを以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１： 同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）市場価格により測定した公正価値

レベル２： レベル１以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公正価値

レベル３： 重要な観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値

公正価値の測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値の測定の全体において重要な最も低

いレベルのインプットに基づいて公正価値のレベルを決定しております。

なお、各報告期間の末日に公正価値で測定される金融商品は保有しておりません。

(2)公正価値で測定されない金融商品

各報告期間の末日に経常的に公正価値で測定しないが、公正価値の開示が要求される主な金融商品の帳簿価額及

び公正価値は以下のとおりであります。

なお、短期金融資産、短期金融負債、借入金については、帳簿価額と公正価値が近似しているため、以下の表に

は含めておりません。借入金については、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、当社の

信用状態は借入実行後大きな変動がないことから、帳簿価額は公正価値に近似している状況です。

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2024年８月31日)

当中間連結会計期間
(2025年２月28日)

帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

敷金保証金
（その他の金融資産）

1,555 1,476 1,332 1,228

敷金保証金の相手方となる物件の所有者の信用リスクが現時点で極めて低いと判断しているため、これらの公正

価値は、契約期間にわたる将来キャッシュ・フローを、国債利回りといった適切な指標で割り引いた現在価値に基

づいて計算しております。敷金保証金の公正価値ヒエラルキーはレベル２に分類しております。
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11．関連当事者

日本では、借入金の一般的な契約条項として、銀行の要請がある場合には現在及び将来の負債に対し担保差入及び

債務保証をすること、並びに銀行は返済期日において、又は債務不履行が生じた場合に、債務を預金と相殺する権利

を有していることが規定されております。

当社が2021年１月22日付で締結した、株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社三井住友銀行、スル

ガ銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社七十七銀行、株式会社横浜銀行、株式会社山陰合同銀行及び株式会

社福岡銀行を貸付人、ファシリティ・エージェント兼セキュリティ・エージェントとする金銭消費貸借契約に対して、

下記の関連当事者は保有する当社株式の全てを、当社が締結した金銭消費貸借契約上の債務の担保として金融機関に

差し入れております。記載している取引金額は担保資産に対応する債務の期末残高であります。当社は保証料の支払

いは行っておりません。

なお、「12．後発事象」に記載のとおり、当該担保は2025年４月17日付で締結した金銭消費貸借契約にて全て解除

されます。

前中間連結会計期間（自 2023年９月１日 至 2024年２月29日）

（単位：百万円）

種類 名称
所有する

議決権割合
当社との関係及び取引 取引金額 債権債務残高

親会社
プリモ・インテグラル２
投資事業有限責任組合

（被所有）
直接82.7％

当社の銀行借入に対す
る担保（注）

15,836 －

最終的な支配当
事者の子会社

Innovation
Alpha Primo L.P．

（被所有）
直接13.1％

プリモ・インテグラル１
投資事業有限責任組合

（被所有）
直接2.9％

当中間連結会計期間（自 2024年９月１日 至 2025年２月28日）

（単位：百万円）

種類 名称
所有する

議決権割合
当社との関係及び取引 取引金額 債権債務残高

親会社
プリモ・インテグラル２
投資事業有限責任組合

（被所有）
直接82.7％

当社の銀行借入に対す
る担保（注）

14,031 －

最終的な支配当
事者の子会社

Innovation
Alpha Primo L.P．

（被所有）
直接13.1％

プリモ・インテグラル１
投資事業有限責任組合

（被所有）
直接2.9％

（注）上記３社はインテグラル株式会社が組成したリミテッド・パートナーであり、当社が締結した金銭消費貸借契約

上の担保として、所有する当社の株式のすべてを金融機関の担保に供しております。なお、取引金額には保証額

の期末残高を記載しております。
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12．後発事象

(1)リファイナンス

当社は、長期借入金の借換（リファイナンス）を目的として、国内金融機関７社各社との金銭消費貸借契約に基づ

き2025年４月28日付で借入を実施し、同日付で既存の金銭消費貸借契約に基づく借入金の弁済を行いました。

主な契約内容は、以下の通りであります。

① 契約形態 タームローンA タームローンB コミットメントライン

② 組成金額 3,000百万円 11,031百万円 1,200百万円

③ 借入金額 3,000百万円 11,031百万円 ―

④ 契約締結日 2025年４月17日

⑤ 借入実行日 2025年４月28日

⑥ 返済期限
2025年７月27日より６
ヶ月毎に返済（最終返
済日2028年1月27日）

最終返済日（2028年１
月27日）に返済

１ヶ月、３ヶ月又は６
ヶ月のいずれかの期間
で返済

⑦ 参加金融機関
株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株
式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社山陰合同銀行及び株
式会社福岡銀行

⑧ 金利 TIBOR（東京銀行間取引金利）プラススプレッド

⑨ 契約（借入）期間 2025年４月28日から2028年１月27日まで

⑩ 担保条項

担保差入資産は当社の連結子会社であるプリモ・ジャパン株式会社の商
品及び製品であります。

なお、当社の親会社及び最終的な支配当事者の子会社による担保の差入
れはありません。

⑪ 主な借入金の義務

財務制限条項を遵守すること。なお、主な財務制限条項の内容は以下の通
りであります。
a) グロス・レバレッジ・レシオ

2025年８月期以降の各決算期末及び2026年２月期以降の各中間期末（い
ずれも直近12ヶ月）における借入人を頂点とする連結ベースでのグロス・
レバレッジ・レシオ（有利子負債をEBITDAで除したもの）を5.00以下にす
ること
b) 純資産維持

2025年８月期以降の各決算期末の借入人の連結貸借対照表上の純資産の
部の合計金額を、直前の決算期末における借入人の連結貸借対照表上の純
資産の部の合計金額の75％以上に維持すること
c) 利益維持

2025年８月期以降の各決算期末（直近12ヶ月）における借入人の連結ベ
ースの営業利益が赤字となった場合、その直後の決算期末における借入人
の連結ベースの営業利益が赤字となる状態を生じさせないこと

上記のリファイナンスが当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響については、現在精査中であります。
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(2)法人税率の変更等による影響

2025年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が成立し、2026年４月１日以後に開

始する連結会計年度から防衛特別法人税の課税が行われることになりました。これに伴い、2025年９月１日に開始する

連結会計年度の法定実効税率は34.6％、2026年９月１日以降に開始する連結会計年度の法定実効税率は35.4％となりま

す。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2023年８月31日)

当事業年度
(2024年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※２ 220 ※２ 81

前払費用 5 7

関係会社未収入金 108 137

１年内子会社長期貸付金 － 87

未収収益 － 11

その他流動資産 － 0

流動資産合計 333 324

固定資産

無形固定資産

商標権 ※２ 8,944 ※２ 8,473

無形固定資産合計 8,944 8,473

投資その他の資産

関係会社株式 ※２ 16,162 ※２ 16,118

関係会社長期貸付金 ※２ 847 ※２ －

長期前払費用 16 12

長期未収入金 ※１ 52 ※１ －

投資その他の資産合計 17,078 16,130

固定資産合計 26,022 24,604

資産合計 26,356 24,929
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(単位：百万円)

前事業年度
(2023年８月31日)

当事業年度
(2024年８月31日)

負債の部

流動負債

未払金 ※１ 4 ※１ 4

未払費用 36 4

未払法人税等 1 1

未払消費税等 41 －

預り金 0 0

１年内返済予定の長期借入金 ※２ 1,000 ※２ 1,000

流動負債合計 1,083 1,010

固定負債

長期借入金 ※２ 15,336 ※２ 14,336

長期未払金 20 15

繰延税金負債 2,703 2,599

固定負債合計 18,059 16,950

負債合計 19,142 17,961
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(単位：百万円)

前事業年度
(2023年８月31日)

当事業年度
(2024年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 100 100

資本剰余金

資本準備金 4,373 4,373

その他資本剰余金 4,273 4,273

資本剰余金合計 8,647 8,647

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,538 △1,786

利益剰余金合計 △1,538 △1,786

株主資本合計 7,208 6,960

新株予約権 5 7

純資産合計 7,213 6,968

負債純資産合計 26,356 24,929
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② 【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当事業年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

売上高 ※１ 566 ※１ 718

売上総利益 566 718

販売費及び一般管理費 ※２ 558 ※２ 663

営業利益 8 55

営業外収益

受取利息 ※１ 74 ※１ 13

その他 0 1

営業外収益合計 75 15

営業外費用

支払利息 438 375

支払手数料 5 6

為替差損 0 0

営業外費用合計 444 382

経常損失（△） △360 △312

特別利益

抱合せ株式消滅差益 151 －

新株予約権戻入益 － 5

特別利益合計 151 5

特別損失

関係会社株式評価損 － 43

特別損失合計 － 43

税引前当期純損失（△） △209 △349

法人税、住民税及び事業税 1 1

法人税等調整額 143 △103

法人税等合計 144 △102

当期純損失（△） △354 △247
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年９月１日 至 2023年８月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金
資本剰余金合計

当期首残高 100 4,373 4,273 8,647

当期変動額

当期純損失（△） － － － －

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － －

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 100 4,373 4,273 8,647

株主資本

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 △1,184 △1,184 7,562 5 7,568

当期変動額

当期純損失（△） △354 △354 △354 － △354

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ － － △0 △0

当期変動額合計 △354 △354 △354 △0 △354

当期末残高 △1,538 △1,538 7,208 5 7,213
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当事業年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金
資本剰余金合計

当期首残高 100 4,373 4,273 8,647

当期変動額

当期純損失（△） － － － －

新株予約権の失効 － － － －

新株予約権の発行 － － － －

株式報酬取引 － － － －

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 100 4,373 4,273 8,647

株主資本

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

当期首残高 △1,538 △1,538 7,208 5 7,213

当期変動額

当期純損失（△） △247 △247 △247 － △247

新株予約権の失効 － － － △5 △5

新株予約権の発行 － － － 2 2

株式報酬取引 － － － 6 6

当期変動額合計 △247 △247 △247 2 △245

当期末残高 △1,786 △1,786 6,960 7 6,968
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１ 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式

移動平均法による原価法

２ 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

商標権 20年

３ 収益及び費用の計上基準

当社は、下記の５ステップアプローチに基づき、顧客との契約から生じる収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務を充足時に(又は充足するにつれて)収益を認識する

当社の収益は、グループ会社からの経営指導料及び商標権使用料となります。

経営指導料については、子会社に対して経営管理・指導を行うことを履行義務として識別しております。当該

履行義務は経過に連れて充足されるものであり、契約期間にわたって収益を計上しております。

商標権使用料については、当社のグループ会社に対して契約期間にわたり知的財産にアクセスできる権利を

付与するものであり、グループ会社に対し、グループ会社の商号、事業ブランド及びその他の商品・サービス

等の標章に当社のブランドを使用する許諾をする義務を負っております。当該履行義務は、ブランドを使用し

たグループ会社が収益を計上するにつれて充足されるものであることから、当社グループ会社の売上高に、一

定の料率を乗じた金額を収益として認識しております。

いずれの取引の対価も履行義務を充足してから主として１年以内に受領しており、重大な金融要素は含んで

いません。
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(会計上の見積りに関する注記)

前事業年度(自 2022年９月１日 至 2023年８月31日)

１ 無形固定資産（商標権）の評価

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

貸借対照表上、商標権8,944百万円を計上しております。

(2）財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

貸借対照表上、計上されている商標権は、主に2022年の組織再編に伴い認識されたものであります。当該商標

権について減損の兆候があると認められた場合には、減損損失の認識の要否を判定することとしております。

減損の兆候の判定にあたっては、継続的な営業赤字、使用範囲または方法について回収可能額を著しく低下さ

せる変化、経営環境の著しい悪化等について検討を行っております。経営環境の著しい悪化の見込みの有無につ

いては将来予測を含んでおり、主たる仮定は商標を利用する当社の子会社の将来の売上収益の予測であります。

なお、当事業年度においては、減損の兆候がないと判断しております。

これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の

結果によって減損の兆候が生じ、減損損失を認識する必要があると認められた場合、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を損益計算書の減損損失に計上することとなるため、翌事業年度以降の財務諸表の金額に

重要な影響を与える可能性があります。

２ その他の評価

当社では、関係会社株式及び出資金の評価や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りは、財務諸表作成

時において入手可能な情報に基づき実施しております。これらの見積りに関する重要な会計上の見積りに用いた

仮定は、新型コロナウイルス感染症による当社への影響は、今後の広がり方や収束期間等の見通しが不透明な状

況であるものの、現時点において会計上の見積りに重要な影響を与えるものではないと判断したことにありま

す。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響は限定的なものになり、その収束状況によっては当

社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

当事業年度(自 2023年９月１日 至 2024年８月31日)

無形固定資産（商標権）の評価

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

貸借対照表上、商標権8,473百万円を計上しております。

(2）財務諸表利用者の理解に資するその他の情報

貸借対照表上、計上されている商標権は、主に2022年の組織再編に伴い認識されたものであります。当該商標

権について減損の兆候があると認められた場合には、減損損失の認識の要否を判定することとしております。

減損の兆候の判定にあたっては、継続的な営業赤字、使用範囲または方法について回収可能額を著しく低下さ

せる変化、経営環境の著しい悪化等について検討を行っております。経営環境の著しい悪化の見込みの有無につ

いては将来予測を含んでおり、主たる仮定は商標を利用する当社の子会社の将来の売上収益の予測であります。

なお、当事業年度においては、減損の兆候がないと判断しております。

これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の

結果によって減損の兆候が生じ、減損損失を認識する必要があると認められた場合、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を損益計算書の減損損失に計上することとなるため、翌事業年度以降の財務諸表の金額に

重要な影響を与える可能性があります。
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(貸借対照表関係)

※１ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示されたものを除く)

前事業年度
(2023年８月31日)

当事業年度
(2024年８月31日)

短期金銭債権 －百万円 235百万円

長期金銭債権 52 〃 － 〃

短期金銭債務 1 〃 2 〃

※２ 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

前事業年度
(2023年８月31日)

当事業年度
(2024年８月31日)

現金及び預金 220百万円 81百万円

商標権 8,944 〃 8,473 〃

関係会社株式 16,118 〃 16,118 〃

関係会社長期貸付金 847 〃 87 〃

(2) 担保に係る債務

前事業年度
(2023年８月31日)

当事業年度
(2024年８月31日)

1年内返済予定の長期借入金 1,000百万円 1,000百万円

長期借入金 15,336 〃 14,336 〃

計 16,336百万円 15,336百万円

(損益計算書関係)

※１ 関係会社との取引高

前事業年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当事業年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

営業取引による取引高 566百万円 777百万円

営業取引以外の取引による取引高 94 〃 13 〃

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度－％、当事業年度－％、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は前事業年度100％、当事業年度100％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次のとおりであります。

前事業年度
(自 2022年９月１日
至 2023年８月31日)

当事業年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)

役員報酬 8百万円 25百万円

給料及び手当 12 〃 23 〃

株式報酬費用 0 〃 6 〃

支払手数料 6 〃 5 〃

業務委託費 34 〃 69 〃

無形固定資産償却 470 〃 470 〃
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(有価証券関係)

前事業年度(2023年８月31日)

関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

(単位：百万円)

区分 2023年８月31日

関係会社株式 16,162

当事業年度(2024年8月31日)

関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。

なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

(単位：百万円)

区分 2024年８月31日

関係会社株式 16,118
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(税効果会計関係)

前事業年度(2023年８月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

前払費用 8百万円

繰延消費税額 1 〃

株式報酬費用 0 〃

関係会社株式 2,299 〃

税務上の繰越欠損金 381 〃

繰延税金資産小計 2,690百万円

評価性引当額 △2,299 〃

繰延税金資産合計 391百万円

繰延税金負債

消費税差額 0百万円

商標権 3,094 〃

繰延税金負債合計 3,094百万円

繰延税金資産純額 2,703百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
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当事業年度(2024年８月31日)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

前払費用 10百万円

繰延消費税額 0 〃

株式報酬費用 1 〃

関係会社株式 2,314 〃

税務上の繰越欠損金 318 〃

繰延税金資産小計 2,646百万円

評価性引当額 △2,314 〃

繰延税金資産合計 332百万円

繰延税金負債

商標権 2,931百万円

繰延税金負債合計 2,931百万円

繰延税金資産純額 2,599百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
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(企業結合等関係)

前事業年度(2023年８月31日)

（共通支配下の取引等）

当社は、2022年７月22日開催の取締役会において、当社と当社の子会社であるプリモ・ジャパン株式会社が吸

収分割契約を締結することについて決議致しました。同契約により、当社は、プリモ・ジャパン株式会社からア

イプリモ事業に関する知的財産権を承継致しました。

本吸収分割は、2022年９月１日に効力を生じました。

(1) 本吸収分割の目的

ホールディングス機能の強化の為

(2) 本吸収分割の概要

① 本吸収分割の日程

取締役会決議日 ： 2022年７月22日

契約締結日 ： 2022年７月27日

効力発生日 ： 2022年９月１日

なお、本吸収分割は、会社法第796条第２項に基づき、プリモ・ジャパン株式会社の株主総会を経ずに行う簡易

吸収分割であります。

② 本吸収分割の方式

プリモグローバルホールディングス株式会社を吸収分割承継会社、プリモ・ジャパン株式会社を吸収分割会社

とする吸収分割であります。

③ 本吸収分割に係る割当ての内容

該当事項はありません。

④ 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

⑤ 本吸収分割により増減する資本金

該当事項はありません。

⑥ 承継会社が承継する権利義務

プリモグローバルホールディングス株式会社は、効力発生日においてプリモ・ジャパン株式会社が有する

I-PRIMO事業に関する知的財産権が、吸収分割契約書に定める範囲において承継いたします。

(3) 会計処理の概要

本吸収分割は、企業会計上の「共通支配下の取引等」に該当するため、損益への影響はありません。

当事業年度(2023年８月31日)

該当事項はありません。
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(重要な後発事象)

（リファイナンス）

当社は、長期借入金の借換（リファイナンス）を目的として、国内金融機関７社各社との金銭消費貸借契約に

基づき2025年４月28日付で借入を実施し、同日付で既存の金銭消費貸借契約に基づく借入金の弁済を行いまし

た。

主な契約内容は、以下の通りであります。

① 契約形態 タームローンA タームローンB コミットメントライン

② 組成金額 3,000百万円 11,031百万円 1,200百万円

③ 借入金額 3,000百万円 11,031百万円 ―

④ 契約締結日 2025年４月17日

⑤ 借入実行日 2025年４月28日

⑥ 返済期限
2025年７月27日より６
ヶ月毎に返済（最終返
済日2028年1月27日）

最終返済日（2028年１
月27日）に返済

１ヶ月、３ヶ月又は６
ヶ月のいずれかの期間
で返済

⑦ 参加金融機関
株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株
式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社山陰合同銀行及び株
式会社福岡銀行

⑧ 金利 TIBOR（東京銀行間取引金利）プラススプレッド

⑨ 契約（借入）期間 2025年４月28日から2028年１月27日まで

⑩ 担保条項

担保差入資産は当社の連結子会社であるプリモ・ジャパン株式会社の商
品及び製品であります。

なお、当社の親会社及び最終的な支配当事者の子会社による担保の差入
れはありません。

⑪ 主な借入金の義務

財務制限条項を遵守すること。なお、主な財務制限条項の内容は以下の通
りであります。
a) グロス・レバレッジ・レシオ

2025年８月期以降の各決算期末及び2026年２月期以降の各中間期末（い
ずれも直近12ヶ月）における借入人を頂点とする連結ベースでのグロス・
レバレッジ・レシオ（有利子負債をEBITDAで除したもの）を5.00以下にす
ること
b) 純資産維持

2025年８月期以降の各決算期末の借入人の連結貸借対照表上の純資産の
部の合計金額を、直前の決算期末における借入人の連結貸借対照表上の純
資産の部の合計金額の75％以上に維持すること
c) 利益維持

2025年８月期以降の各決算期末（直近12ヶ月）における借入人の連結ベ
ースの営業利益が赤字となった場合、その直後の決算期末における借入人
の連結ベースの営業利益が赤字となる状態を生じさせないこと

（法人税率の変更等による影響）

2025年３月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が成立し、2026年４月１日以

後に開始する事業年度から防衛特別法人税の課税が行われることになりました。これに伴い、2025年９月１日に

開始する事業年度の法定実効税率は34.6％、2026年９月１日以降に開始する連結会計年度の法定実効税率は35.4

％となります。

なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金負債が55百万円、法人税等調整額が55

百万円、それぞれ増加します。

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

該当事項はありません。
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【有形固定資産等明細表】

区分 資産の種類
当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

減価償却
累計額

(百万円)

無形固定資産

商標権 8,944 － － 470 8,473 －

無形固定資産計 8,944 － － 470 8,473 －

【引当金明細表】

該当事項はありません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年９月１日から翌年８月31日まで

定時株主総会 事業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 毎事業年度末日

株券の種類 ―

剰余金の配当の基準日
毎年２月末日

毎年８月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え(注)１

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 ―

単元未満株式の買取り

(注)２

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店 (注)１

買取手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告としております。

ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日

本経済新聞に掲載しております。

当社の公告掲載URLは次のとおりであります。

https://www.primoghd.co.jp/ja/news.html

株主に対する特典

■商品券の進呈

年１回、毎年８月31日時点の300株（３単元）以上を保有する株主の皆様に、当社店舗

で使用可能な商品券の進呈をいたします。

内容 日本国内の直営店舗（「I-PRIMO」「LAZARE DIAMOND 」）で使

用可能な商品券

金額 年間5,000円分

対象者 毎年８月31日時点の300株（３単元）以上を保有する株主

回数 年１回

有効期限 １年間

(注)１．当社株式は、東京証券取引所への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１項に規定する振

替株式となることから、該当事項はなくなる予定であります。

２．当社定款の定めにより、単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式及び募集新株予約権割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

該当事項はありません。
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第四部 【株式公開情報】

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動
年月日

移動前
所有者の
氏名又は
名称

移動前
所有者の
住所

移動前
所有者の

提出会社との
関係等

移動後
所有者の氏
名又は名称

移動後
所有者の
住所

移動後
所有者の

提出会社との
関係等

移動株数
(株)

価格
(単価)
(円)

移動理由

2023年

１月31日
林 雄一 ―

特別利害関係

者等(当社元

役員)

藤江 秀一
千葉県

浦安市

特別利害関係

者等(当社取

締役)

普通株式

8,747

8,747,000

(1,000)

(注)４

当社取締役

退任に伴う

譲渡

(注)１．当社は、株式会社東京証券取引所スタンダード市場への上場を予定しておりますが、同取引所が定める有価証

券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等(従業員持株

会を除く。以下１において同じ)が、基準事業年度（「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)に経理

の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。」の末日から起算して２年前の日

(2022年９月１日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式または新株予約権の譲受けま

たは譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている

場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第204条第１項第４号に規定する「新規上場申請のための有

価証券報告書(Ⅰの部)」に記載するものとするとされております。

２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容につ

いての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務

組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該記

録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、

当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表することが

できるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株

式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加

者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1) 当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下、「役員等」という。)、役員等

により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係会社及

びその役員

(2) 当社の大株主上位10名

(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。)及びその

役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格は、株主間契約に基づき、林雄一が、当社株式を取得した際の価格と同額で決定しております。
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第２ 【第三者割当等の概況】

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 新株予約権① 新株予約権②

発行年月日 2024年６月５日 2024年６月５日

種類
第２回A種新株予約権

（ストック・オプション）

第２回B種新株予約権

（ストック・オプション）

発行数
普通株式

557,102株

普通株式

317,570株

発行価格 １株につき1,000円(注)３ １株につき1,007円(注)３

資本組入額 １株につき500円 １株につき503.5円

発行価額の総額 557,102,000円 319,792,990円

資本組入額の総額 278,551,000円 159,896,495円

発行方法

2024年６月４日開催の定時株主総会にお

いて、会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づく新株予約権の付与

（ストック・オプション）に関する決議

を行っております。

2024年６月４日開催の定時株主総会にお

いて、会社法第236条、第238条及び第

239条の規定に基づく新株予約権の付与

（ストック・オプション）に関する決議

を行っております。

保有期間等に関する確約 （注）２ （注）２

(注)１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、取引所の定める規則等及びその期間につい

ては、以下のとおりであります。

(1) 取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起

算して１年前より後において、役員または従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場

合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員または従業員等との間で書面により報酬として

割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び取引所からの当該所有状況に係る照会時の取引所

への報告その他取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を取引所が定める

ところにより提出するものとされております。

(2) 当社が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理または受

理の取消しの措置をとるものとしております。

(3) 当社の場合、基準事業年度の末日は、2024年８月31日であります。

２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員または従業員等との間で、

報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約

権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー

法)、純資産方式及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
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４．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりで

あります。

第２回A種新株予約権 第２回B種新株予約権

行使時の払込金額 1,000円 1,000円

行使期間
2026年６月６日から2039年６月４日ま

で

2026年６月６日から2034年６月４日ま

で

行使の条件

「第４ 提出会社の状況 １ 株式等

の状況 （2）新株予約権等の状況 ①

ストック・オプション制度の内容」に

記載のとおりであります。

「第４ 提出会社の状況 １ 株式等

の状況 （2）新株予約権等の状況 ①

ストック・オプション制度の内容」に

記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に

関する事項

譲渡による本新株予約権の取得につい

ては、当社取締役会による承認を要す

る。

譲渡による本新株予約権の取得につい

ては、当社取締役会による承認を要す

る。

２ 【取得者の概況】

新株予約権①

取得者の氏名
又は名称

取得者の住所
取得者の
職業及び

事業の内容等

割当株数
(株)

価格(単価)
(円)

取得者と
提出会社との関係

澤野 直樹 東京都港区 役員 24,000
24,000,000

(1,000)

特別利害関係者等
（当社の代表取締役社
長）

藤江 秀一 千葉県浦安市 役員 24,000
24,000,000

(1,000)
特別利害関係者等
（当社の取締役）

（注）上記のほか、執行役員２名及び従業員78名が新株予約権の取得者であり、総数509,102株が割り当てられておりま

す。

新株予約権②

取得者の氏名
又は名称

取得者の住所
取得者の
職業及び

事業の内容等

割当株数
(株)

価格(単価)
(円)

取得者と
提出会社との関係

澤野 直樹 東京都港区 役員 150,942
151,998,594

(1,007)

特別利害関係者等
（当社の代表取締役社
長）

藤江 秀一 千葉県浦安市 役員 63,471
63,915,297

(1,007)
特別利害関係者等
（当社の取締役）

（注）上記のほか、執行役員２名及び従業員５名が新株予約権の取得者であり、総数103,157株が割り当てられておりま

す。

３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。
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第３ 【株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式（自己株式

を除く。）の総

数に対する所有

株 式 数 の 割 合

(％)

プリモ・インテグラル２投資事業

有限責任組合 (注)２
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

7,235,348

(─)

75.27

(─)

Innovation Alpha Primo L.P．

(注)２

c/o Maples Corporate Services Limited PO

Box 309 Ugland House Grand Cayman，KY1 －

1104 Cayman Islands

1,147,565

(─)

11.94

(─)

澤野 直樹 (注)２,３,５ 東京都港区
262,413

(174,942)

2.73

(1.82)

プリモ・インテグラル１投資事業

有限責任組合 (注)２
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号

259,265

(─)

2.70

(─)

藤江 秀一 (注)２,４,５ 千葉県浦安市
104,965

(87,471)

1.09

(0.91)

田邊 健一 (注)５,６,７ ─
52,482

(52,482)

0.55

(0.55)

沖 康輔(注)５,７ ─
43,735

(43,735)

0.45

(0.45)

─ (注)７ ─
34,988

(34,988)

0.36

(0.36)

谷本 有輝典 (注)５,７ ─
34,988

(34,988)

0.36

(0.36)

宮田 智崇 (注)５,７ ─
34,988

(34,988)

0.36

(0.36)

津田 照朝 (注)５,６,７ ─
34,988

(34,988)

0.36

(0.36)

佐田 大輔 (注)５,７ ─
34,988

(34,988)

0.36

(0.36)

重松 史人 (注)５,７ ─
21,867

(21,867)

0.23

(0.23)

─ (注)７ ─
17,494

(17,494)

0.18

(0.18)

─ (注)７ ─
9,621

(9,621)

0.10

(0.10)

─ (注)７ ─
9,621

(9,621)

0.10

(0.10)

─ (注)７ ─
9,621

(9,621)

0.10

(0.10)

─ (注)７ ─
9,621

(9,621)

0.10

(0.10)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)
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氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式（自己株式

を除く。）の総

数に対する所有

株 式 数 の 割 合

(％)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
8,747

(8,747)

0.09

(0.09)

─ (注)７ ─
6,123

(6,123)

0.06

(0.06)

─ (注)７ ─
3,498

(3,498)

0.04

(0.04)

─ (注)７ ─
3,498

(3,498)

0.04

(0.04)

─ (注)７ ─
3,498

(3,498)

0.04

(0.04)

─ (注)７ ─
2,624

(2,624)

0.03

(0.03)
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氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

株式（自己株式

を除く。）の総

数に対する所有

株 式 数 の 割 合

(％)

─ (注)７ ─
1,749

(1,749)

0.02

(0.02)

─ (注)７ ─
1,749

(1,749)

0.02

(0.02)

─ (注)７ ─
1,749

(1,749)

0.02

(0.02)

─ (注)７ ─
1,749

(1,749)

0.02

(0.02)

─ (注)７ ─
1,749

(1,749)

0.02

(0.02)

その他34名 (注)７ ─
33,216

(33,216)

0.35

(0.35)

計 ―
9,612,194

(865,051)

100.0

(9.00)

(注)１．株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

２．特別利害関係者等(大株主上位10名)

３．特別利害関係者等(当社代表取締役社長)

４．特別利害関係者等(当社取締役)

５．特別利害関係者等(当社子会社の役員)

６．特別利害関係者等(当社関連会社の役員）

７．当社または子会社の執行役員及び従業員

８．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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独立監査人の監査報告書

2025年５月13日

プリモグローバルホールディングス株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 根本 知香

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐藤 重義

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるプリモグローバルホールディングス株式会社の連結財務諸表、すなわち、2024年８月31日現在、2023年８月31日現

在及び2022年９月１日現在の連結財政状態計算書、2024年８月31日及び2023年８月31日に終了する２連結会計年度の連

結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書並びに連結財務諸表注記

について、監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定

された国際会計基準に準拠して、プリモグローバルホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年８月31日現在、

2023年８月31日現在及び2022年９月１日現在の財政状態並びに、2024年８月31日及び2023年８月31日をもって終了する

それぞれの連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びに

これらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査

等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤

謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責

任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどう

かを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書

2025年５月13日

プリモグローバルホールディングス株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 根本 知香

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐藤 重義

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているプリモグローバ

ルホールディングス株式会社の2024年９月１日から2025年８月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2024年９

月１日から2025年２月28日まで）に係る要約中間連結財務諸表、すなわち、要約中間連結財政状態計算書、要約中間連

結損益計算書、要約中間連結包括利益計算書、要約中間連結持分変動計算書、要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

及び要約中間連結財務諸表注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の要約中間連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作

成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、プリモグローバルホ

ールディングス株式会社及び連結子会社の2025年２月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期

間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認め

られなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。

期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に

記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手

したと判断している。

要約中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。



― 170 ―

要約中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約中間連結財務諸表を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約中間

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー

手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約中間連結財務諸表において、国際会計基準第１号「財務

諸表の表示」第４項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において要約中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、

要約中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中

レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき

なくなる可能性がある。

・ 要約中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせ

る事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、

並びに要約中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められない

かどうかを評価する。

・ 要約中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、要約中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独

で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場

合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １ 上記の期中レビュー報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

2025年５月13日

プリモグローバルホールディングス株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 根本 知香

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐藤 重義

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「経理の状況」に掲げられ

ているプリモグローバルホールディングス株式会社の2022年９月１日から2023年８月31日までの第３期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を

行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プリモ

グローバルホールディングス株式会社の2023年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びに

これらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査

等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

2025年５月13日

プリモグローバルホールディングス株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 根本 知香

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐藤 重義

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるプリモグローバルホールディングス株式会社の2023年９月１日から2024年８月31日までの第４期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につ

いて監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プリモ

グローバルホールディングス株式会社の2024年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券届出書 第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びに

これらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査

等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) １ 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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